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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会議事日程 

開会年月日時 令和元年９月 ３日  午前１０時００分 

閉会年月日時 令和元年９月２４日  午後 ４時０６分 

開会の場 所 小 海 町 議 会 議 場 

議件番号 付   議  件  名 審議結果 

 開会宣言  

 会議録署名議員の指名 

  第１１番議員、第１番議員 

 

 会期の決定 

（１）会期   自 令和元年９月 ３日 

至 令和元年９月２４日 ２２日間 

 

 町長招集あいさつ  

 諸般の報告 

（１）議長の報告 

（２）その他の議員の報告 

 

 行政報告 

（１）町長の報告 

（２）その他の報告 

 

 議員派遣の件  
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議案第３０号 小海町保育所条例の一部を改正する条例について 
原案可決 

議案第３１号 小海町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する

条例について 
原案可決 
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《追加議案》 
 

発議第６号 米軍機の不法な低空飛行禁止を求める意見書 原案可決 
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会議の顛末       令和元年９月 ３日 午前１０時００分に始め      

令和元年９月２４日 午後 ４時 ４分に終る 

 

地方自治法第

１２１条の規

定により説明

のため出席し

た者の職、氏名 

町 長 黒 澤  弘  会計管理 者  井 出 敦 

副 町 長 篠 原  宏  子育て支援課長 黒 澤 五 雄 

教 育 長 中 島 行 男  教 育 次 長  吉 澤 君 雄 

総 務 課 長 井 上 晴 正  観光交流センター所長 井 出 雄 一 

町 民 課 長 井 出 三 彦  やすらぎ園所長 井 出 宗 則 

産業建設課長 井 出 浩 

本会議に職務

のため出席し

た者の職氏名 

議会事務局長 井 出 直 人 

書    記 池 田 知 美 

 
 

 

会議開会日及び議員の出欠 

 

議席番号 氏 名 9/3 9/4 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 
9/18 9/18 

9/24 
AM PM 

第 １ 番 古谷  恒 晴 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ 〇 ○ ○ 

第 ２ 番 渡 辺  均 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ 

第 ３ 番 井出  幸 実 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ 〇 ○ ○ 
第 ４ 番 井上  一 郎 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ 〇 ○ ○ 
第 ５ 番 小池  捨 吉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ 
第 ６ 番 有坂  辰 六 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ 〇 ○ ○ 
第 ７ 番 篠原  伸 男 ○ ○ ○ ○  ○ ○ ― ○ ○ 
第 ８ 番 篠原  義 從 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ 
第 ９ 番 的埜美香 子 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ 〇 ○ ○ 
第１０番 井 出  薫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ 
第１１番 新津  孝 徳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ 
第１２番 鷹野弥洲 年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 

計 12 12 12 12 11 ７ 12 6 12 12 

地方自治法第１２３条

第２項の規定による会

議録署名議員 

第  11  番  新 津 孝 徳  議員 

第  １  番  古 谷 恒 晴  議員 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月 ３日 午前１０時００分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月 ３日 午後 ４時３６分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 おはようございます。9 月になりまして朝夕には涼しさを感じるようにな

って参りましたが、今年の夏も梅雨時からの長雨であったり、梅雨明け後

の酷暑、そして秋雨前線の停滞による記録的な集中豪雨と大変な異常気象

であったように思われます。そうした中で集中豪雨により浸水被害など全

国各地で大きな災害が発生致しました。被害に遭われた皆様に心からお見

舞いを申し上げますとともに、早期の普及を願うところであります。さて

今年は 10月に消費税の増税がありますが、もう 1か月足らずとなりました。

リーマンショック級の経済変動がなければ実施するとされてきましたが、

米中の貿易摩擦に起因する世界経済の変調や原油市場に大きな影響を及ぼ

すイラン問題、そして日韓関係の悪化など懸念される大きな課題があり、

心配がされるところであります。消費税増税により日本の経済が低迷する

ようなことがなく、私たちの生活に影響がないように願うところでありま

す。私たちの地域では基幹産業であります農業において異常気象が大きな

影響を与えております。野菜の出荷シーズンも後半となりましたが順調な

生育と価格の安定を願うとともに実り豊かな秋となり町の活性化につなが

るよう期待をするところであります。さて本日参集を頂きましたこの 9 月

定例会は一部補正予算などの審議もありますが主に平成 30 年度の一般会

計及び特別会計の決算を審議していただく決算議会との意味合いを持つも

のでございます。予算の適正な執行はなされたか、町民益につながるもの

であったか幅広い様々な観点から議員各位の慎重な審議をお願いする次第

であります。只今の出席議員数は 12人であります。定足数に達しておりま

すので、只今から令和元年第３回小海町議会定例会を開会いたします。こ
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れから本日の会議を開きます。なお、暑いようでしたら上着を脱いでいた

だいて結構です。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議 長 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定により、議長にお

いて第１１番新津孝徳君、及び第１番古谷恒晴君を指名致します。 

日程第２ 会期の決定 

議  長 日程第 2、「会期の決定」についてを議題といたします。 

本定例会の運営につきまして、去る８月２０日に議会運営委員会を開催

し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員長から報告を求

めます。井上議会運営委員長。 

議会運営 

委 員 長 

ご報告いたします。本日招集の令和元年第３回小海町議会定例会の運営

につきましては、去る８月２０日に議会運営委員会を開催し協議いたし

ましたので、その結果をご報告申し上げます。本定例会に付議される案

件は承認１件、条例関係案１０件、補正予算案３件、決算認定５件、事

件議決案３件の合計２２件であり、会期は本日より９月２４日までの２

２日間とする案を作成いたしました。一般質問の通告は、４日議案質疑

終了後までとしますのでよろしくご協力の程をお願い申し上げます。会

期中の日程につきましては、定例会の会期中に、全議員による現地視察

及び全員協議会を開催いたします。今のところ一般質問が 1 日で済めば

９月１０日午前１０時から、２日間の場合は１０日の一般質問終了後に

合同現地視察及び全員協議会を開催する予定ですのでご承知おき下さ

い。なお、本日の昼休み１２時３０分から議会運営委員会、および各常

任委員長の合同会議を開催しますので、併せてよろしくお願い申し上げ

ます。以上でございます。 

議  長 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長から報 

告がありましたとおり、本日から９月２４日までの２２日間にしたいと 

思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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議  長 異議なしと認めます。 

したがって本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２２日間と決

定致しました。なお、本日の議事日程はお手元に配布申し上げたとおり

であります。 

日程第３ 町長招集あいさつ 

議  長 日程第３、町長より招集のあいさつをお願いします。 

黒澤町長。 

町  長 皆さんおはようございます。令和元年第３回定例会開催のご案内を申し上

げましたところ、大変お忙しい中、全議員のご出席をいただきまして、定

刻に開催できますことに心よりお礼申し上げます。 
さて、皆様もご承知のとおり、今年の気象は 昨年とは打って変わって 

梅雨明けが遅く、その間低温が続き、平成５年に起きた平成の米騒動の再

来かと思われましたが、７月２９日の梅雨明け以降の猛暑のお陰で、米に

ついては何とか遅れを取り戻したようです。しかし後程産建課長からもご

報告させていただきますが、蔬菜、花卉類につきましては昨年に比べ大幅

に安値で、農家の皆様は大変なご苦労をされているようです。台風につき

ましては、いくつか日本に接近上陸もしておりますが、幸い当町ではこれ

といった被害もなく推移しておりますが、災害はいつ襲ってくるか分かり

ませんので、今年は１１月１０日に全町挙げての防災訓練を計画しており

ます。なお、6 月定例会の一般質問の折、9 月 1 日防災の日に実施したい

と申し上げましたが、諸々の調整に時間を要したということで遅れてしま

いましたが、ご理解をいただきたいと思います。また、先月下旬には九州

北部を中心に集中豪雨により大変な被害、死者も出てしまい残念な結果と

なってしまいましたが、町民の皆様には「自分の身は自分で守る」と言う

意識は常に持っていただくように、緊張感をもって啓発活動をしていきた

いと思います。 
８月２１日には、中部横断自動車道、長坂―八千穂高原間の環境影響評価

の方法書の説明会が開催されました。説明を聞くにつけ、その膨大な調査

量に驚きましたが、とにかく早く調査を終え、１日も早い整備路線への格

上げと早期着工を望むものであります。今定例会中の全員協議会におきま

して、第 6 次長期振興計画の素案のご説明を申し上げる予定ですが、町と

しましても国の動きを注視しつつ、前期計画の後半あたりでインターやサ

ービスエリアなどについて調査を始めたいと考えております。また、9 月

は本定例会のほか、運動会、地区ごとの敬老会、中学校清流祭、花卉品評
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会、戦没者追悼式等行事が盛り沢山ですが、議員の皆様のご協力をよろし

くお願い申し上げます。 
それでは続きまして、本定例会にご提案申し上げました議案につきまし

て、議事日程番号順に総括的なご説明を申し上げます。 
まず、議案第２４号 「債権の放棄」につきましては、フィンランドビレ

ッジの地代につきまして、３か年分が未納という状況が続いておりました

が、ようやく清算手続きが完了し配分額が確定いたしましたので、残金に

ついて債権放棄の議決をいただきたいというものでございます。 
次に議案第２５号 「小海町道路線の認定」につきましては、町道稲子白

駒線終点から県道松原湖高原線までの 4,140m について、今まで林道とし

て扱っていたものを町道稲子湯線として認定するものでございます。この

議案第２４号、第２５号につきましては、このあと採決までお願いしたい

と存じます。 
次に承認第 6 号 令和元年度小海町一般会計補正予算第２号につきまし

ては、令和元年８月２２日付けで専決したものです。平成３０年度からの

繰越事業で実施しております農林施設災害復旧事業 上人沢及び八岳の

両取水施設の災害復旧事業について、増工による契約変更が必要となりま

したが、繰越予算額内では不足のため、繰越予算の補正はできませんので、

令和元年度予算で不足額 4,050 千円を専決し、変更契約及び竣工検査を９

月上旬までに実施予定で進めております。これは工作物の引き取りをする

前に再度災害で被災した場合は新たな災害復旧補助対象にならないとい

うことで、これから台風シーズンになりますので、現場工事がほぼ竣工し

ておりますので、竣工検査及び工作物の引き取りを早めに行うよう進めて

いるところです。以上の理由により、８月２２日付で専決処分をさせてい

ただきましたのでご報告をいたします。 
次に議案第２６号、「小海町道路線の変更」につきましては、松原茨沢線

につきまして、現在はリエックスのゴルフ場の敷地となってしまっている

2,016m の区間を廃止し、路線の延長を 784m とするものでございます。 
次に議案第２７号、「小海町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正

する条例」につきましては、住民基本台帳に旧姓が記載されることに伴い、

印鑑登録にも旧姓を併記するよう改正するものでございます。 

次に議案第２８号、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定」につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償等について定める

ものでございます。 

次に議案第２９号、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の
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施行に伴う関係条例の整備等に関する条例」につきましては、地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、一般職の職員の給与

に関する条例のほか１０の条例に関して関連する内容を改正するもので

ございます。 

次に議案第３０号、「小海町保育所条例の一部を改正する条例」につきまして

は、子ども子育て支援法の一部改正に伴い、「支給認定」を「保育給付認

定」と用語を改めるものでございます。 

次に議案第３１号、「小海町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正

する条例」につきましては、子ども子育て支援法の改正により、幼児教育給

付の支給認定を在住地が行うことから題名を改め、同法、同施行令、同施

行規則の法令改正に対応を行うとともに、「支給認定」を「保育給付認定」

と用語を改めるものでございます。 

次に議案第３２号、「小海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、子ど

も子育て支援法の一部改正に伴い、「支給認定」を「教育・保育給付認定」

と用語を改めるものでございます。 

次に議案第３３号、「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例」につきましては、法律改正の伴い、災害支援金に係る償還免除の特例、

償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大について定めようとする

もの。また、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審

議するための委員会を設置することを定めるものでございます。 

次に議案第３４号、「小海町松原湖高原観光交流センターの設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例」につきましては、消費税率の引き上げを

機に町外者の入浴料金の改定を行うものでございます。 

次に議案第３５号、「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例」につきましては、一般職の地方公務員の欠格条項から「成年

被後見人若しくは被保佐人」を削るものでございます。 

次に議案第３６号、「小海町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部を改正する条例」につきましては、「成年後見制度の利用の促進に

関する法律」の施行に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人

権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよ

う、成年被後見人又は被保佐人は消防団員となることができないとする規

定を削除するものでございます。 

次に議案第３７号 令和元年度小海町一般会計補正予算第３号につきま

しては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 166,361 千円を追加し、総額で

3,993,324 千円とするものでございます。歳入の主なものにつきまして
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は、国庫補助金が 1,545千円の増、県支出金が 3,200千円の増、財産収入

が 318千円の増、基金繰入金が 3,000千円の増、繰越金は平成３０年度の

決算に基づき 158,298千円を追加し、繰越金の総額で 198,298千円となり

ます。 

歳出の主なものにつきましては、企画費では地域おこし協力隊の募集委託

費が 2,000千円、積立金は減債基金に 115,677千円を増額します。社会福

祉総務費で、国のプレミアム商品券販売事業費関連で 2,218千円の増、農

地費では農村地域防災減債事業負担金が 3,900千円新規、林業費では新た

な森林管理システム推進業務委託費で 3,000千円、松原湖高原観光交流セ

ンター運営費では、予備ポンプ修繕費等で 6,333千円の増、道路橋梁費で

は維持修繕費などで 26,000 千円の増、消防費では、第 2 分団本間川車庫

修繕費などで 1,810 千円の増、教育費では小海小学校校庭のバックネット

補修などで 1,201千円の増を見込みました。 

次に議案第３８号 令和元年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予

算第１号につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 

2,082千円を追加し、総額 586,082千円とするものでございます。主な補

正内容は歳入では国保税収入見込み額の減、繰越金の増、及び国保連に収

納を委託している交付金の余剰分の町への返還による雑入の増、歳出では

３０年度の県交付金の精算による返還金の増です。 

次に議案第３９号 令和元年度小海町介護保険事業特別会計補正予算第

１号につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 9,665 千円を増額

し、総額を 695,165千円とするものでございます。主な補正内容は歳入で

は繰越金の増、歳出では国庫負担金返還金の増です。 
認定第１号から第５号までは、平成３０年度の一般会計、各特別会計及び

水道事業会計の決算認定案件でございます。各会計とも監査委員の意見を

付して認定をお願いするものでございます。認定第 1号の平成３０年度小

海町一般会計歳入歳出決算の認定につきましては、歳入総額

3,996,927,530 円、歳出総額 3,680,695,657 円で、歳入歳出差引額は

316,231,873円となり、実質収支額は 198,298,873円となりました。 

認定第 2 号の平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定につきましては、歳入総額が 558,779,255 円、歳出総額は

519,208,548円で、翌年度に 39,570,707円を繰越いたします。 

認定第 3 号の平成３０年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定につきましては、歳入総額 643,204,401円、歳出総額は 634,336,178

円で翌年度に 8,868,223円を繰越いたします。 

認定第 4 号の平成３０年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
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の認定につきましては、歳入総額が 72,744,385円、歳出総額は 72,709,718

円で翌年度に 34,667円を繰越いたします。 

認定第 5 号の平成３０年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定につ

きましては収益的収入が 95,493,927円、収益的支出は 87,322,543円とな

りました。なお、本決算につきましては、上水道運営審議会でご審議をい

ただいております。 

以上、本定例会に提案した議案につきまして概要を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、認定、可決決定をお願い申し上げまして招集の挨拶と

させていただきます。 
 

日程第４ 諸般の報告 

 

議  長 日程第４、「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告事項は、議事日程つづりの４ページ、５ページに申し上

げてございますので、ご確認の程をお願いいたします。その他、報告事項

のある方はお願いします。 

以上で「諸般の報告」を終わります。 

日程第５ 行政報告 

議  長 日程第５、「行政報告」を行います。 

町長から行政報告をお願いします。黒澤町長。 

町  長 それでは ３点につきまして報告させていただきます。 
まず１点目ですが、令和２年度採用予定の保健師につきまして、先般２５

日に２次試験を実施し、１名を内定いたしました。全国的な人手不足は当

町におきましても例外ではなく、応募者が少なく人材確保に苦慮している

ところでございます。 
次に２点目といたしまして、２７日に町独自のマスコミ懇談会を東京にお

いて実施いたしました。昨年に続き 2 回目ということですが、３２名のマ

スコミの皆様にお集まりいただき、町の観光について意見交換させていた

だきました。発信力のある皆さまですので、こういった取り組みも継続す

ることで結果につながっていくのではないかと思います。 
３点目といたしまして、これは予定でございますが、１０月３１日に小海

高校生による模擬議会を予定しております。平成２８年６月に選挙権が１

８歳に引き下げられて、徐々にではありますが高校生の政治に対する関心

が高まってきているのではないかと思います。さらに関心を高めてもら
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い、町政への提言や選挙にも行っていただくという意味におきましても大

変効果があるのではないかと思います。議員の皆様にも是非とも傍聴して

いただきますようお願い申し上げます。 
以上３点ご報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 

議  長 以上で町長の報告を終わります。 

他に、行政報告がありましたらお願い致します。 

総務課長      【平成３０年度決算健全化判断比率の報告】 

          【特別職報酬等審議会の報告】 

          【長期振興計画審議会の報告】 

町民課長      【保健推進協議会の報告】 

          【交通政策審議会の報告】 

産業建設課長     【上水道運営審議会の報告】 

【野菜・花卉の生産動向の報告】 

観光交流センター所長【松原湖高原観光交流センター運営委員会の報告】 

子育て支援課    【結婚推進委員会の報告】 

生涯学習課長    【高原美術館協議会の報告】    

議  長 以上で「行政報告」を終わります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・代

表監査委員・会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○ 議案の上程 

議  長 これより議案の上程をいたしますが、本日は議事日程のとおり、承認第

６号及び議案第２４号から２６号につきましては上程から採決まで、議

案第２７号から議案第３９号及び認定第１号から認定第５号につきまし

ては、上程から説明までといたします。 

それでは、順次議案を上程いたします。 

 

日程第６ 議案第２４号 

 

議  長 日程第６、議案第２４号 

「債権の放棄について」を議題といたします。事務局長に議案の朗読を

求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。篠原副町長。 
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     （副町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いします。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

（討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２４号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 

したがって議案第２４号は、原案のとおり可決する事に決定いたしまし

た。 

日程第７ 議案第２５号 

議  長 日程第７、議案第２５号 

「小海町道路線の認定について」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出産業建設課長。 

     （産業建設課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いします。 

      （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

（討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２５号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第２５号は、原案のとおり可決す

る事に決定いたしました。 

ここで１１時１０分まで休憩とします。    （ときに１０時５２分） 
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日程第８ 承認第６号 

議  長 再開致します。 

日程第８、承認第６号 

「令和元年度小海町一般会計補正予算（第２号）について」を議題とい

たします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。篠原副町長。 

     （副町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第９ 議案第２６号 

 

議  長 日程第９、議案第２６号 

「小海町道路線の変更について」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出産業建設課長。 

     （産業建設課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１０ 議案第２７号 

議  長 日程第１０、議案第２７号 

「小海町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上総務課長。 

     （総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 
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日程第１１ 議案第２８号 

議  長 日程第１１、議案第２８号 

「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」

を議題といたします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上総務課長。 

     （総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１２ 議案第２９号 

 

議  長 日程第１２、議案第２９号 

「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う条例

の整備等に関する条例の制定について」を議題といたします。事務局長

に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上総務課長。 

     （総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１３ 議案第３０号 

 

議  長 日程第１３、議案第３０号 

「小海保育所条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤子育て支援課長。 

     （子育て支援課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 
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日程第１４ 議案第３１号 

 

議  長 日程第１４、議案第３１号 

「小海町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤子育て支援課長。 

     （子育て支援課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１５ 議案第３２号 

 

議  長 日程第１５、議案第３２号 

「小海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤子育て支援課長。 

     （子育て支援課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１６ 議案第３３号 

 

議  長 日程第１６、議案第３３号 

「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について」を

議題といたします。なお、議事日程綴の中の弔慰金の字が間違っており

ますので訂正をお願いします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出町民課長。 



18 
 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１７ 議案第３４号 

 

議  長 日程第１７、議案第３４号 

「小海町松原湖高原観光交流センター設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。事務局長に議案の朗読

を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出観光交流センター所長。 

     （観光交流センター所長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１８ 議案第３５号 

 

議  長 日程第１８、議案第３５号 

「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出産業建設課長。 

     （産業建設課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１９ 議案第３６号 

 

議  長 日程第１９、議案第３６号 

「小海町消防団の定員・任免・給与・服務等に関する条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。事務局長に議案の朗読を求め

ます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出町民課長。 
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     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

ここで１時まで休憩と致します。       （ときに１１時５５分） 

 

日程第２０ 議案第３７号 

 

議  長 若干遅れました。昼休み中にですね、議会運営委員会、各常任委員長合

同会議を開催しておりますので、その結果について議会運営委員長より

報告を求めます。議会運営委員長井上一郎君。 

議会運営

委員長 

ご報告いたします。議会運営委員会及び各常任委員長による合同会議の

結果、各常任委員会の審査日程等が決定しましたのでご報告いたします。 

９月１２日（木）午後２時から総務産業常任委員会 視察なし。９月１

３日（金）午前１０時から予算決算常任委員会 視察なし。９月１８日

（水）午前１０時から民生文教常任委員会 視察なし。午後１時から予

算決算常任委員会 視察なし。また午前中も申し上げました通り、現地

視察を１０日に行い、終了後、全員協議会を行う予定でありますがご承

知おきください。なお、全協が一日で終了しなかった場合として１１日

を全協の予備日とさせていただきます。現地視察の日程は一般質問の終

了後に報告いたします。以上で報告を終わります。 

議  長 それでは続いて議題に入ります。 

日程第２０、議案第３７号 

「令和元年度小海町一般会計補正予算（第２号）について」を議題とい

たします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。篠原副町長。 

     （副町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第２１ 議案第３８号 

議  長 日程第２１、議案第３８号 

「令和元年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 
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（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第２２ 議案第３９号 

議  長 日程第２２、議案第３９号 

「令和元年度小海町介護保険事業特別会計補正予算(第１号)について」

を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第２３ 認定第１号 

議  長 日程第２３、認定第１号 

「平成３０年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出会計管理者。 

     （会計管理者説明） 

議  長 １５款 県支出金 ２項 県補助金 ７目 災害復旧費補助金 

まで説明。 

ここで午後２時２０分まで休憩といたします。 

                      （ときに１４時０６分） 

議  長 再開致します。会計管理者続きをお願いします。 

（会計管理者説明） 

議  長 説明が終わりました。 
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日程第２４ 認定第２号 

議  長 日程第２４、認定第２号 

「平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。井出町民課長。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第２５ 認定第３号 

議  長 日程第２５、認定第３号 

「平成３０年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

ここで３時４０分まで休憩とします。     （ときに１５時２３分） 

日程第２６ 認定第４号 

議  長 再開します。 

日程第２６、認定第４号 

「平成３０年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 
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本案について提案理由の説明を求めます。井出町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

日程第２７ 認定第５号 

議  長 日程第２７、認定第５号 

「平成３０年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定について」を議

題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出産業建設課長。 

     （産業建設課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 ○ 監査報告 

議  長 以上で平成３０年度小海町一般会計及び各種特別会計歳入歳出決算の説

明が終りました。 

ここで、令和元年８月２９日付けで、監査委員から「決算審査意見書」

が提出されていますので、監査委員の報告を求めます。 

代表監査委員篠原利樹君。 

（監査委員報告） 

議  長 以上で監査委員からの報告を終わります。 

 

日程第２８ 陳情第１０号 

 

議  長 日程第２８、陳情第１０号についてを議題と致します。今定例会で受理

した陳情はお手元に配布した通りであります。陳情書の朗読及び審査は、

付託した委員会でお願いします。 
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○ 散   会 

議  長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

議案質疑は９月４日水曜日、午前 10時から行います。 

これにて本日は散会といたします。ご苦労様でした。 

(ときに午後４時３６分) 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ２ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月４日 午前１０時００分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月４日 午後 ２時５４分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さんおはようございます。令和元年第 3 回定例会 2 日目であります。本

日は昨日上程されました議案に対しての質疑であります。議案の大まかな

説明は昨日頂きましたが、説明を頂かなかった部分や詳細について質問を

お願いするものでございます。議員の皆様には大局的な見地から有意義な

質疑を期待致します。なお、暑いようでしたら上着を脱いでいただいて結

構です。ここで町民課長から発言を求められておりますので発言を許しま

す。井出町民課長。 

町民課長 皆さんおはようございます。昨日、定例会初日に町から提出申し上げた議

案のうち、議案第 38号令和元年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第 1 号）の中で歳入 6 款 繰越金の金額が誤っておりました。よって

議案の訂正をお願いするものでございます。大変お手数をおかけして申し

訳ございません。よろしくお取り計らいをお願いいたします。以上でござ

います。 

議  長 ただ今の件につきまして、話し合いが必要かと思われますので休憩を取り

全員協議会を開催したいと思います。ここで暫時休憩とします。 

（ときに 10時 02分） 

議  長 再開します。                 （ときに 10時 14分） 

ただ今の出席議員数は 12人であります。全員であります。定足数に達して

おりますのでこれから本日の会議を開きます。 

議事日程の報告 
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議 長 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長、副町長、教育長、代

表監査委員、会計管理者、各課長、教育次長、所長であります。 

なお、暑いようでしたら上着を脱いでいただいて結構でございます。 

議案の上程 

議  長 これより議案の上程をいたしますが、本日は議事日程のとおり、議案の 

質疑・付託までといたします。それでは、順次議案を上程いたします。 

 

日程第１ 「議案第３８号 令和元年度小海町国民健康保険事業 

特別会計補正予算（第１号）」の訂正について」 

 

議  長 日程第１、議案第３８号 

令和元年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の訂正

についてを議題と致します。町民課長に説明を求めます。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を

お願いします。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論のある方は挙

手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。お諮りします。ただ今町長から申し出の通り、

議案第３８号を訂正することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって、町長からの申し出の通り、訂正する

ことに決定致しました。 

日程第２ 承認第６号 

議  長 日程第２、承認第６号 

「令和元年度小海町一般会計補正予算（第 2 号）についてを議題と致し

ます。これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書でページごと

に行います。質疑のある方は挙手をお願いします。 
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 【歳入】 

 ４ページ 

  １０款 地方交付税 

  １５款 県支出金 

１０番 井出薫君。 

１０番議員 県支出金で３９７万円の増ということでありますけれども、本専決案は

昨日の提案説明の中で副町長は９月議会に補正をすればよいと思ってい

たという風に説明されたんですけれども、担当課でもそのように進んで

きていたのかという点を伺いたいと思います。 

産業建設 

課長 

お答えをさせていただきます。担当課でも当初本定例会の中での補正を

考えておりました。ですが、竣工検査は終わっていませんけれども、工

事が済んだということとこれからまた台風シーズンとなった時に副町長

のほうから説明をさせていただいたんですけれども、新たな災害復旧と

しては申請はできないということですのでこのような形を取らせていた

だきました。よろしくお願いします。 

１０番議員 あの、後半の説明はね昨日副町長が縷々説明されまして理解してるつも

りでおるんですけれども、私はその担当課も９月の決算議会に向けて補

正を準備していたという、思っていたということですけれども、もう１

つ正確に準備をされていたのかどうかと具体的にただ思っていただけで

特別…８月の２２日ですか、それまでは特別その今議会に向けて本案に

対する修正…修正じゃないか、準備はされていなかったのかという点を

伺いたいと思います。 

産業建設 

課長 

準備のほうは進めておりました。 

１０番議員 あのー準備を進めておる中で方針が変わったということでありますけれ

ども、その準備段階での資料とそれから今回変わった段階での資料、そ

こら辺を提出してもらいたいと思いますけれどもいかがでしょうか。 

産業建設 

課長 

今回お示しした資料ではなくどのような資料が必要か教えていただけれ

ばありがたいと思います。 

１０番議員 先程来私聞いていますように、８月２２日までは専決でいかないという

方針だったように私は理解しています。そういう中で担当課とすれば本

９月議会への決算に向けての準備をしていたと先程申されましたので、

その準備状況の資料、具体的にどういう風に準備されてきたのかという

点を提出お願いしたいということであります。 

産業建設 

課長 

お時間をいただいて委員会の時に提出させて頂きます。 



27 
 

２番議員 今の件につきましてなんですが、これは繰越ということで事業が、工事

が延長になってると。それで少なからず災害復旧という名目で行われる

以上、可及速やかに復旧を果たすというのが大前提かなと思うんですけ

れども、３月末でできない、それが１１月１２月までの工期になってい

て、しかしそれでは長すぎるので９月で処理すると、この判断の中には

可及速やかにということに対する対応が不十分ではないのかな、という

気がするのですけれどもいかがでしょうか。 

副町長 私のほうから１２月っていうか１１月、１２月と長い工期をとった理由

を申し上げます。あの当初、今年の１月平成３１年１月に入札した時に、

まあ工期を設定するんですけれども、その時の工期の設定は、仮復旧で

きても水は十分行ってますので、後は工事をなるべく早く終わりにする

ということを進めていくんですけれども、但し夏場の工事で気象条件

等々考えて、夏場でもしかしたらできないと、可能性も十分ありまして、

雪の降る前には絶対に終わりにしなくちゃいけないという意味で１１月

とか１２月までが最終の工期だよと、この中で終わりにしてくださいよ

ということで工期を設定したということで、当然夏場早くから始めて給

水に影響がない工事を進めていくということで進めてきておりまして、

順調に８月中、９月のこの時期には終わりになってきたという、工事自

身は可及的速やかにやっているという、どうしても工期の設定の仕方と

してそういう、遅くても１２月という意味で設定したと、設計士等々と

相談しながら入札時に設定したということでご理解をお願いします。 

２番議員 そうであれば８．９．１０という災害が多発する時期が当然想定されて

いたわけでそのことをどういう風に考慮して今回の件に落ち着いたのか

説明をいただきたいと思います。 

産業建設 

課長 

今回、契約の工期が１１月まであったわけですけれども、工事のほうが

順調に進みまして、工事のほうが完了したというところでこのような処

理をさせていただいたということです。よろしくお願いします。 

１０番議員 別の観点からもう 1 点伺いたいんですけれども、説明資料の４ページに

よりますと、１番下の２行目のところに専決理由ということで「今回竣

工検査ができる状態です」という風に書かれ議会前の８月２２日に不足

額分を補正予算専決しましたという説明ですけれども、この今回とはい

つのことなのか伺いたいと思います。 

産業建設 

課長 

今回とは日にちが入っていないわけですけれども、現状のところで竣工

検査ができるということで表記をさせていただきました。今日明日中に

でも竣工検査し、引き取ることは可能になっております。 
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１０番議員 今回とは何日かということを聞いてるわけで、今の状態を言っているわ

けでは私はないと思うんですよ。８月の２２日に専決を決定したわけで

すから、この今回は８月２２日より以前という風に認識するのが通常の

文書の理解だという風に私は思います。ですからこの今回とはいつなの

かということを伺っているわけであります。あわせて様々な経過を、専

決をするにはそれなりの説明と手続きが必要だと私は思うんですけれど

も、そういった部分も含めて私は資料の提供をお願いしたいと思います。 

産業建設 

課長 

それでは時系列を追った中で資料を作らせていただきたいと思います。 

１０番議員 話はね時系列で結構だと思うんですけれども専決をするというにはそれ

なりの事務手続きがあり、すでに事務が終わっているから専決ができる

という風に私は専決に向けてですか事務ができているということだと私

は思いますのでそこら辺の資料の提出をお願いいたします。 

産業建設 

課長 

それでは準備をさせて頂きたいとおもいます。よろしくお願いします。 

議  長 他に… 

【歳出】 

 ５ページ 

  １０款 災害復旧費 

その他全体を通じて質疑のある方はごさいませんか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第３ 議案第２６号 

 

議  長 日程第３、議案第２６号 

「小海町町道路線の変更ついて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第４ 議案第２７号 

 

議  長 日程第４、議案第２７号 

「小海町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につい
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て」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第５ 議案第２８号 

 

議  長 日程第５、議案第２８号 

「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」

を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

１０番議員 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例ということで昨日提

案説明をいただいたわけでありますけれども、話を聞いている中でフル

タイムという言葉の中で対象者が具体的に出たのは小中学校の講師さん

という風に説明された風に思います。それからパートタイム会計年度任

用職員という言葉の中では具体的にどこどうと、今の小海町の中でどこ

どうが対象になるのかという部分がちょっと私、分かりませんでしたの

でそれぞれの中で今の対象となる職員の皆さんの説明をお願いします。 

総務課長 おはようございます。最初にお詫びを申し上げます。私の昨日の説明が

若干誤っているところがありましたので再度ご説明をさせて頂きたいと

思います。フルタイム会計年度職員で対象になるのが学校の講師という

風に申し上げましたけれども、議案綴の１３ページの第２４条にござい

ますが、学校の講師等についてはここが適用になるということで若干説

明が間違っておりましたので訂正をさせていただきたいと思います。フ

ルタイムというのは限りなくといいますか、ほとんど一般職と同じ時間

帯、今一般職は１日、７時間４５分ということなんですが、どうしても

この時間拘束して働いてもらわなければ困るという皆さんについてはフ

ルタイム会計年度職員と。それからどこの町村もこのフルタイムとパー

トタイムの仕分けには色々悩んでいるところがありまして、というのは

退職手当をフルタイムの場合には退職手当を積み立てなければならない

ということがございますが、小海町の場合退職手当組合に入ってるもん

ですから、退職手当組合のほうに 1000分の 170という、退職手当の積み

立てを行わなければならないと、で、積み立てただけ返ってくるんであ

れば価値があるんですが、概算で大体積み立てた額の半分しか返ってこ

ないと。退職した場合にですね。というようなことがありまして膨大な

額を積み立てても実際には退職される皆さんにはそれなりの恩恵がそう
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そうないというようなことで、財政的な事情も考えてできる限り現在の

臨時職員の皆さんにつきましてはパートタイムの会計年度任用職員の方

へ移行させてもらうと。まぁ但し現状の支給しております賃金のレベル、

それから期末手当を今 2.5 か月出しておりますけれども、この期末手当

につきましては国の指導による 2.6 か月と 0.1 か月上げまして支給をし

ていきたいと。だから、実質パートタイムには移行するんですけれども

処遇については今までよりはどちらかというと短い時間で同じだけの額

がもらえるというような形にしていきたいということで現在のところ予

定をしております。以上です。 

１０番議員 訂正の部分はいいとして具体的にフルタイムとパートタイム、わが町の

現状の中でどういった皆さんが対象になるのか。という質問を私はしま

した。なかなかね、担当課とすれば非常に悩めるところが多いという説

明が今の話だというのはフルタイムとパートタイム、どちらにするかと

いう点での悩みだという風に思いますけれども、私は本条例を通すにあ

たって実際に対象となるであろう皆さんがどのようになるのかというこ

とは大いに関心を持っているという風に思うわけであります。ですから

私は悩みはあるという点はよく分かりますけれども、実際にわが小海町

の状況の中でフルタイムなのかパートタイムなのか温泉や社協はどうな

るのかという点も含めて具体的にどうなると、それは立場上もですけれ

ども金額的にもどうなるのか。という点を私はしっかりとした説明をお

願いしたいとまぁできたら口頭でなくてそういったものの資料をまた作

って提出していただければという風に思うんですけれどもどうでしょう

か。そこまではまだ構想ができていないという話になるのかどうかも含

めてお願いします。 

総務課長 簡単に言えばフルタイムは移行する皆さんはほとんど今の所は考えられ

えないと、考えられないといいますか要するに時短をして給料は現給を

保障するような形を考えているということでご理解をいただきたいと思

います。それで今までは、定期的に臨時職員については時給ですとか日

給ですとかの見直しを行っていたわけですが、これも国の基準に即して

一年間に給料表を格付けしたところから、一般職は 1 年間に 4 段階上が

るわけですが、これも国の基準に従って最高 20段階くらい上がるように

なっているんですが、そこまで毎年毎年、上げ幅は検討中でごさいます

けれども、その上限まで上げてくということで計画をしております。ま

た規則等の原案ができておりますので委員会の時でよろしいでしょう

か。その時にでもお示しをしてご説明させていただきます。以上です。 

１０番議員 ３回目ですからやめますけれども基本的に今の答弁の中ではフルタイム
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の方はおらないという風に考えてるという風に認識しました。それから

パートタイムの皆さんもいわゆる今の賃金というですか、そういったも

のをほとんど現状維持的な形で時短で対応したいという風な説明だった

かと思います。それで後は今度は上げていくペースを変えていくという

説明だったように思いますけれどもそういう理解でよろしいのかだけ確

認しておきたいと思います。 

総務課長 おっしゃる通りでまたご説明をさせていただきたいと思います。 

7番議員 ７番 篠原伸男です。今、説明を聞いてますとフルタイム、パートタイ

ム、退職金云々ということで、フルタイムにもっていかずにパートタイ

ムということになりますけれども、国の方の指導で来るとパートタイム

はこういうもの、フルタイムはこういうものという国の考え方があると

思うんですけれども、今のそのままで行って国の方にフルタイムは常勤

の職員と雇用期間決まってないものと一緒のもので扱っていくというこ

とでございますが、パートタイムだと常勤職員の 3/4 以上、週４０時間

のうち２０時間以上働く者がパートだという風に確か定義づけられてい

るはずですけれどもその辺のところはそういう形でやってって後で何か

の時に国の指導を受けるとかそういうことはないんですか。それから先

程も質問がありましたけれどもフルタイム、パートタイム、どういうと

こでどの辺の給与に格付けするのかまぁ規則が決まっているということ

でありますし、それからパートタイムも日額或いは月額報酬、どのくら

いのとこで決まっているのか、またそうなった場合に人件費はどのくら

い増になるのか、ということが分かっておりますならば各委員会ではな

くてこの本会議の中にもし資料が間に合うようでしたら、と言いますの

はこれも働き方改革の一環から出てると思いますんで、こういう役所の

採用形態が変わってくるとこれ民間の採用にもかなり影響が出てくると

思うんです。まぁいつでもヤッホーの湯でも臨時の職員募集とか、社協

でもしておりますし、やっぱり働く人の方からすればいい条件の方へ行

きたいとなっていったときに、民間の方のところにも出てきたときに

我々も、私はたまたま今回総務委員会に属してますからそういうことで

説明ができるかと思いますが、議員としてもやっぱり町の全体にも説明

できるとすれば委員会だけに資料を出すんではなくて本会議の方で出し

て頂いて説明を受けた方が私はいいんではないかなと思います。それか

らこれから採用するにしましても今までいた人がただ漠然と採用される

のではなくて明らかに公募、競争試験或いは選考というようなことが義

務付けられておりまして、まぁ一応フルタイム、パートタイムというこ

とだから競争試験まではいかなくても、選考ということになると一体い
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つ頃から公募を始めたりとかいうような問題が大変これ、沢山この新し

い制度の中には含まれておると思いますのでできればまぁフルタイムと

パートタイムにした場合には国の解釈と違ったやり方でやってっていい

のか、厳密に考えていけばパートタイムというのは６時間程度の勤務し

かできないということになってくるわけですよね、3/4以上で週２０時間

以上という形になってきて、まぁ４０時間になればこれは明らかにフル

タイムですから、そういったところになってくると６時間とかその辺の

ところで納めるとすればフレックスタイムでも導入するのかということ

が沢山ありまして、質問も種々に及んでて答弁もしづらいと思いますが、

まぁ最初にフルタイムとパートタイム、そういう形で解釈して、後々ご

指摘を受けることはないかと、それから出せれる資料があるならば本会

議の方に出して議員全員で説明を聞きたいと思いますがその辺はいかが

でしょうか。 

総務課長 資料、今、コピーして配らせていただきます。資料を用意している間に

ご質問に答えさせていただきたいと思います。パートタイムの関係で

色々と県等と意見を伺った中で、当初７時間４５分にならなければいい

ということで、これどこの町村もそうなんですが、じゃぁ７時間３０分

という時間を設定しましょうということで当初動いてました。そうした

ところが全国的にそういう動きが見える中で総務省の方から７時間半で

パートタイムという定義付は好ましくないという通達が参りました。そ

こで県のほうと色々やり取りした中で、７時間くらいならどうでしょう

という中で、それであればほぼパートタイムという基準も満たすのでは

ないかというようなことで、一番は退職手当の問題が大きく圧し掛かっ

ているところでございまして、退職手当の積み立てをやるとなると例え

ばヤッホーの湯だけでも軽く 1,000 万を今の状態よりは超えてしまうと

いうような中で経営ですとか町の財政状況を勘案した中で、じゃぁそれ

だけ積んでやめる皆さんに、それだけの恩恵があるのかという風に考え

た時に、まぁそれ程の恩恵は全然ないわけではないんですけれども、例

えば 10 年勤めて 50 万くらいですかねっていうような話になってしまい

まして、それよりは財政状況等も考慮した中で現給を保証して今までの

収入を確保できるような形でパートタイムという位置づけにしていきた

いということでこういった形で考えさせていただいておりまして、ただ

今配る資料でご説明したいと思いますが、資料を配り終わりましたら…

そうしましたら資料をご覧いただきましてフルタイム会計年度任用職員

につきましては、一般職の一級の階級を適用するということで一応、一

級の給与月額を書いてございます。で、学校の講師につきましては先程
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申し上げた通り第 24条の規定を適用して県の方に準じてやるということ

で学校の講師についてはこういった給料表になります。それからパート

タイム任用職員につきましてはそこに書いてございます通り庁舎の清掃

等やっている方については日給 6,600 円、これ現在拘束時間が職員と同

じ 7 時間４５分になっているわけでありますけれども、これを時短にし

て 7 時間で同じ額、その以下同じ皆さんについてもすべてそういう扱い

にしたいと、それからヤッホーの湯につきましては、今時給でやってお

りますので、この時給でやって行きたいと、まぁどうしてもヤッホーの

湯は繁忙期には 7 時間を超える部分がありますので超えた部分について

は超勤手当と時給で対応していきたいということでございます。このパ

ートタイムの皆さんにつきましても、ちょっとまだどういう風にあげて

いくのかということは決まっておりませんけれども、定期的に日給等の

見直しを行っていくと、で、もしフルタイムで一番下にありますのはフ

ルタイムで格付けした場合には一般事務で一級１号俸に格付けした方に

ついては上限の号俸が 1の２５ということになります。ですから１年に 4

ランクずつ上げていった場合には 6 年で上限になってしまってその後は

ずっと同じ額でというのが国の方の基準となっております。細部につき

ましては今からまだ詰めていく部分がありますので検討をしたいと思い

ます。それから先程篠原議員おっしゃいました募集ですとかそういった

ことに関しましては今回条例が通りましたら 10月以降募集を公募として

かけていくと、で、まぁ試験をやりなさいよという内容になっているん

ですが試験とまではいきませんので応募のあった方を選考して採用をし

ていくと、まぁ現実的にはなかなか人手不足で募集しても集まらないよ

うな状態ですので、で少なからず現在働いていただいてる皆さんについ

てはやめずに続けていただくというような形で考えてます。 

7番議員 今、フルタイム、パートタイムということでそれぞれ…そうするとパー

トタイムは原則 7時間勤務ということになってきて、そうすると日々8時

間とかとなったらばその都度 1 時間の超勤もつけていただけるというこ

とで解釈してよろしいわけですね。それともう 1 つは今度も法改正で出

てましたけれども特別職報酬審議会のところで公民館長だとか美術館長

だとかそういった人たちの…あれは確か美術館長も公民館長も 95,200円

だかだったかな、その辺のあれだったですけれども今度その辺の人たち

も会計年度任用職員の方の適用を受けるということで多分特別職の報酬

から外したと思うんですけれどもその辺のところは同じくそういった形

でやってくという解釈でよろしいわけですか。 

総務課長 現在も月額で規定しておりますので同じようにやっていくものという風
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に思います。 

7番議員 まぁ多分、国がこういう制度を取り入れたことは今まで一年間、お役所

で使う場合には正式採用しなさいということが国の指導だったと思うん

ですけれど、それを１１か月で切ったりとかそれから今まで当町におい

ては 6 ヶ月ごとに区切って再任することはできないというのをズルズル

来てたからだと思ってこういう制度がきてるわけでありますので、臨時

の職員の皆さんのこういう職場で働く役割も多いわけですから、必ず退

職金云々ということもありましたけれどもマイナスにならないようにフ

ルタイムということはどうもありそうもないようですからパートタイム

ということで働く人たちの手取りが減ったりとかそういうことのないよ

う、積み立てとか税金で減るのはしょうがないですけれど基本的には国

の制度もより良くするためということで出てると思うのですからその辺

には十分配慮していただきたいと思います。以上です。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。 

これで質疑を終わります。 

 

日程第６ 議案第２９号 

 

議  長 日程第６、議案第２９号 

「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う条例

の整備等に関する条例について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第７ 議案第３０号 

 

議  長 日程第７、議案第３０号 

「小海保育所条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

 

日程第８ 議案第３１号 
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議  長 日程第８、議案第３１号 

「小海町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第９ 議案第３２号 

 

議  長 日程第９、議案第３２号 

「小海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第１０ 議案第３３号 

 

議  長 日程第１０、議案第３３号 

「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について」を

議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第１１ 議案第３４号 

 

議  長 日程第１１、議案第３４号 

「小海町松原湖高原観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

２番議員 これ料金の改定がメインかと思いますけれどもこの改定によってどうい

う収支が変化というか見込まれるのか、その辺のシュミレーションした

結果というのはあるんでしょうか。あったら開示していただきたいんで
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すけれど。 

観光交流 

センター 

所  長 

この値上げによりまして私どものシュミレーションでは通年ベースで

1,250万程度の増収という風に想定をしております。資料につきましては

運営委員会に出した数字のものがございますのでお示しをということで

あればお示しすることはできます。 

２番議員 少なからず過去の料金については非常に子細に渡ってますよね、町民と

町外とそれから子供と何とかとか団体それから年間契約、そういう個々

にどれくらいの実績があって、どの部分がどのように落ち込んでいるか

らこの部分をカバーするんだとか少なくとも今後の収支向上、収支改善

に資するようなこれまでの実績分析を踏まえてこの料金改定が出される

必要があると私は考えておりまして、そのことの説明が十分できるよう

なデータがありますか。ということなんですがいかかでしょうか。 

観光交流 

センター 

所  長 

データとしては当然これまでの経年の経過を見て参りました。色んな方

の入込があります。17万人と言っても中身色々あるわけです。渡辺議員、

今申されましたように、町民もあれば町外の方もある、町外の方でもク

ーポン等で入る方もおる色んな実績がございます。例えばクーポン等で

も、今までこういったクーポンやったけど今はやってないとか色々あり

ますのでその辺のところは、それを細かにというところまではいきませ

んけれども昨年、一昨年の動向を踏まえてシュミレーションをかけてあ

りますのでその結果ということになります。この 200 円の中身、昨日も

う少し説明できなかったかな。という感じがしますけれども、運営委員

会の中でご説明申し上げたのは。この 200 円という数字であればいわゆ

る公設民営の施設、公設の施設として例えば指定管理になった時でも十

分耐えうる収支状況になるんではないかというご説明をさせていただき

ました。あのー他にもこの趣旨、入場料だけではありませんけれど色ん

な事を改善しなければいけませんけれどもよく言われます、事業の継続

性のあるような中身、趣旨というようなことからして今回この 200 円と

いう提案をさせていただいています。 

議  長 他に…これで質疑を終わります。 

 

日程第１２ 議案第３５号 

 

議  長 日程第１２、議案第３５号 

「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 
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（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第１３ 議案第３６号 

 

議  長 日程第１３、議案第３６号 

「小海町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

ここで１１時１５分まで休憩とします。     （ときに 11時 01分） 

日程第１４ 議案第３７号 

議  長 それでは再開します。 

日程第１４、議案第３７号 

「令和元年度小海町一般会計補正予算（第３号）について」を議題とい 

たします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書で、ページごとに行

います。質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】 

 ６ページ 

  １４款 国庫支出金  ２項 国庫補助金 

  １５款 県支出金  ２項 県補助金 

  １６款 財産収入  １項 財産運用収入 

 

１０番 井出 薫君。 

１０番議員 フィンランドヴィレッジの地代の滞納分ということで清算があり、31 万

の入金があったということで昨日も債権放棄の議決がされたわけであり

ますけれども、その内容が今日信毎新聞に報道されております。そうい

った点からも私はこの場所をお借りしましてぜひ、町長、これまでもご

苦労をされてきたと、解決にあたってご苦労されてきたというわけであ

りますけれどもこういった結果になったという時点にたって町長の意見

とこれからの教訓といいますかそういった点だけ伺っておきたいと思い
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ます。 

町 長 今回の結果というものは非常に遺憾に思っております。残念であります。

フィンランドヴィレッジ自体がやはり時の流れで民間の会社の援助を受

けられなくなったというのに一番の問題はあろうかと思いますけれど

も、そういった部分もやはり行政は長いスパンの見極めが大変必要では

ないかという風に思いました。それから地代につきましては適当な値段

であったかどうかということもやはり問題だったというような気が致し

ます。それから町のお金がこれだけ減ったわけでございますから、大変

重い反省の中に進めていかなければならないかという風に思います。ま

た私町長になりまして懸案であったことが 1 つ解決したということは 1

つの成果ではなかったかという風に認識しております。以上です。 

１０番議員 まぁ先程も申しました通りね、長い間の懸案事項が解決したという点で

はご苦労でしたという風に言いたいと思います。それであの私はこれま

での議論の中でも最大の教訓となったのは個人の皆さんの財産と、何か

事業をやりたい皆さんの間に町が入って片側では町が借りてやって、片

側では町が貸してやるとこういうような中間的立場にたっての運営の在

り方っていうのはいかがなものかということがこの間解決に向けていく

中で大いに議論されたわけでありますけれども、まぁ事業によってはと

いう話になるかどうかわかりませんけれども町長のそこいら辺ではプロ

の部分もありますので町長の考えだけ伺っておきたいと思います。 

町 長 ただ今の件につきましては行政が中に入るということはその借りるほう

にとっては、或いは民間にとっては一番のこのお墨付きとかいう部分に

なろうかと思いますけれども安易な決定はこれは許されるものではない

と思います。従ってケースをよく理解してまぁ経済等々の方向を把握し

まして町益となるような方向を考えていきたいと思っております。 

議  長 他に… 

７ページ 

  １９款 繰越金  １項 繰越金 

【歳出】 

８ページ 

２款 総務費  １項 総務管理費 ２目 財産管理費 

７番 篠原伸男君。 

７番議員 7番、篠原です。委託料のところに地域おこし協力隊募集委託というとこ

ろで 200 万、この間の説明では憩うまちこうみ形成事業のところでお願

いしたいというようなことでありますが先般確か佐久平だかで、佐久平
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新聞かで出てきた地域おこし協力隊の特徴をみますと立科町で採用され

た 51 歳の女性の方は IT 関連からきた協力隊だと、それで今立科町では

テレワークの施設を作って、働きに家庭の事情とかで出られない人がそ

この施設を使って確か茅野だか岡谷の方の仕事をテレワークで受けてや

ってるというようなこと、それから小諸の脇本陣でも 41だか 2の女性の

方もやはりその道のところで長けている人がきてやってるということで

小海町としてはこの地域おこし協力隊を募集する場合において小海町に

おいて地域おこしをしてもらいたい我々の今の町の中の人材ではちょっ

と難しいところあるから経験のある人、いわゆる専門家的な人、そうい

った人を募集してそして町へそうするとその後が、今度また町に残って

起業おこししてくれる人になっていくんじゃないかなと思いますが、今

回こういう憩うまちこうみの方にお願いしたいということですけれど

も、ただ経験もなく来てくれる人ならいいのかと、保母さん達が足りな

いようにも聞いおります。そういった時にも 3 年間なら 3 年間、地域お

こし、この分野の専門の人としてというようなその道の専門、長けた人

を地域おこし協力隊の募集していこうというようなお考えはあるでしょ

うか。 

総務課長 お答え申し上げます。今回は地域おこし企業人として来ていただいてい

る小松さんがあと 1 年ほどで任期満了になるということで、結構この憩

うまちにつきましては専属でコーディネートをしていただく方が必要だ

ということが分かってきまして、やはりその部分を地域おこし協力隊へ、

意欲のある方にやっていただきたいということで募集をかけるもので

す。ただ今 7 番議員さんおっしゃられたような専門職、色々東京等で行

われる相談会ですとかそういったものには当町からも行って色々とその

移住ですとかそういった中で専門的な知識のある皆さんですとかそうい

った方を探してはいるわけですけれども、なかなかいい方が見つからな

いというのが現状でございます。当然篠原議員さんおっしゃるようにそ

ういった方が来ていただけるようであれば、例えば保母なり保健師なり

そういった専門職、どんどん採用をしていきたいという風には思ってお

るところであります。以上です。 

７番議員 今総務課長のほうからそういう専門性とかそういったところも含めてと

いうことであります。あくまでもただ人手が足りないから地域おこし協

力隊ということではなくぜひ専門的にも優れた人を、必ず町のところに

いない人と、そういった人を集めていただいてまぁ地域おこし、それこ

そ地域おこし、役に立つように尽力をしていただきたいという風に思い

ます。次に 14節の旧たぬきや借り上げ料ということでございますが、こ
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の間松原湖畔に行ってみたら当初予算で確かたぬきや改修 2,000 万とい

うことが確か予算化されておったんですけど、これ今も工事が始まって

なくてたぬきやさんの前に行きましたら動物の糞だか犬の糞だかわかり

ませんけれどもそんなようなものが前の所に出てて、まぁ横の弁天島に

観光客の人もいましたけれども、これまだ工事に着工しないということ

はこのたぬきやさんの借り上げ料が決まってなくて合意に至ってなくて

工事に着工できないとそういうことなんですか。 

総務課長 工事に着工できないのはそういう理由ではなくて、外壁等を、外壁や屋

根をいじるのに足場を建てなければならないと、足場を建てる為には氷

が張ってからでないと足場が建たない部分があるということで当初から

11 月頃からが改装工事をやりたいということで考えておりました。で、

11月からやった場合にですね、我々が特に中を使うわけではなくて 12月

になれば漁協の皆さんが使うというようなことで、最初は漁協の皆さん

とも話をしてたわけですが、途中でまぁ神社の方と話をしなければなら

なくなって神社の方と話を進めている中で、私たちは改装期間中は使わ

ないのでぜひ賃料については負けてほしいというお願いを再三に渡って

しておりましたけれども、最終的に改装中も賃料っていうのは当然払っ

てもらうべきだということで押し切られたというか、そういうことで今

回補正にあげさせていただいたわけでございます。 

７番議員 まぁあの総務課長でも押し切られることあるだかい？賃料が私はこれ 1

年間で 10万かなと思って解釈していたんですけれどもこの間の説明聞き

ましたら月に 2 万だと、で、これあの松原諏方神社の持ち物ですから当

然、個人の物だから２万でも３万でもって言われればそれはそれでしょ

うがないものだと思うんですけれども、ただ松原の諏方神社で行う町の

大きな行事でもありますけれども御柱についても７年に１遍とはいえ

650万ですか、出したり或いは町の町民の皆さん、全町からも寄付等々集

めながらやってるところで、いかさま月２万というのは私は高いように

思うんですよね、町も協力してるんですから、町のやることに対しても

神社側でも私は協力があっても、ただとはいいませんから、そうすると

これだけ聞きますと１年間で２４万入っていけば７年間なら１８０万か

らはいってくると今まで想定していなかったものが入ってくるとなると

今度は御柱とかそういった時にその分だけはカットしますよと余裕がで

てくるんだから、そんなようなことのお話はされたでしょうか。 

総務課長 ただ今のご質問の中には一応その政教分離とか色々な部分で私の方から

は色々言えない部分がありますけれども、まぁ松原の皆さんとは今まで

も色々な部分で町も協力もしてきたし、松原の皆さんにも色々ご協力を



41 
 

頂いてイベント等ができてきたという中で、そういった過去からの関係

もありますのでぜひともこの部分については、月 2 万円についてはこれ

はまぁ、2万円と言われれば 2万円で仕方ないかなという部分でただこの

5 ヶ月分については負けて頂けないかということでずっと話を進めて参

りました。一応話の中ではここをテレワークの施設として使うわけです

けれども、我々がテレワークの施設として業者にそこを使用させるとし

て業者から使用料をとった場合には町の収入でいいという話になってお

りますので実質まぁ本当にテレワークをやる会社が沢山増えてずーっと

使っていただけるようであれば、実質的には我々2 万円払いますけれど

も、入ってくる収入も当然見込めるというようなことでこの 2 万円に関

してはそういうことで合意と言いますかしまして金額を設定したもので

ございます。以上です。 

７番議員 まぁ町の方でそういうテレワークか何かの賃代まで入れてということで

ありますけれども、一般的には私はいささか高いのではないかな、と思

うところであります。それからあの、テレワークだとかそれからこの前

の当初予算の時にはここでヨガもやるとかって言ってますけど、これそ

れぞれよく調査研究したうえでまぁ、この使用料とは直接離れますけれ

どもやっていけれるんですか、あれだけのスペースのとこで。まぁどう

いうテレワークの施設を置いてやるのかまたどのくらいのあれでやって

くのか余りにも１つのところで欲をかかないで 1 つ 1 つをじっくりやっ

ていく方、それからまだここは地域おこし企業人の小松さんですか、小

松さんが参加してくれる企業との交渉の場にもするという風に当初予算

では聞いているわけですけれども、余りにも総花的すぎるんではないか

なとまぁ直接今回の補正とは関係ないもんですから私の意見だけは述べ

させていただきまして終わりとします。 

議  長  ４目 企画費 

１１番 新津 孝徳君。 

１１番議員 １１番 新津孝徳です。１５の工事請負費のところの大田団地の整備工

事ということでこれ１４０万というものが出てきておりますけれども、

これをもう１度すみません、説明をお願いします。 

総務課長 お答え申し上げます。これにつきましてはまず１つ売買が終わっている

ところで川の方へ入っていく道路が入ってるところがあるんですが、そ

この道路の壁の、壁はちょうど境に建ってるわけですけれども、壁の基

礎が境より個人の所有の方へわずかこのくらいですけれども、入ってし

まったと。で、その方がフェンスを建てたいんだけれども基礎が入って

いるからフェンスの基礎ができないという申し出がありまして、これに
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ついては、まぁ当初の工事の勘違いというかミスというかそういうもん

だと思うんですが、まずそれを改修しなければならないと。それから国

道側で自然石積みになっている部分があるんですけれども、そこも売買

面積に入ってるということでその自然石積みのところが利用できないと

いうようなことで、買いたいという希望の方からこれなんとかならない

か。ということでまぁそこもやり直しの工事をしなければならないと。

それから、中央部分の方で２か所なんですけれども土手が高くなってい

るところが崩れてきてしまって、バス停もあるんですけれどもバス停の

方へ泥がこぼれたり、入口のところで泥が崩れてしまってるというよう

なことでその部分の土留めは必要になったということで、合わせて１４

０万円でそういったものを改修していきたいということでございます。

以上です。 

１１番議員 これはできてから３年くらい経っているわけですけれどもこの当初の設

計の時点、設計の辺に問題があったのか或いは打ち合わせした時にそこ

まで細かく至らなかったのかそういう問題があるんじゃないかと思うん

ですよ、そうしてここへきてもこういう金額が発生してくるということ

でありますけれどもその辺についてはどうですか。 

総務課長 私もちょっと開発当時のことがよくわかりません、わかりませんという

か細かいことまでは承知していないもんですから、何とも言えないわけ

ですが、境についてもまぁ例えば基礎が入ってる部分を境とすればよか

ったものを、ちょうど地上に出てる部分、工作物のところで線を引いて

しまったと、だからまぁそういったところがやはり当時のミスであった

のではないかなと、それから自然石積みになっているところはまぁその

まんま買っていただいてもそれはそれで仕方ないことなんでしょうけれ

ども、まぁなかなか売れない中でそこを買ってくれるということであり

ましたのでじゃぁ手直しに応じますということで、何とかまぁ売れ残っ

ているところを努力して売らなければならないのでそういった部分で多

少ご理解をいただきたいと、で、まぁ一番の懸案になってました１番真

ん中が最近売れましたので残りあと３つということになりましたのでよ

ろしくお願い致します。 

１１番議員 まぁあと３戸になったといいうことで大変良かったと思っております

が、いずれにしてもこういうことはこれからも慎重にですね、色々進め

ていただきたいと思います。以上です。 

議  長 他に… 

     ６目 積立金 

     ３款 民生費  １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費 
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１１番議員 新津孝徳君。 

１１番議員 続けてお願い致します。昨日の説明では１人辺り今度２万円になったと

いうことで多くの町民にいきわたるようなこと、またあのまだあると思

っていったら売り切れていたということがあったんじゃないかと思うわ

けですけれども、もしこれが２万円にして多くにいきわたるのはもちろ

んいいんですけれども、それがまだどんどん、いつまでが販売かわかり

ませんけれどもそうなった場合に最後で使いきれるかというような問題

は発生しませんか。 

町民課長 プレミアム商品券の関係でございますが、この１世帯当たり２万円とい

うことですが対象世帯が非課税世帯と３歳未満児を持つ世帯主というこ

とで限定されておりますので、この 1,100 世帯見込んである世帯が天に

なりますので、これ以内に収まるとこういういことでご理解をいただき

たいと思います。 

１１番議員 まぁ、色々な検討の中でそういうことになったと思いますので、またこ

れも１つのやり方としてよく検討していただきたい思います。以上です。 

議  長 他に… 

９ページ 

１目 社会福祉総務費続き 

３目 やすらぎ園運営費 

４款 衛生費 ２項 生活環境衛生費 

５款 農林水産費 １項 農業費 １目 農業委員会費 

２目 農地振興費 

９番 的埜美香子 君。 

９番議員 ９番です。お願いします。臨時職員の派遣業務委託ということで、昨日

も説明がありました。シルバー人材の方に手数料が 7％という説明だった

んですけどまぁ料金的にはそんなね高額ではないんですが、どうして直

接雇用ではなく、シルバーの方に委託したのかという理由をお聞かせく

ださい。 

総務課長 お答え申し上げます。今回が初めてのケースではなくてですね、以前も

シルバーから人を雇っていたことはございます。特に今回のケースにつ

きましてはご存じの通り小池今朝敏さんなんですけれども、誰か適任者

がいないかということで色々考えて、今朝敏さんにご相談申し上げたと

ころ、今朝敏さんもずっとシルバーの事務局をやっていたということも

ありますし、あとシルバーを通すことによって、税金的になんかね、ち

ょっといいというか、私それちょっとはっきり聞かなかったんけど、何
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かがあるということでそれでまぁシルバーの方へお願いをして雇ったと

いうことでございますのでご理解をいただきたいと思います。 

９番議員 今、はっきりはわからないって言われたんですけど、誰の税金に係って

くることなのか、で、シルバーに斡旋ということならば、今、小池今朝

敏さんという話でしたけど、誰でも良かったのか、その辺もう１度お願

いします。 

総務課長 誰でもいいということではなくて、行政経験のある今朝敏さんにご相談

をしたところ、ぜひシルバーを通してくれという風に言われましてそれ

につきましては私今はっきりしたことは申し上げられませんので、また

後程お答えさせていただきたいということでよろしくお願いします。 

議  長 他に… 

１０ページ 

 ４目 農地費 

２項 林業費 １目 林業振興費 

６款 商工費 ４目 松原湖高原観光交流センター運営費 

１１ページ 

 ４目 松原湖高原観光交流センター運営費続き 

７款 土木費 ２項 道路橋梁費 １目 道路維持費 

２目 道路改良舗装費 

１２ページ 

８款 消防費 １目 非常備消防費 

９款 教育費 １項 教育総務費 ２目 事務局費 

２目 小海小学校費 

その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

１１番 新津孝徳君。 

１１番議員 直接は関係ありませんけれども土木費補助金等の中で県の森林税の補助

を受けるというようなことで大変結構なことじゃないかと、私も森林税

を有効に使っていく、またあの県も沢山森林税が入っておりますので、

こういうことは大変結構だと思いますので今後とも研究をされてなるべ

くこういうことをやっていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

産業建設

課  長 

補助金等有効に利用し森林の保全等に努めていきたいという風に思いま

す。よろしくお願いします。 

議  長 他に…これで質疑を終わります。 
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日程第１５ 議案第３８号 

議  長 日程第１５、議案第３８号 

「令和元年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書でページごとに行な

います。質疑のある方は挙手をお願いします。 

議  長 【歳入】 

５ページ  ３款 県支出金 

       ６款 繰越金 

       ７款 諸収入 

【歳出】  

６ページ  ２款 保険給付費 １項 療養諸費 

       ２項 高額療養費 

６款 諸支出金 

７ページ  ７款 予備費 

議  長 その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

２番議員 ６ページの１目の収入見込額は 1,100 万ほど減少して、この原因という

のはどういう風に考えたらよろしいでしょうか。 

町民課長 この国民健康保険税の収入見込額でございますが、当初予算で見込んだ

ものは予算作成時点で歳入歳出の動向を見ながら見込んだ額、概算額と

いうことでございまして今回税率決定にあたりましての今回は３０年度

所得が確定したことによりまして見込額が確定して参りましたので結果

的に当初見込より減になったということでございます。以上です。 

議  長 他に…これで質疑を終わります。 

日程第１６ 議案第３９号 

議  長 

 

 

 

 

 

 

日程第１６、議案第３９号 

「令和元年度小海町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」

を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書で、ページごとに行

います。質疑のある方は挙手を願います。 

 

【歳入】 
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５ページ １款 保険料           

４款 支払基金交付金 

５款 県支出金 

８款 繰入金 

  ６ページ ９款 繰越金          

【歳出】  

７ページ １款 総務費       

        ５款 諸支出金 

        ６款 予備費 

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

１０番 井出薫君。 

10番議員 ちょっと教えて頂きたいんですけれど４ページの歳入歳出予算事項別明

細書の中で歳入で５に県支出金があるんですけれども歳出の中で国県支

出金が０になっているということはどういうことなのか教えて頂きたい

と思います。 

町民課長 県支出金の中身についてですが歳出的には一般財源の方に充てられる県

支出金ということでございましてそちらの方に含まれているといいこと

でございます。よろしくお願いします。 

議  長 よろしいですか。他に質疑のある方はございますか。 

これで質疑を終わります。 

日程第１７ 認定第１号 

議  長 日程第１７、認定第１号 

「平成３０年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに

行います。質疑のある方は挙手を願います。 

議  長 決算説明資料 １ページ…４ページ 

10番議員 ４ページは長振との関連の対比表という風な一覧表になっているんです

けれど、ここで伺いたいのは人件費の給与明細表的なものがこの資料の

中ではないわけでありまして私が伺いたいのは超過勤務手当というのが

町長のね就任の中で当時出すべきものは出すという方針の中で約２００

万円の増額をしたというような記憶があるんですが、その結果がどうな

ってそれに対してどういう方向性が出たかという点を伺いたいわけであ
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りますけれども昨日資料をよく見ましたら７ページに資料綴の７ページ

の人件費というところの中で時間外勤務手当プラス、プラスが１４２万

円という風な資料が出ているんですけれども、ここいら辺の説明と黒澤

町長になって改めた部分だという点からどのような成果といいますか、

変化といいますかそこいら辺を合わせて伺いたいと思います。 

総務課長 前には総額で４００万円の予算を確保してありまして、３０年度になり

ましてそこに２００万円足させていただきました。前には職員の超勤手

当の上限っていいますか１時間当たりの金額も単価もそうなんですが、

１時間 1,000 円という風に決めてずっとやってきておりまして、月ごと

の上限が１万円ということでやってきておりましたけれども増額をさせ

ていただいた中でやはり沢山やってる職員はかなりサービス残業的な部

分が多かったわけですから、上限を２万円にしてまだそれでも足りない

分については繰越をしてもいいという形で超勤手当の方を支給してござ

います。６００万円に増額、補正させて頂いたということで、それでも

切捨てになる職員が若干は出てくるんですけれども、ほぼほとんどの職

員に対してはまぁ時給 1,000 円ということですけれどもなんとかカバー

してやる気を出させるというかそういったことには効果があるんではな

いかという風に思っております。物件費の性質別の内訳の所で人件費の

１４２万円増えたというのはちょっとこの数字については私も細部確認

していなかったわけですけれども、とりあえず総額の予算の中ではある

程度支給が出来たということでございます。以上です。 

10番議員 あのー支給はできただよね、予算があったから。それでどうだったかと

いう点を伺っているわけですけれども、だから２が３になったとかね、

やる気が３から５になったとかいう次元の話ではないという点からすれ

ばお互いの認識の中での評価ということになってくるんですよね、です

から認識としてどう思っているかという点を伺っているわけでありまし

て１００点満点の回答云々というようなことの中身でないということを

承知で伺っているわけでありますけれども。 

町  長 私あの、毎日の朝礼それから日頃の対話の中で時間内に業務は果たして

くださいというのは基本であります。しかし業務の中にどうしても残業

しなければならない、それは私の業務の先送りは絶対にしないでくれと

いう、絶対ということは無理かもしれませんけれども口酸っぱくしてお

願いしております。そういう中で生じてるものがあろうかと思いますが、

職員のやる気は、士気は大変上がってきていると思います。 

10番議員 超過勤務の、今、超過の町長の評価を伺ったわけでありますけれども併

せて別の件でお願いしたいんですけれどもいいでしょうか。やはり町長、



48 
 

あのー就任の施政方針の中で職員研修というのを重視していきたいと町

長おっしゃられたわけですけれども具体的に…予算的にはねどこをみた

らそういうことがわかるかという部分と併せてどのような努力を具体的

にされたのかという点を伺いたいわけでありますけれども 

町  長 私就任しまして年間数回の研修をやってるわけですが内容的には素晴ら

しいものがあったかと思います。金額的なこと等々につきましては総務

課長の方からお答えします。 

総務課長 すいません。遅れました。決算説明資料の４８ページで報償費で研修等

講師謝礼ということでございます。昨年６回ほど講師を呼びまして研修

をさせていただきました。以上です。 

議  長 他に… 

続いて５ページ…１２ページ 

ここで１時まで休憩とします。        （ときに１１時５８分） 

議  長 それでは再開致します。           （ときに１３時００分） 

ここで篠原伸男君より発言を求められておりますのでこれを許します。 

篠原伸男君。 

７番議員 先程私、小海町一般会計補正予算第３号の８ページ総務費企画費の中で

使用料及び借上料の中で旧たぬきや借上料に関連致しまして町から松原

諏方神社に６５０万程の拠出がなされてると申し上げましたが私の錯誤

でありまして実際には観光協会まで含めたものを発言してしまいまし

た。実際には松原諏方神社の御柱には前は１５０万だったそうですが、

近年は２００万になったということでございますので２００万円という

ことで訂正させて頂きまして関係の皆様にお詫びさせていただきまして

訂正とさせていただきます。以上です。 

議  長 それでは平成３０年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定についてを続

けます。 

【歳入】 

１３ページ  １款 町税 １項 町民税 

 １４ページ  ２項 固定資産税 

 １５ページ  ３項 軽自動車税 

 １６ページ  ４項 市町村たばこ税 

        ５項 入湯税 

５番議員 入湯税の所でちょっと聞きたいんですけれど、ヤッホーの湯は５０円と

いうことで、他は１５０円ということになっていますがこの差はどうい

うことでしょう。 

総務課長 ５０円と１５０円の差ですけれども５０円は日帰りの税金で１５０円は
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宿泊による入湯税の税金でございます。 

議  長 他に… 

２款 地方譲与税 １項 地方揮発油譲与税 

 １７ページ  ２項 自動車重量譲与税 

        ３款 利子割交付金 

        ４款 配当割交付金 

 １８ページ  ５款 株式等譲渡所得割交付金 

        ６款 地方消費税交付金 

              ７款 ゴルフ場利用税交付金 

１９ページ  ８款 自動車取得税交付金 

９款 地方特例交付金 

１０款 地方交付税 

１０番議員 特交のことについて伺いたいんですけれど、３０年度が特別交付税が

18,164,000円という数字ですけれども実は信濃毎日新聞の 8月 23日付で

防犯カメラのことがニュースになっていたと、監視強化の議論不十分と

いうことで佐久市の柳田市長なんかも載ったりしながら報道されている

んですけれどもその中で国は 18年度通学路に防犯カメラを実施する自治

体に事業費の 1/2 を支援するということで、18 年度に対応となった自治

体の名前があるんですけれどもこの中に小海町の名前がないんですけれ

どもそこいら辺の取り組みをお願いします。 

総務課長 お答え申し上げます。この防犯カメラにつきましては当初財政係の方で

起債の対象にならないかということで県の方に問い合わせをしましたら

起債にはこういうメニューはないということで当初予算で地域振興基金

を 1,000 万円充てまして予算を組みました。それでこの防犯カメラに対

しての特交措置があるというのは 30 年の 12 月 7 日付で照会がございま

した。基礎数値についての照会がございましてこの時点で特定財源で対

応してるものについては対象にならないということでございまして基金

を充ててる場合はそれが特定財源になるもんですからこの時点で予算書

のコピーまで付けて 12 月 14 日までに回答しなければならないという通

達でしたので財政係の方でこれは対象にならないという判断をしまして

申請ができなかったということが一連の流れの中の事実でございます。

以上です。 

議  長 他に… 

２０ページ １１款  交通安全対策特別交付金 

１２款 分担金及び負担金 １項 分担金 

２項 負担金のうち １目 総務費負担金 
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 ２１ページ  ２目 民生費負担金 

        ３目 衛生費負担金 

        ４目 農林水産費負担金 

 ２２ページ  ５目 商工費負担金 

        ６目 教育費負担金 

 ２３ページ １３款 使用料及び手数料 １項 使用料のうち 

        １目 民生費使用料 

２４ページ  ２目 生活環境費使用料 

        ３目 農林水産費使用料 

２５ページ  ４目 商工費使用料 

   ５目 土木費使用料 

   ６目 教育費使用料 

２６ページ  ６目 教育費使用料の続き 

   ２項 手数料のうち １目 総務費手数料 

   ２目 生活環境費手数料 

２７ページ １４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 

     １目 民生費国庫負担金 

     ２目 災害復旧費国庫負担金 

２８ページ  ２項 国庫補助金のうち １目 総務費補助金 

2番議員 今の総務費補助金の中で空き家対策総合支援事業、この中身を少し教え

ていただきたいんですが。 

総務課長 これ支出の方でご説明した方が分かりやすいと思うんですが…よろしい

ですか。 

議  長 他に… 

２目 民生費補助金 

２９ページ  ３目 衛生費補助金 

４目 土木費補助金 

５目 教育費補助金 

３０ページ  ３項 国庫委託金のうち １目 総務費委託金 

２目 民生費委託金 

１５款 県支出金 １項 県負担金 １目 民生費負担金 

３１ページ  １目 民生費負担金の続き 

２項 県補助金のうち １目 総務費補助金 

３２ページ  ２目 民生費補助金 

３３ページ  ３目 衛生費補助金 

 ４目 農林水産費補助金 
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３４ページ  ５目 教育費補助金 

６目 土木費補助金 

７目 災害復旧費補助金 

３５ページ  ３項 県委託金のうち １目 総務費委託金 

     ２目 民生費委託金 

３６ページ １６款 財産収入 １項 財産運用収入のうち 

１目 財産貸付収入 

     ２目 利子及び配当金  

     ２項 財産売払収入        

３７ページ １７款 寄付金 １目 一般寄付金 

     ２目 ふるさと寄付金 

３８ページ １８款 繰入金 １項 特別会計繰入金 

     ２項 財産区繰入金      

３９ページ  ３項 基金繰入金 

１９款 繰越金          

４０ページ ２０款 諸収入 １項 預金利子 

２項 貸付金元利収入 

３項 受託事業収入 

４１ページ  ４項 雑入 

４２ページ  雑入の続き 

４３ページ ２１款 町債 １目 過疎対策事業債          

４４ページ  ２目 臨時財政対策債 

     ３目 緊急防災・減災事業債 

４５ページ  ４目 災害復旧事業債 

     ５目 学校教育施設等整備事業債 

６目 公共事業等債 

【歳出】 

４６ページ １款 議会費 

４７ページ    議会費の続き 

４８ページ ２款 総務費のうち１項 総務管理費 １目 一般管理費 

１０番 井出薫君。 

10番議員 総務管理費の中で先程の報償費ですか、研修等講師謝礼ということで６

回行われたという話がありましたけれども具体的にどのように行われ、

どのくらいの職員が参加されたのかというような資料がありましたら出

していただけたらありがたいなという風に思っているのが１点、それか

らあのー９の旅費でありますけれども 2,076,000 円ということで先程話
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しました資料の７ページをみますとこれはあの議会関係のも含めてのあ

れですけれどもその中で職員旅費はプラス 1,283,000 円という風な資料

が出ていますけれどもこうした職員旅費の内訳、それからもう 1 点、町

長交際費でありますけれども、町長新しく去年なられましてね、町長交

際費をかなり増やしたということでこの町長交際費の内訳、こういった

ものを提示していただけないかということですけれどもよろしくお願い

します。 

総務課長 それではちょっと時間を頂きましてできれば予算決算の委員会には間に

合わせたいと思いますのでよろしくお願いします。 

議  長 他に… 

４９ページ    一般管理費続き 

５０ページ ２目 財産管理費 

５１ページ    財産管理費続き 

５番 小池捨吉君。 

５番議員 この需用費の中で駅舎の電気料というのと委託料の中で駅舎の公衆便所

管理委託料というのはどのようの解釈をしたらいいでしょう。 

総務課長 駅舎につきましては駅の持ち分もありますけれども、駅の持ち分は駅の

事務所の部分だけでありまして、後残りは町の持ち分になっておりまし

てそちらに要する電気料については町負担と、それからアルルで作った

公衆トイレにつきましては色々な話し合いの中で、ほとんど町を訪れる

皆さんが使ってんじゃないかというような経過の中で、その管理委託料

については町が見るということになったようでございましてそういった

ことで掲示をしてございます。 

2番議員 今の委託費の中で公共施設等計画策定 970 万、これはもうレポートはあ

がっておるんでしょうか。 

総務課長 この 30年度に行った分については基礎調査のようなもので、報告書はご

ざいます。またご覧になりたいようであれば渉外戦略係の方に来ていた

だければお見せすることができます。それからすみません、ついでで、

先程の渡辺議員さんのご質問に答えてもよろしいでしょうか。52 ページ

になります、工事請負費の中で中学校管理棟の解体、それから跡地の駐

車場の整備とございますけれどこちらの方に先程の補助金があたってお

ります。以上です。 

議  長 よろしいですか、他に…。 

５３ページ ３目 広報費 

５４ページ ４目 企画費 

５５ページ    企画費続き 
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５６ページ ５目 地域振興費 

５７ページ    地域振興費続き 

９番 的埜美香子君。 

９番議員 ９番、お願いします。集落支援事業の関係で５７ページの本村の所に炊

き出しっていうふうにあるんですがこれは何の炊き出しでしょうか。お

願いします。 

総務課長 本村で、寒い時期だったと思うんですが、火事があってその時の炊き出

しです。 

９番議員 火事の炊き出しに集落支援事業っていうことは OKなんですか。というの

は炊き出しに集落支援事業っていうのは OKなんですか。っていうか社協

の方ででるような…私は認識してたんですけど、どうでしょうか。 

総務課長 一応要綱には２万円を限度にいいとうことにしてありますのでその範囲

で出ていると思います。 

やすらぎ

園所長 

ただ今の本村の炊き出しの件でございますが、今９番議員おっしゃる通

りで、今回の２件につきましては奉仕団の皆さんが活動していると、但

しその経費につきましては区がすべて、炊き出しの費用については負担

されたということで総務課長の答弁の通り集落再生支援事業の方で対応

したということでございます。以上でございます。 

２番議員 その前の５５ページにお願いしたいんですけれど、インターンシップ事

業で２名が小海町に移住したと書いてありまして、どういう方なのかプ

ライバシーを尊重しながら可能な範囲でお聞かせ願いたいというのと、

それから佐久穂では何名くらいが成果としてあがったのか、もし可能で

あれば教えて下さい。 

総務課長 この２名の方につきましては、有機農業を志している方でございます。

佐久穂の方はちょっとすみません私、存じてませんので。 

議  長 他に… 

 ５８ページまで。 

５９ページ ６目 積立金 

６０ページ ２項 徴税費 １目 税務総務費 

６１ページ ２目 賦課徴収費 

６２ページ ３項 戸籍住民登録費 

６３ページ    戸籍住民登録費続き 

６４ページ ４項 選挙費 １目 選挙管理委員会費 

６５ページ ２目 長野県知事選挙費 

６６ページ ３目 長野県議会議員一般選挙費          

６７ページ ５項 統計調査費       
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６８ページ ６項 監査費         

６９ページ ３款 民生費のうち １項 社会福祉費  

１目 社会福祉総務費 

７０ページ    社会福祉総務費続き 

７１ページ ２目 老人福祉費 

７２ページ ３目 やすらぎ園運営費 

７３ページ ４目 心身障害者福祉費 

７４ページ    心身障害者福祉費続き 

７５ページ ５目 あゆみ園運営費 

７６ページ    あゆみ園運営費続き 

７７ページ ２項 児童福祉費 １目 保育所費 

９番 的埜美香子君。 

９番議員 需用費の中の園児の給食材料ということでお聞きしたいんですが、パン

の日っていうのがあったと思うんですが、学校では以前、高原のパンや

さんからとってて、それを大手の会社から冷凍パンを入れるようになっ

たかと思うんですけど保育所の方はどうなっているんですか、お願いし

ます。 

子育て 

支援課長 

給食のパンにつきましては、高原のパンやさんに納品をお願いしていま

す。以上です。 

９番議員 以前、パンの原材料ですか小麦粉が輸入をね、学校給食に輸入の小麦を

使ってるっていうのを以前やったことあるんですけど、高原のパンやさ

んでもやっぱり給食用には、給食用で送られてくる輸入の小麦を使って

るっていう話をお聞きしました。その辺の原材料ですね輸入小麦を使っ

てるってかどうかっていうことはご存じかどうかお願いします。 

子育て 

支援課長 

今ご指摘の点につきましてはしっかり確認をしてございませんので、ま

た確認をした中で何かの機会にお答えしたいと思います。以上です。 

９番議員 って言いますのは輸入小麦のパンからグリオサートを主成分とする除草

剤が検出されてるっていう問題がありましてそれがやっぱり子供たちの

健康被害になってるんじゃないかっていうことで、学校給食のパンも含

めてですけれど輸入小麦から国産小麦に変えるという動きも出てきてる

ようなのでその辺も含めまして調べて頂きたいと思います。お願いしま

す。 

子育て 

支援課長 

栄養士も配属されておりますので、調整した中でお答えしたいと思いま

す。以上です。 

議  長 他に… 

７８ページ 続き 
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７９ページ ２目 児童措置費 

８０ページ ３目 児童館運営費 

８１ページ ４目 結婚推進・子育て支援費 

８２ページ    結婚推進・子育て支援費続き 

８３ページ ４款 衛生費のうち １項 保健衛生費  

１目 保健衛生総務費 

８４ページ ２目 予防費 

９番 的埜美香子君。 

９番議員 ８４ページの需用費ですけれど、元気づくり支援金の事業でコスチュー

ムの制作ということだったんですけど、どういった場所で何回くらい使

われたか説明をお願いします。 

町民課長 これ KOUMI マンというものになりますけれども正確な回数はまたお知ら

せしますが、社協の関係の二輪草ですとか、保育所の関係、それから他

町村で行われておりますこうしたヒーローが集まる催しとかもあるんで

すけれどもかなりの頻度で出かけて好評を博しております。詳しい回数

等についてはまたお知らせしたいと思います。 

議  長 他に… 

  ８５ページ 同じく続き 

 ８６ページ    同じく予防費続き 

 ８７ページ ２項 生活環境衛生費 １目 生活環境衛生総務費 

 ８８ページ ２目 塵芥処理費 

 ８９ページ ３目 し尿下水処理費 

 ９０ページ ４目 住宅管理費 

 ９１ページ ５目 町営バス運行管理費 

 ９２ページ    町営バス運行管理費続き 

９３ページ ５款 農林水産費のうち １項 農業費  

１目 農業委員会費 

９４ページ ２目 農業振興費 

９５ページ    農業振興費続き 

９６ページ ３目 畜産振興費 

９７ページ ４目 農地費 

９８ページ ５目 山村振興事業費 

  ９９ページ    山村振興事業費続き 

１００ページ ２項 林業費 1目 林業振興費 

１０１ページ    林業振興費続き 

１０２ページ ２目 県有林受託事業費 



56 
 

１０３ページ ３目 林道費 

１０４ページ ６款 商工費のうち １目 商工業振興費 

１０５ページ ２目 観光費 

１０６ページ    観光費続き 

１０７ページ    同じく観光費続き 

１０８ページ ３目 国際交流センター運営費 

１０９ページ ４目 松原湖高原観光交流センター運営費 

１１０ページ    続き 

１１１ページ ７款 土木費 1項 土木管理費 

１１２ページ ２項 道路橋梁費 １目 道路維持費 

１１３ページ    道路維持修繕費 工事内訳 

１１４ページ    続き 

１１５ページ    続き 

１１６ページ ２目 道路改良舗装費 

１１７ページ    道路改良舗装費 工事内訳 

１１８ページ    道路改良舗装費補助 

１１９ページ    道路改良舗装費明許 

１２０ページ ３項 都市計画費 

１２１ページ ８款  消防費のうち 1目 非常備消防費 

１２２ページ ２目 常備消防費 

１２３ページ ９款 教育費のうち １項 教育総務費  

1目 教育委員会費 

１２４ページ ２目 事務局費 

１２５ページ    事務局費続き 

１２６ページ ２項 小海小学校費 1目 学校管理費 

１２７ページ    学校管理費続き 

１２８ページ    同じく学校管理費続き 

 ２目 教育振興費 

１２９ページ    教育振興費続き 

１３０ページ ３項 社会教育費 １目 社会教育総務費 

１３１ページ    社会教育総務費続き 

２番 渡辺均君。 

２番議員 図書館の利用実態についてですけれども移動図書の実績っていうか、利

用率っていうようなものはどっか出ておるんでしょうか。 

教育次長 お疲れ様です。すみません、説明資料の中にはちょっと記載がないわけ

ですけれど内容につきましては月に第 1 火曜日、第 3 火曜日に出ており
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ましてそれで月に 2回ですね、その合計がだいたい 20人くらい、冊数で

だいたい 70冊くらい、まぁ月によってそれから地区によりまして差はあ

りますけれども概ねそのような状況でございます。 

議  長 他に… 

１３２ページ ２目 公民館費 

１３３ページ    続き 

１３４ページ ３目 総合センター運営費 

１３５ページ ４目 美術館運営費 

１３６ページ    美術館運営費続き 

１３７ページ ５目 音楽堂運営費 

１３８ページ ４項 保健体育費 １目 保健体育総務費 

１３９ページ    保健体育総務費続き 

１４０ページ ２目 小海小学校給食費 

９番 的埜美香子君。 

９番議員 先程保育所で聞いた質問と同じ質問になりますが給食のパンには輸入小

麦が使われているかお願いします。 

教育長 お答えをいたします。小学校の方の給食のパンですけれども、以前は高

原のパンやさんのほうからとってたわけなんですが、今は学校給食会と

いうところでやっております、その辺のところまだ確認してございませ

んので確認次第ご報告いたします。よろしくお願いします。 

議  長 他に… 

１４１ページ ３目 スケートセンター運営費 

２番 渡辺均君。 

２番議員 スケートセンターの運営につきましては前段の方で利用者が非常に減っ

ているということで１つ懸念しているんですがそれに反してまたこの維

持管理費の方が嵩んでいるということで特に重油代の値上がり率が非常

に高くなっております。これの値上がりの原因というかまぁガソリン代

が総じて高くなったのかもしれませんが私の計算では３割以上高くなっ

てるんですけれども理由をお聞かせください。 

教育次長 お答えいたします。昨年度の年末にかけてですけれども燃料の価格が単

価があがったということでありまして補正をさせていただいた経過があ

ります。それで価格については年間の動向でこの時期が一番高くなって

しまった、また今本年度についてもやや落ち着いている状況ですけれど

もこの当時が一番高かったということが原因でそんな経過を昨年の決算

でもさせていただいてます。人数についてということなんですけれども

資料にもあります通り、収入の…使用料収入のところにグラフで２６ペ
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ージに使用料収入、スケートセンターの部分が出てます。入場者が３０

年度においては右肩下がりということで結構下がってしまいました。こ

れにつきましては大きなものとして佐久長聖高校、高校生の拠点が松原

のスケートセンターから軽井沢の方へ移ってしまった、これが一番大き

な原因です。そのほかにも様々あるわけですけれど、こんな実績になっ

てしまったとして今後についても確かに少子化を考えれば利用者数は減

っていってしまうんでしょうけれども今まだまだスケートをやっている

クラブもありますし、地域もあるということで修繕も計画的に行ってい

るという現状でございます。以上です。 

２番議員 私は以前、審議会の方で教育長にお聞きしましたら業者さんにもある程

度泣いていただいてるというような返事を中島教育長からも聞いており

まして業者を泣かせるようなことはよくない、しかしながら経費は可能

な限り削減しなければいけないと、且つ地域文化の代表的なスケート、

これを維持するセンターは維持もしなければいけないと、こういう以下

のジレンマとトレリンマの渦中でこの事業をどのように維持管理してい

くかウィンウィンの関係を作り出せるのか、そこについては充分長期振

興計画などに反映していただきたいと思っていますがいかがでしょう

か。 

教育長 お答えをいたします。確かに今修繕にお金がかかると特に平成７年ころか

ら始まっているスケートリンクでして冷凍機という機械そのものがもう 1

台だけ替えた段階で、その当時からずっと使っておるということでござい

ます。で、先程重油代も値上りもありましたけれども、去年のケースの場

合はオープンするまでが気温が高くてなかなか凍らず、で、エンジンだけ

は回します、それでも凍らずにオープンの日にちをずらした経過があった

りしますし、こういった機械ですから年数立ちますとやはり冷却する能力

そのものも、重油をどんなに突っ込んでも思うほどでないというのが出て

くることがございます。監査委員さんの意見にもありましたように維持修

繕を計画的にということです。長期振興計画の中には一応冷凍機を重油式

の物から電気式の物に替える形で行っていきたいという考え方がございま

す。ただ業者の方から見積を取りましたら 6 台で 2 億６千というとてもお

おきい数字でありました。ですから、ちょっと具体的には今後、中でも詰

めていきますけれど例えば何年度かに渡ってというような方針も具体的に

これだけちょっと凍りづらい状況が出てきますと考えていかなかなければ

ならないかなぁという風には考えているところでございます。そういった

状況にある中で議員さんもおっしゃられましたけれども地域のスケートで

あるというところがはっきり言ってネックになっていまして簡単にはやめ
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られないという実情もありますんで今後よく詰めてまいりたいと考えてい

ます。 

議  長 他に… 

１４２ページ １０款 災害復旧費 １項 公共土木施設災害復旧費 

１４３ページ ２項 農林施設災害復旧費 

１４４ページ １１款 公債費 １目 元金 

１４５ページ ２目 利子 

１４６ページ １２款  予備費  

 決算書に移ります。 

４２ページ 実質収支に関する調書    

４３ページ 財産に関する調書のうち １、公有財産 

４４ページ  

４５ページ 

４６ページ 

４７ページ 

４８ページ 

４９ページ 

５０ページ 

５１ページ ２、物品      

３、基金         

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

２番 渡辺均君。 

２番議員 今、ページ見失っているんですけれど町営バスの負担が重くなっており

ます。これも私以前に質問して回答をもらってないような気がしている

んですけれどもタクシー券の利用者とバス利用者、ここが重なっていて

タクシー券の利便性が高まるにつれてバス利用が減っているんじゃない

かという、その関数がどんなになっているのかもし分かれば教えていた

だければと思うんですが。 

町民課長 町営バスその他の公共交通につきましては今年から審議会を立ち上げま

して審議を始めているところでございます。ご指摘の通り朝夕のスクー

ルバスについては利用は落ち着いておりますけれども昼間の利用につき

ましてはかなり落ち込んでおりましてそれに反してタクシー券の利用に

ついては年々皆さんの方に浸透してきまして利用は右肩上がりに伸びて

おります。で、実際タクシーを使った方が本当にドアツードアで使える

ということは事実でございましてそのことによって町営バスの利用が減

っているということは統計上は数字では出てきませんけれども当然そう
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いういケースは重々あろうかと思っております。そうした部分も含めま

して交通政策審議会の方で町営バスの昼間の運行とそれから今後のタク

シー利用についてもう少しタクシー利用の方を重くするかとかそういっ

た議論を重ねていきましてまた検討を続けて参りたいと思っておりま

す。以上でございます。 

３番議員 すいませんけども、先程聞こうと思って忘れっちゃったんですけれども、

説明資料の１４ページなんですけれども固定資産の不能欠損額が

856,800 円ってあるんですけどそのうちの時効が２件ほど見受けられま

して合計すると４４万いくらかな、なんですけれども時効中断とかそう

いう手段はとれなかったのかなんか理由があればお聞かせいただきたい

と思います。 

総務課長 すいません、ちょっとその件につきましては把握ができておりませんの

でまたちょっと委員会の時にでもお答えさせていただきたいと思います

が、よろしくお願いします。 

３番議員 もう１つちょっとお伺いしたいんですけれど監査委員さんの意見書の中

で１１ページなんですけれど、総括でその他の中で決算書の款項別集計

表内に歳入の予算現額と収入済額の比較においてマイナスが見受けられ

るということが出てるんですけれどこれについて監査委員さんの決算の

意見として出したものでありますので町側として何か検討した事実があ

ればお聞かせいただきたいと思います。 

総務課長 この件につきましては決算の時に決算書を注意深く確認していれば見逃

さなくても済んだんですけれども、電算のシステムがこれを表示しない

形になっておりまして、担当者の方でそれを見落としてしまってそうい

った調定額より収入額の方が少ないといった事態が生じてしまったとい

うことでございまして、電算の方にも今後そういったものを決算書の方

に表示するような形がとれないかということで、今現在間違いがないよ

うにそういうい措置がとれないかということで話をしてあるところでご

ざいます。今回のご指摘いただいたことで来年以降は充分にそういった

部分については気を付けていきたいという風に思っております。以上で

す。 

９番議員 ２２ページの教育費負担金の学校給食費なんですが滞納者は出ていない

かどうかお願いします。 

教育長 滞納は生じてはおりません。月々遅れというのはたまに出てきますが、

年度内に処理をしてきれいになっているという状況であります。よろし

くお願いいたします。 

９番議員 はい、ありがとうございます。もう 1 点なんですけれども６４ページの
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選挙の関係なんですけど下の実績効果ということで適正な選挙運勢投票

率の向上等に取り組んでいますとありますが、目の見えない方への通知

と投票方法がどのようになっているのかお願いします。 

総務課長 通知についてはちょっと私もそこまで存じてなくてまた調べてご報告し

ます。投票方法は点字でできるようになっていまして小海町の対象者は

確か 1 人だったと思います。で、土村の投票区ですか…だと思いますの

でそれはそういう形で対処しております。 

5番議員 歳出でもって４９ページのとことで車載カメラの設置、町営バスという

ことでありますけれどこれは町営バスすべてにやったですか、それとも

何台かということでやったですか。 

総務課長 これにつきましては町営バスすべてにつけさせていただきました。それ

からついでですが、今新しく購入している車にはすべてついております。

以上です。 

11番議員 １１番です。５２ページと５３ページでお願いします。５２ページの工

事請負費ですけれども、小海中学校の旧管理棟解体工事それから跡地の

整備工事、それからその下の駐車場整備工事と 3点ありまして、この 5,200

万程の大金がかかっております。この中でですね解体工事はもちろん分

かりますけれども私ども素人が見ておりますと全部解体したところは整

地までして帰るということになるとこの跡地の整備工事それからまたそ

の後の駐車場の整備工事っていうところでこの真ん中が変なように考え

ればこの真ん中がなくてもいいように私は考えるんですがこの辺の仕事

の内容を教えてもらいたいと思います。 

総務課長 解体工事によって整地をする部分は建物が建っていた部分でございま

す。そこはちゃんと解体が終わった後は整地して工事は引き取りました。

その後ですね、あそこの駐車場全体の傾斜補正を行いまして一定勾配に

して雨水が排水できるような形にしました。それと出入口のところを補

正したり、それまでの間旧小海家具さんの方からは出入りができないよ

うになっていたわけですけれど、利用者の利便性を考えましてそこも若

干勾配を修正しまして出入りが容易にできるようにしたということでご

ざいます。職員の駐車場整備というのにつきましてはこれは場所がビッ

クベンさんの北側の方に新たに職員の駐車場を土地を買って整備をした

ものがございます。そこに係った費用でございます。以上です。 

１１番議員 わかりました。その件については結構です。５３ページでお願いします。

需用費の中の防災行政無線の関係でお聞きいたします。私が前質問した

時にもうあと１か所で屋外支局は終わりだという返事があったと思うん

ですけれど、これで今回終わりという風に捉えてよろしいでしょうか。 
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総務課長 はい、その予定でございます。 

１１番議員 それからですね、あと宅内の個別受信機の件ですけれどもこれが１５件

行ったと書いてあります。その上にあります工事費が１１０万程ありま

すけれども、これ前お聞きしましたところ１件１０万くらいかかるとい

うお話を聞いていたんですけれどもこれ１５件で割りますと１件約

73,000 円ということでしかもこの防災行政無線取付等となっていますか

らまだ他にもかかっていると思いますがその辺はいかかでしょうか。 

総務課長 えーとですね、すいません。ちょっとこの件につきましては私も内容把

握できておりません。申し訳ございませんがまた調べなおしてご報告い

たします。 

１０番議員 財産に関する調書でありますけれども説明資料では１２ページにあり、

あと決算書にそれぞれ載っているわけでありますけれども、今年は土地

が３件という話でありますけれども、私が伺いたいのは大きく土地を買

ったというところでは新田小海原線の工事用地として 1,161 万、坪数で

今ちょっとわかりませんけどもかなりの土地を購入して工事用地として

使ったということでありますけれどもこういった工事用地の取り扱いは

財産ということにならないのかという点と併せて工事が 31年度で行われ

たいうことでありますから残地がどのくらいあるのかという話は今わか

るかどうかですけれども、いずれにしろこうした工事用地、こういった

もんの扱い、財産としての扱い、それからあーいう工事結果になったと、

町の財産としてはどういう形で残っていくのかという点、それから残地

はどうなるのかという点、お伺いしたいと思いますけれども。 

総務課長 財産として今までも道路改良等によって取得した財産についてはこうい

った財産のところには載ってこなかったと思います。宅地ですとかそう

いった形で取得したものについては載せてきたんではないかと。それか

ら工事の残地につきましてはまだ正確に測量をしてないようですのでま

たそれについては産業建設課の方で調べましてご報告を致します。 

10番議員 これからの話で申し訳ないですけれども 100％使われたということでな

いように思いますので残地が出るということでありますけれどもそうい

った残地に対する事務上の取り扱いはどうなっていくのかだけ伺ってお

きたいと思います。 

総務課長 過去も道路改良によって例えば一筆、要するに地主さんとの交渉の中で

潰れ地だけではなくて例えば一筆購入してほしいというようなことで購

入した土地はあるんですけれども、取り扱いとして普通財産というよう

な形で計上はしてこなかったというのが現状だと思います。今後どうし

たらいいかということも今問題提起されましたので検討させていただき
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まして考えたいと思います。 

議  長 他に全体を通してよろしいですか。これで質疑を終わります。ここで午

後２時２０分まで休憩とします。 

                       （ときに 14時 05分） 

議  長 再開します。                 （ときに 14時 20分） 

ここで総務課長より発言を求められておりますのでこれを許します。井

上総務課長。 

総務課長 すいません。先程の新津孝徳議員さんからのご質問の中で答えられなか

った部分ですが、防災無線の個別受信機の取り付け等とございますが、

これにつきましては取り付けてはあるんですけれども中々受信状態が安

定しなくてというご家庭がこの年には５２軒ございまして、都合１７回

の出張で５２軒を見て頂いたと、そのほかにもう１回、等とありますの

が普段委託しているところでは直らなくて最初にやった業者の方に来て

いただいたということで総額でそれだけかかったということでございま

す。 

単価っていうのは１件いくらという形ではなくて１回目の出張で１件目

が 38,800 円で 2 件目以降が 10,800 円、簡単なものについては 5,400 円

というような単価になってまして、とにかく最初に来るのは１件でも

38,800 円取られますので、なるべくその溜めとくというか何件かになっ

たところでお願いするんですけでども、そうかといって聞こえないのを

いつまでもほったらかしにしておくわけにはいきませんので２件くらい

で呼んだこともございますので色々だということでご理解を頂きたいと

思います。 

日程第１８ 認定第２号 

議  長 それでは次に移ります。 

日程第１８、認定第２号 

「平成 30年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに

行います。質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】 

１ページ １款 国民健康保険税  

１目 一般被保険者国民健康保険税   

   ２ページ ２目 退職被保険者等国民健康保険税 
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   ３ページ ２款 使用料及び手数料  

４ページ ３款 県支出金  

５ページ ４款 財産収入       

６ページ ５款 繰入金  

７ページ 繰入金続き 

８ページ ６款 繰越金   

９ページ ７款 諸収入 １目 一般被保険者第三者納付金 

 １０ページ ３目 雑入  

 

【歳出】  

１１ページ １款 総務費 1項 総務管理費 

１２ページ ３項 趣旨普及費 

１３ページ ２款 保険給付費 １項 療養諸費  

１目 一般被保険者療養給付費 

１４ページ ２目 退職被保険者等療養給付費   

１５ページ ３目 一般被保険者療養費 

１６ページ ４目 退職被保険者等療養費 

１７ページ ５目 審査支払手数料 

１８ページ ２項 高額療養費 １目 一般被保険者高

額療養費 

１９ページ ２目 退職被保険者等高額療養費 

２０ページ ３項 出産育児諸費 

２１ページ ４項 葬祭諸費 

２２ページ ３款 国民健康保険事業納付金  

１項 医療給付費分 

      １目 一般被保険者医療給付費分 

２３ページ ２目 退職被保険者医療給付費分 

２４ページ ２項 後期高齢者支援金等分  

１目 一般被保険者後期高齢者支援金等分 

２５ページ ２目 退職被保険者後期高齢者支援金等分 

２６ページ ３項 介護納付金   

２７ページ ４款 保健事業費 １項 特定健康診査等

事業費分 

２８ページ ２項 保険事業費 

２９ページ ５款 基金積立金  

３０ページ ６款 諸支出金 
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３１ページ １１款  予備費   

 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書   １０ページ 

財産に関する調書     １１ページ 

議  長 その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

    （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第１９ 認定第３号 

議  長 日程第１９、認定第３号 

「平成３０年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

これから質疑を行います。 

歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに行います。質疑のある方は

挙手を願います。 

【歳入】 

１ページ １款 保険料   

２款 使用料及び手数料 1項 手数料 

２ページ ２項 使用料 

３ページ ３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 

２項 国庫補助金 １目 調整交付金 

４ページ ２目 地域支援事業交付金 日常生活支援総合事業 

     ３目 地域支援事業交付金 日常生活支援総合事業以外 

      ４目 介護保険事業費補助金 

５ページ ４款 支払基金交付金 １目 介護給付費交付金 

     ２目 地域支援事業交付金 

６ページ ５款 県支出金  １項 県負担金 

 ７ページ ２項 県補助金のうち  

１目 地域支援事業交付金 日常生活支援総合事業 

      ２目 地域支援事業交付金 日常生活支援総合事業以外 

８ページ ６款 サービス収入  

７款 財産収入   

９ページ ８款 繰入金 １項 一般会計繰入金  

１目 介護給付費繰入金 
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２目 その他一般会計繰入金 

１０ページ ３目 地域支援事業繰入金 日常生活支援総合事業 

４目 地域支援事業繰入金 日常生活支援総合事業以外 

１１ページ ５目 低所得者保険料軽減繰入金 

      ２項 基金繰入金 １目 介護保険支払準備基金繰入金 

１２ページ ９款 繰越金 

     １０款 諸収入   

３番 井出幸実君。 

３番議員 すいませんがちょっと教えて頂きたいんですけれども介護保険還付加算

金等で相続放棄分ってあるんですけれどもちょっと初めて聞いて内容が

わかりませんけれど教えていただければと思います。 

町民課長 これはあのー、ケースとしましてはお亡くなりになって介護保険料の過

払いがあったケースで、まぁお返しするということですけれどもお返し

する世帯の方で事情によりまして亡くなられたかとの財産を全面的に相

続放棄したというケースで収入についても支出についても相続の放棄が

されますのでこちらの還付金につきましてもお支払いができないといっ

たケースで数年に１回くらいは起こっているかと思っております。以上

です。 

議  長 他に… 

【歳出】  

１３ページ １款 総務費 

１４ページ ２款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 

１目 居宅介護サービス給付費 

１５ページ  ３目 地域密着型介護サービス給付費 

１６ページ ４目 施設介護サービス給付費 

１７ページ ６目 居宅介護福祉用具購入費 

７目 居宅介護住宅改修費 

１８ページ ８目 居宅介護サービス計画給付費 

１９ページ ２項 介護予防サービス給付費 

 １目 介護予防サービス給付費 

２０ページ ２目 介護予防福祉用具購入費 

３目 介護予防住宅改修費 

２１ページ ４目 介護予防サービス計画給付費 

２２ページ ３項 その他諸費 

２３ページ ４項 高額介護サービス費 

２４ページ ５項 高額医療合算介護サービス等費 
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２５ページ ６項 特定入所者介護サービス等費 

２６ページ ３款 地域支援事業費 １項 日常生活支援総合事業費 

１目 介護予防・生活支援サービス事業費 

２７ページ ２目 介護予防ケアマネジメント事業費 

 ２８ページ ２項 一般介護予防事業費  

２９ページ ３項 包括的支援事業任意事業費  

１目 包括的支援事業費 

３０ページ ２目 任意事業費 

３１ページ    任意事業費続き 

       ４項 その他諸費 

３２ページ ４款 基金積立金 

３３ページ ５款 諸支出金 

６款 予備費  

 

決算書に移ります。 

 

実質収支に関する調書   １５ページ 

財産に関する調書     １６ページ 

議  長 その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

    （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。     

日程第２０ 認定第４号 

議  長 日程第２０、認定第４号 

「平成３０年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。 

歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに行います。質疑のある方は

挙手を願います。 

【歳入】 

１ページ １款 後期高齢者医療保険料 

２款 使用料及び手数料    

２ページ ３款 繰入金 １目 事務費繰入金 

      ２目 保険基盤安定繰入金 
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３ページ ４款 繰越金 

     ５款 諸収入 

【歳出】  

４ページ １款 総務費   

５ページ ２款 後期高齢者医療広域連合納付金 

６ページ ３款 諸支出金 

７ページ ４款 予備費 

 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書       ７ページ 

議  長 その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

３番議員 すいませんがちょっとなんとなく違和感を感じますので質問しますけれ

ども３ページなんですが、３ページの一番下なんです保険料の還付金で

これいつか補正か何かで落としたじゃないかと思うだけれども予算額が

ゼロになってまして収入額が５００円、まぁ予算的には普通に考えれば

1,000 円乗っけといて５００円入るという風にするべきもんだとに思っ

ていたんですけれども予算額がゼロのところに収入を入れるっていうの

はなんか違和感を覚えるんですけれどその辺の見解をお願いしたいと思

います。 

町民課長 これはちょっと担当と一緒に悩んだところなんですけれども 1,000 円と

いれてしまうと歳入欠陥になってしまうんじゃないかということで、そ

ういうのを避けるという意味でまぁ予算額ゼロという風にやらしてもら

ったということなんですが歳入欠陥をさけるという判断で予算額ゼロと

いうことにしております。以上でございます。 

３番議員 私思うには歳入欠陥、1,000円で１円入ってでも歳入欠陥とその場合には

言わないと思うんですよ、予算額っていうのは 1,000 円単位で以下のも

のについては収入については 1,000円を超えたもの、1,000円未満のもの

についてはその分はある程度認めてるということだから、歳入欠陥には

ならないという風に解釈をするんですが逆を返せば収入というものは

1,000円とみても 1,500円いれてもいいようなもんで、1,500円入るのを

1,000円とみてもいいようの法律、自治法ではいいようになっていますけ

れども何もないところに０円のところに 500 円入れるっていうようなこ

とは歳入欠陥という言葉ではないというようにい思います。私はそのよ

うに思いますけれどもいずれ答弁はいいですのでその辺は検討、私もし

ますけれども検討してみていただきたいと思います。 

議  長 他に…これで質疑を終ります。 
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日程第２１ 認定第５号 

議  長   日程第２１、認定第５号 

「平成３０年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定について」を議

題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算書、及び付属書類で、ペー

ジごとに行います。質疑のある方は挙手を願います。 

【決算書】 

（１）収益的収入及び支出   １ページ 

（２）資本的収入及び支出   ２ページ 

   損益計算書       ３ページ 

   剰余金計算書      ４ページ上段 

   剰余金処分計算書    ４ページ下段 

貸借対照表       ５ページ 

 

【決算附属書類】 

 １ 概況          ６ページ 

 ２ 工事          ７ページから８ページ 

 ３ 業務          ９ページ上段 

 ４ 会計          ９ページ下段 

 

平成３０年度小海町水道事業キャッシュフロー計算書 １０ページ 

       

平成３０年度小海町水道事業会計収益費用明細書 

  収益の部         １１ページ、１２ページ 

  費用の部         １３ページ、１４ページ、１５ページ  

 

平成３０年度小海町水道事業会計資本的収入支出明細書 

  資本的収入         １６ページ 

資本的支出         １７ページ 

  収益的支出         １８ページ 

未収金内訳         １９ページ 

未払金内訳         ２０ページ 上段 

貯蔵品           ２０ページ 下段 

  固定資産明細書       ２１ページ 
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  企業債償還額一覧表     ２２ページ 

  水道料金及び使用水量年度別推移     ２３ページ 

  ２９年度と３０年度の水道料金月別比較 ２４ページ 

議  長 その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。 

○【質疑終了】 

議  長 以上を持ちまして、議案、認定、陳情に対する質疑を終結いたします。 

○【常任委員会付託】 

議  長 本日議題としてまいりました承認第６号と議案第２６号から第３９号、

認定第１号から第５号、陳情第１０号は、会議規則第３９条の規定によ

り、お配りした議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 「異議なし」と認め、議案付託表のとおり付託いたしますのでよろしく

ご審議の程をお願いいたします。 

10番 井出薫君。 

10番議員 あのすいません、1件お願いがありましてぜひ発言の許可をお願いしたい

と思いますけれどもよろしいでしょうか。 

議  長 どうぞ。 

10番議員 実はあのー、今日信毎で C130輸送機、米軍の輸送機が低空飛行した問題

で一面で報道させております。それであのー今回はこの輸送機に対する

陳情書も本議会に出されていますけれども私はぜひあのこういったこと

に関係なくひとつぜひお願いがあるのは、横田から出ています C130輸送

機が横田から出てわが小海町の松原湖上空を旋回をして横田へ帰るとそ

ういう飛行ルート訓練ルートになっているという資料が私の手元に届き

ました。そこであのー私がお願いしたいのは私がもらった資料で皆さん

に納得してもらうということでなくてぜひ行政の方で私たちの頭の上で

常日頃こうした輸送機が飛んでいるルートになっているということがあ

りますので行政の方でぜひ調べていただいて資料として賛成反対は別と

して、その資料として皆さんに出していただけないかというお願いであ

りますのでよろしく取り計らいの程お願いいたします。 

議  長 ただ今 10番井出薫君の資料のお願いでございますが町側の答弁をお願い
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いたします。井上総務課長。 

総務課長 ただ今の件につきましては調べる先も我々ちょっとよくわからないよう

な状況でもございますので、またその辺アドバイスを頂きながらできる

ことはやっていきたいという風に思いますのでよろしくお願いします。 

議  長 いいですか、総務委員会に付託してございますけれど総務委員会の日ま

でに出していただきたいとでどうですか、総務課長よろしいですか。 

総務課長 はい。 

○ 散   会 

議  長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。一般質問は９月９日、月

曜日午前 10時から行います。これにて本日は、散会といたします。 

ご苦労様でした。               (ときに 14時 54分) 

 



 72 

令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ７ 日」 

    ＊ 開会年月日時  令和元年９月９日 午前１０時００分 
    ＊ 閉会年月日時  令和元年９月９日 午後１６時５４分 

    ＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

              会 議 の 経 過 

 

 ○ 開    会 

 

議  長 おはようございます。 

昨日から今朝にかけて、台風15号が関東地方を襲いました。首都圏を中心に

大きな被害が出ているようでありますが、被害に遭われた皆様にお見舞いを

申し上げます。 

当小海町においては倒木の被害があったようでありますけれども、後ほど総

務課長のほうから報告をしていただきますが、そのほかは余り大きな被害は

発生していないようであります。これから実りの秋を迎える中で、大きな台

風などが上陸しないように願うところであります。 

本日は、令和元年第3回定例会、一般質問であります。8人の方が質問をされ

ますが、議員の皆さんにとりまして一般質問は町民の思いを伝える場である

とともに、自身にとりまして政策論議の場であります。建設的な議論を展開

し、実のある一般質問であるように期待をいたします。 

定刻になりました。ただいまの出席議員数は12人全員であります。定足数に

達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

              ○ 議事日程の報告 

 

議  長 本日の議事日程は、お手元に配付をしたとおりであります。 

本日、答弁のため出席を求めた者は、町長、副町長、教育長、会計管理者、

各課長、教育次長、所長であります。 

ここで総務課長より発言を求められておりますので、これを許します。 

総務課長 皆さん、おはようございます。お疲れさまでございます。 

先ほど議長のほうからもありましたが、昨日の台風15号における災害の関係
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で、1件だけご報告をさせていただきます。 

松原のスケートセンター入り口付近で倒木がありまして、それによって電柱

が倒れて、載っかっていたトランスが壊れて、トランスから約16リッターの

オイルが漏れ出したと。トランスはよくＰＣＢが入っているというふうに言

われるんですが、このトランスに関してはＰＣＢが入ってないものだという

ことで、それは中電のほうで確認ができているそうです。今現在、そのこぼ

れたオイルの回収作業をやっているということで、町のほうからも生活環境

の係長が1名行って対処しておりますけれども、場合によっては中電のほう

からプレス発表もする可能性がありますので、皆さん知らなかったというこ

とではいけませんので、1件だけご報告ということで。あと、停電について

は、こちらへ連絡があったのは7時20分ごろらしいんですけれども、その時

点で30戸停電しているというふうに連絡があったそうですが、いまだ停電が

復旧したという連絡はまだ入っていませんので、引き続き停電しているもの

と思われます。以上でございます。 

議  長 皆さん、暑いようでしたら上着を脱いでいただいて結構であります。 

 

              日程第１ 「一般質問」 

 

議  長 日程第1、本日は、会議規則第61条の規定により一般質問を行います。 

あらかじめ申し上げておきますが、会議規則第55条を準用する同第63条の規

定により一般質問を行いますので、ご協力をお願いいたします。 

それでは、順次質問を許しますが、お手元に配付をいたしました議事日程表

でいきますと、4番の井上一郎議員から始まるわけでございますが、5番の小

池捨吉議員の質問を初めに行いたいと思います。所用により都合ありまし

て、順番をかえさせていただきたいと思います。5番の小池捨吉議員をやっ

て、以降は繰り下げということでお願いをいたします。 

第５番 小池 捨吉 議員 

議  長 それでは初めに、第5番 小池捨吉議員の質問を許します。小池捨吉君。 

５番議員 最初に、順番変更させていただきまして、ありがとうございました。私もち

ょっと腰を痛めまして、きょう、質問立ったままということで、座ったり立

ったりがちょっとあれですもんで、立ったままやらせていただきますが、ひ

とつよろしくお願いします。 
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それでは、5番 小池捨吉です。通告に従いまして質問いたします。 

最初に、地域子育て支援についてですが、昨今、新聞等では、2020年度の税

制改正要望が出そろいまして、子育て支援についてはシングルマザー、未婚

ひとり親への配慮のほか、10月からは幼児教育・保育無償化、それからこれ

が3歳から5歳のまたベビーシッター代が補助されるというような状況であ

ります。また、2歳児までは、費用も税額控除を考えているという政府のよ

うなことであります。そこでですね、そのほかに、新聞等では、アベノミク

スによりまして所得格差に歯どめがかかったということでありますけれど

も、その一方、非正規の労働者や母子家庭では依然低収入が続いております。

収入の格差が大きくなったとも報じられています。当小海町の町税収益の推

移を見ましても、ずっと4年も5年も毎年、町税収益は下降しております。町

税収入が上がらないということは、町民の所得も減少しているというふうに

理解します。このような中で、母子家庭等で入学時に学用品をそろえるに生

活費を切り詰める家庭があるという話を聞いております。最初に、こういう

のを切り詰めるという、家庭の生活を切り詰めるということは食事代であ

り、子供の成長に大きく影響します。これらに早目に手を差し伸べて、早期

解消してやるのが行政の力だと思います。そこで、私の提案ですが、小学校

入学時のカバンなんですけれども、小学校の校章入りの、マーク入りのカバ

ンを入学祝いとして、一括町で購入しまして支給してはどうだという提案な

んですが、この辺、町長、教育長はどのように考えるか、ちょっとお聞かせ

願いたいと思います。 

町  長 おはようございます。ただいまのご質問、意見ですが、小学校の入学時に校

章入りのランドセルを支給したらという質問だと思います。全員がそろった

校章入りのランドセルを使うというのも、1つの案だと思います。そして、

大変な負担に、昨今は大変高いものですから、そういうものを補助するとい

うことは1つの案ではありますが、小海町では通学時の服装は統一しており

ません。自由な服装で通学しております。近隣の町村を見ましても、通学時

の服装やランドセルを統一している町村はないのが実態でございます。あっ

たようですが、廃止したというのも聞いております。最近はさまざまのラン

ドセルがあり、そのランドセルを背負い学校へ行くのを楽しみにしている子

供たちも大勢います。また、議員もそうだと思いますけれども、祖父母の皆

さんが孫の入学を祝って買ってあげるのが楽しみというなどの話も聞いて

おり、ランドセルを統一したほうがいいとか、町が支給すべき等のご意見が

多数寄せられるようでしたら検討の余地があるかと考えておりますが、現在
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ではそういった意見を聞きませんので、引き続き小・中学校入学時に行って

いる子育てクーポン等の支給事業を継続してまいる所存でございます。 

５番議員 教育長もそのような見解ですか。 

教 育 長 ただいま町長が答えましたけれども、世の中の流れというものが、規制から

自由というものになっているように承知しております。町として、子育て支

援としてランドセルを統一してといったときに、半分規制をかけていくイメ

ージになりかねないというふうに自分は判断しておるところですので、町長

が答弁しましたように、町ではそういった統一した校章入りのランドセルと

いうもの、現状考えてはおらないところでございます。以上です。 

５番議員 町長も教育長も今のような話だということですけれども、何というか、カバ

ンもですね、大体デパートとかああいったとこへ行ってみますと、3万円か

ら10万円ぐらいの間で、大体平均は6万円ぐらいで買っているようなことだ

というふうには聞いております。ただし、今言った母子家庭とか、あと父子

家庭については、親戚とかそういうものにも頼れない人もいるということ

で、負担が非常に大きいということは聞いております。それで今、町長も教

育長もその話が出ましたけれども、保育園児にとってみますと、大体毎年25

人から30人前後ということでありまして、5万円ぐらいのカバンをぜひ支給

してもらっても、150万円程度の予算でいいじゃないかというふうに考えま

すもんで、その辺はよろしくお願いしたいと。それと、将来、子供同士のト

ラブルもなくて、カバンもマーク入りだと、小学校へ入学したときに自分た

ちの意識が、ああこういうふうに何というか、一括してやってくれたんだな

ということで、思い出に残ると思いますもんで、ぜひ今、町長も言いました

けれども、お願いしたいと。これもですね、令和になった機会に、ぜひ来年

度予算に組み入れていただきたいと思います。再度、その辺は町長、それか

ら予算担当者にお願いしていきたいと思っております。今、町長からも話し

ありましたが、町では児童福祉費の中で、子育てのクーポン券事業というこ

とで2万円支給していると思いますけれども、ぜひそのカバンのほうも検討

していただきたいと思います。このほうはよろしくお願いします。 

次に、防犯カメラについてちょっとお伺いしたいと思います。防犯カメラに

ついては、29年度決算でもって調査費37万8,000円つきましたと、それで30

年度の予算のときに、通学路の安全と犯罪抑止の目的ということで防犯カメ

ラ設置しますよということで、何というか、これ1,000万ですか、カメラ設

置費1,000万、10カ所の予定ということでした。それから、防犯カメラの通

信回線使用料ということで76万5,000円計上しまして、同じく維持費という
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ことで6万円計上しました。それでもって、ずっと特に何もなくていまして、

31年度予算でもって防犯カメラ通信回線料133万5,000円、それから防犯カメ

ラの保守管理費78万5,000円を計上して、工事しますというようなことで、

特段その中間では、以来報告とかそういうことなかった。ところが、今回30

年度の決算を見て、初めて公表ということだと思いますけれども、防犯カメ

ラの設置工事でもって999万9,990円、予算に対して10円余ったと。それから、

10カ所予定が16カ所で20台設置したということで、場所によっては1カ所方

向を変えてつけたもんで20台設置で、全所当初10カ所が16カ所になったと、

これはいいとしましてですね。30年度の予算範囲で設置できたということ

で、よかったと思いますけれども、今までの進捗状況、余り公表しなかった

んですが、何か理由はあったですかね。 

町  長 防犯カメラにつきましては、昨今の社会情勢等々を鑑みまして、我が町にお

きましても生徒の通学、そして町民の安全を図るために大変重要な部分だと

なっておりますけれども、やはりこれを急務に進めるということで、そうい

った対策を講じてきたわけです。公表しなかったということは、ちょっと私

のほうではわかりませんけれども、それに対する意図的なものはなかった

と、公表しない意図的なものはないということでお答えを申し上げます。 

細部についてはあれですか、もう少し何かあれば担当課のほうで説明するよ

うにいたしますけれども。 

５番議員 それは、質問していく中でまたあれします。 

それでは、30年度の防犯カメラの決算の中で、カメラの通信回線使用料とい

うことで、これは2カ月間でもって21万5,568円使用料がありました。それか

ら、カメラの電気料ということで、2カ月でもって4万5,677円ということで

あります。これをですね、今後31年度のところでもってただ換算すると、年

間に129万3,408円ということで、これがカメラの通信回線の使用料、それか

ら電気料のほうが27万4,062円になりますということで、これはね、ちょっ

と通信回線の使用料と電気料ということで、年間これだけ使うのはちょっと

高いじゃないかと思って、この内訳はどのようになっているか、お聞きした

いですが。 

総務課長 すいません。ちょっとその件につきましては、ちょっと通告なかったですの

で、調べてございません。もしあれでしたら、また委員会の折にでもご報告

をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

教 育 長 それでは、お答えいたします。令和元年度予算要求したのは教育委員会にな

っておりますのでお答えするわけですけれども、まず工事そのもの1,000万
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円弱、999万9,990円というお金で、当初は半年程度でできるんだろうという

ようなことで、議会の中で聞かれたときにもお答えしたんですけれども、最

終的にＮＴＴ回線、光回線の施設引くのがＮＴＴ側とうちらの工事を請け負

った長野県パトロールの間でうまくいかなかった経過があって、光ケーブル

の施設がおくれて、稼働がちょっと時期が延びてしまって、それが2月から

稼働になったということです。2月から稼働になったから、30年度予算は電

気料等は二月分ということでございます。それに対しまして、令和元年度の

予算ですと、当然維持管理のための電気料、それから通信回線料というもの

はそれ相応の金額がかかっておる中で、この金額についてはあらかじめ想定

していたものです。どういう記録方式かというと、24時間カメラが動きっ放

しで、そのデータを、これであすの全協の最初ですか、視察いただきますけ

れども、役場へ全てその20台のカメラのデータがずうっと送り続けられてい

るということです。その送り続けられている容量によって使用料というもの

が決まってくるものですから、20台のカメラで全くすき間なく録画し続け

て、そのデータを役場へ送って、役場のほうではおおよそ1カ月でそのデー

タが更新されていくという流れの中では、必要なものになっているところで

ございます。ですから、電気料としても12カ月分でおおよそ40万ほどですし、

防犯カメラの通信回線料というところでも、やはり100万程度のお金はかか

ってしまうというのが実情で、安全を確保するにはそれくらいはやむを得な

いのかなというふうに思っているところでございます。以上です。 

５番議員 今ね、教育長のほうから説明をお聞きしましたけれども、いずれにしろ、そ

うすると24時間、20台がリアルタイムで役場に送られているということであ

るということで、わかりました。いずれにしろ、どこで、いつも同じですけ

れども、安全というのはお金が非常にかかるということは理解します。 

それでは、メンテナンスについてちょっと聞きたいですけれども、防犯カメ

ラの保守管理ということで、これは委託ということでありますが、会社はど

のような会社でしょうか。 

総務課長 保守管理につきましては、長野県パトロール株式会社に委託をしてございま

す。以上です。 

５番議員 それでは、防犯カメラの保守管理ということで、今、教育長から話がありま

したが、防犯カメラの専用でやっているということでありますが、保守のほ

うでもって、例えば信号とかそういうのもみんなそうなんですが、特にカメ

ラになると、ほこりがたまったりいろいろする、そういう保守管理というの

はどの程度考えているでしょうか。 
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総務課長 一応契約の中で、年1回カメラの清掃をやるというところまでは保守管理の

委託契約に入っております。 

５番議員 今ね、総務課長のほうから年1回ということですが、私、ちょっとほかのほ

うでやっていた経緯ありまして、国道とかそういうところで、レンズ拭くの

を年1回ではちょっと厳しいじゃないかと考えております。契約が年1回とい

うことでありますもんで、町でまた画像の状況とかそれがわかれば、かえて

いけるではないかというふうに考えております。 

それで、3番目のところで防犯カメラの作動状況ということで、これは役場

内でチェックできるかということで、中身はね。例えば、防犯カメラがうま

く作動しなかった場合は、画像はその都度見ることはあんまりできないと思

いますもんで、ブザーが鳴るとか、ランプが点滅するとかという装置はつい

ているでしょうか。 

総務課長 防犯カメラの保守については、全て委託をしておりまして、こちらでも当然

サーバー室へ行けば見れるんですけれども、長野県パトロールで24時間体制

で、うちのカメラが動いているか、動いてないかを監視しておりますので、

そういった、ここでブザーが鳴るとか、その必要性は特にございません。 

５番議員 そうすると、長野県パトロールでもって、遠隔操作で向こうの事務所で管理

しているという解釈でよろしいでしょうか。 

総務課長 はい、そのとおりでございます。 

５番議員 それでは、あと、画像蓄積カンについて伺いますけれども、蓄積カンの保存

能力、何百時間あるとか、そういうのがわかるとか、それから動画の保存期

間は何年というか、そういうことはどういうふうに考えておるでしょうか。 

総務課長 現在のカメラ台数20台なんですが、この台数でいきますと4週間、画像が蓄

積されているそうです。ですから、これ以上ふえた場合には、蓄積の日数が

減ってくるということだそうでございます。 

５番議員 そうすると、4週間ということは、前のは逐次消えていっちゃうということ

でいいですね。はい、わかりました。 

それで、今後の増設計画についてですけれども、ことしの3月、予算説明時

に、防犯カメラを通学路周辺以外に設置予定について検討したいというよう

な考えだということですが、これは町長の考えでありますが、これはどのよ

うに解釈したらいいでしょう。 

町  長 増設をしていただきたいというお声も聞きますので、令和5年度に設置箇所

を調査し、6年度に10カ所予定をしております。1台の設置費はおおむね50

万程度ということになっています。予定はしております。 
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５番議員 そうすると、長期振興計画の中で入れていきたいということであります。は

い、わかりました。 

この防犯カメラについて、事故とか犯罪等があった場合、ビデオで確認とい

うことでありますが、保守管理が不十分で映像が保存されていなかったとい

うような場合は、今、総務課長から、業者が遠隔操作で向こうで常にチェッ

クしているということを聞きましたもんでね、契約の中に入っているという

ことでありますもんで、いいかと思います。それで、防犯カメラの通信回線

使用料、それから保守管理料は、契約は中身がちょっと違うと思いますもん

で、ちょっとその辺のね、回線使用料の契約と、それから保守管理の契約、

保守管理は今、長野パトロールということでありますが、通信回線の契約は、

これはＮＴＴということでしょうか、そういう解釈でよろしいですか。 

それで、31年度予算では、防犯カメラの通信料、回線使用料ということで133

万5,000円、電気料、保守管理料ということで78万5,000円ということで、教

育長からあったわけですが、ほかにはかかるようなお金はないということで

理解してよろしいでしょうか。 

教 育 長 お答えをいたします。防犯カメラを動かす電気、それから防犯カメラで撮影、

録画したものを送る通信回線料、それと今おっしゃられた長野県パトロール

の保守管理ということでございまして、おおよそ、まず電気料については、

1カ所当たりおおむね2,000円程度であろうというもくろみ、それからカメラ

の通信回線料、光ケーブルで運ぶということですから、普通のインターネッ

ト系統のイメージでいただいていいんですが、それがその箇所数分、おおむ

ね1カ所五、六千円かかる。それで、さらには保守管理ということで、月6

万円程度で1年間、消費税、途中で10％になったりする関係で計算はしてあ

りますけれども、その3種類の経費が維持管理のためにはかかるというご理

解でよろしいかと思います。 

５番議員 今、教育長のほうから、31年度の計上してある予算で間に合いそうだという

ことでありますけれども、いずれにしろ、また消費税もかかるということで、

少々は上がるではないかと思われます。防犯カメラの設置でですね、犯罪や

事故が減少することを非常に望むわけですが、これとともに、防犯カメラの

解析等の活用に誤りがないようにまたお願いします。それとですね、いずれ

にしろ、余り防犯カメラが活躍があるようではちょっと困りますもんで、あ

んまりカメラの活躍がないことを願いまして、私の質問を終わらせていただ

きます。 

議  長  以上で第5番 小池捨吉議員の質問を終わります。 
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第４番 井上 一郎 議員 

議  長 次に、第4番 井上一郎議員の質問を許します。井上一郎君。 

４番議員 4番 井上一郎です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

まず、町消防団の事業についてお伺いいたします。消防団の皆さんにおいて

は、いろいろな災害から町民の生命、財産等を守るために活動していただい

ております。また、火災等の有事の際には、仕事中でも、また、どんな夜中

においても現場に駆けつけ、自分の身の危険をも省みず消火活動に当たりま

す。また、夜の火災においては、鎮火後の後始末のため、その活動は朝まで

に及ぶこともあります。このように、町民の安全を守るためには、消防団は

絶対になくてはならない団体であります。しかしながら、近年では、団員の

減少問題が取り沙汰されております。また、各地区ごとにあった分団の数も

減っております。そこで、近年の団員数の変動について伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

町民課長 おはようございます。お疲れさまでございます。 

消防団員数の変動につきましては、平成11年度から平成31年度までの20年間

で比較をしてみますと、まず、分団の数が11年度には8分団あったものが31

年度では5分団となっております。団員数につきましては、平成11年度では

278名でありましたが、平成31年度では172名となり、この20年間で106名減

少しております。以上でございます。 

４番議員 はい、わかりました。そういった場合に、10年間で100名という数字はかな

りの数ではないかと思います。そこで、それではこれから団員の減少につい

て、どのような対策をするのかも教えていただければありがたいです。よろ

しくお願いします。 

町民課長 先ほどの質問に答弁させていただきましたように、団員の数は年々減少して

おりまして、団員の確保というものが大きな課題となっております。団員の

確保としまして、各分団に対して、新入団員の勧誘等を幹部会等においても

お願いをしているところでございます。各分団ごとにそれぞれ該当者のおら

れる戸別にお伺いして、入団のお願いをしているという状況でございます。

また、今まで小海町では、消防団員の任用任期の中で、定年の年齢の引き上

げ、それから女性の団員の勧誘など、団員数の確保に努めてまいりましたが、

現状としてはなかなか厳しいというのが現状でございます。以上でございま

す。 
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４番議員 はい、ありがとうございます。消防団というのは、私も過去にやったんだけ

れども、大変ということは承知しております。そのほかに、消防団にとって

大変でもあり、また、伝統文化ともいうべきか、ポンプ操法とラッパ吹奏大

会があります。町の大会で優勝すれば郡大会、またさらに県大会まで進みま

す。各分団もその優勝を目指し、練習に励みます。しかしながら、時期が問

題です。特に、野菜農家の皆さんにおいては、4月から5月のまきつけの時期、

また、植えつけの時期でございます。また、6月から8月、これはまた野菜の

出荷の最盛期ともなりますが、そのような状況下にもかかわらず、町の代表

を目指して頑張っていただいております。まことに頭の下がる思いでありま

す。そこで、県内のある町では、団員の負担等の軽減をするために、ポンプ

操法、ラッパ吹奏大会の開催を中止したという新聞報道がありました。町で

は、このようなことをどのようにお考えですか、ちょっとお伺いします。 

町  長 お答えします。消防団につきましては、大変ご足労願っているということは

事実でございまして、さらにポンプ操法大会につきましても、大変な時間を

割いていただいているという実際のところはございますが、消防団ほど、40

ちょっと過ぎから二十歳ぐらいまでの皆さんが一堂に集って、そしてコミュ

ニケーションをとるという場もほかには見当たらないという事実がござい

まして、このことについては大変いいことだと思います。それから、町の中

のことをよく知っていただくという部分についても、すばらしい組織だと私

は解釈しております。そして、ポンプ操法大会ですが、ただいまの現状を申

しますと、郡の大会、県の大会へ行きましても、今、川上村が非常によく練

習をし、そして上位を独占しております。川上村は我が町以上に農業が盛ん

というか、多くの農家がありまして、選手に聞きましたところ、ほとんどそ

この跡取りだということでやっておりますが、川上村の村議会議員の皆さん

もおいでになって言っていましたが、よく頑張っていると、「我々はそれを

後押ししなきゃいけない」という言葉を聞きまして、私も確かにそうだと思

います。したがって、私はこんないい組織はない、そして大会も必要であり

ますので、今後も消防団長を中心に、相談はいたしますけれども、私として

は続けていただきたいという考えを持っております。 

４番議員 確かに、私も先ほど言いましたようにやったんですけれども、たしか規律を

守ったり、上下の関係、非常に消防に入って、私も個人的ですけれども、大

分学ばせられたことも多々あります。それで、私も今言ったように、消防の

幹部をやらせていただいたんですけれども、年の初めの出初式を初めとする

春の任命式、夏の総合訓練、また分団長会議等々、非常に出動数はかなりだ
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ったように記憶しております。そこで、現在の、これははっきりした数字は、

特別に出ることもあるのでわからないとは思いますけれども、おおよその年

間の幹部の出動、あるいはまた団員の出動数がわかりましたらちょっと教え

ていただければと思います。 

町民課長 それでは、お答えを申し上げます。消防団の一般団員及び幹部の基本的な年

間の活動日数でございますが、一般の団員で約60日、幹部になりますと約70

日となってございます。この日数につきましては、火災や捜索活動といった

日数は含まれておりません。それらがありますと、当然ながら出動の回数は

ふえることになります。団員の報酬につきましては、条例の中で定められて

おりまして、年間1人当たりですと、団長で20万4,000円、副団長で13万円、

分団長7万5,000円、班長3万6,000円、一般団員1万6,500円となっておりまし

て、30年度の決算額を申し上げますと、総額で439万円ほどになっておりま

す。また、災害や警戒等に出動した際の出動手当につきましては、各種活動

ごとの金額が設定されておりまして、出動回数1回につき火災活動は2,800

円、捜索活動は2,400円などで、30年度決算では総額で600万円となっており

ます。以上でございます。 

４番議員 ちょっとこう見ても、年間の出動回数80回、幹部ですね、80回、これは最低

で、ほかに出ることもあるということは、100回近いんじゃなかろうかとも

思います。一般団員も同じごとく60回、60日間、それにしては手当が本当に、

ある意味では安いかなと思うんですけれども、これは町のね、自分たちの身

を守るためのあれですから仕方がないかなと思います。そこで、町長にお聞

きしたいこととお願いしたいことがあるんで、かつて町長は町の団長を歴任

されました。したがって、消防のことについては全てを熟知されていると思

いますが、そこでこれからの消防団、また消防人に対してどのようにやって

いくか、先ほど同じようなこともお聞きしたんですけれども、最後に町長の

心意気をひとつお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

町  長 井上議員のお言葉は、私は激励と受け取っております。私も消防団長として

活動させていただきましたけれども、その統率をとるということでは非常に

いろんなことを学ばせていただきました。地域の状況、家庭の状況等々、さ

まざまな中で1つの活動をしていくということは大変意義のあるものだと私

は当時も思っていますし、今もそう思っております。先ほどお答えしたとお

り、やはり40ちょっと過ぎの人間から10代までが一堂に集って、1つの目標

に向かうという行動は、地域の中では唯一ではないかという自負もございま

す。したがって、町もできることは、できる限りのことをして、その皆さん
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が成長していただきたいという部分と、予防消防という観点でいきますと、

日ごろよりその皆さん、あるいは地域住民がまとまって、予防の消防をする

ということが一番の安全策ではないかというふうに私も勉強をさせていた

だきました。そういった中で、消防団と町の関係を速やかに構築していくの

には、やはり分団長会議等を通しまして、団員の皆様の意見の拝聴というも

のが非常に必要であり、そして私も先輩ぶるわけではないですが、こういう

いいことがあったというようなことは伝統として伝えていきたいと思って

おります。なお、消防団は地域にとって必要不可欠なものだと認識しており

ますので、今後も消防団につきましては、町としてもできる限りの支援をし

ていきたいというふうに考えております。 

４番議員 大変心強いお答えをいただきました。町民からは絶大な信頼を得ている消防

団に対して、これからもぜひとも優遇措置をお願いし、次の質問に移らせて

いただきます。 

今月の9月16日は敬老の日です。昭和の戦後、我が国をここまで復興、また、

成長させてきたのも、既に亡くなられた方々も含め、現在の長老の方々の血

のにじむような思いと努力があったからこそと言っても過言ではありませ

ん。その高齢者の皆さんが1年でも、いや、1日でも長生きしていただきたく、

誰もが思うところです。そこで、調べてみますと、2018年の日本人の平均寿

命は、女性が87.32歳、男性が81.25歳で、世界的に見ても、女性は4年連続

で世界第2位であり、男性は前年に引き続き3年連続世界3位とのことです。

その世界2位、3位の日本人の中において、我が長野県はこれまた日本の中に

おいて、男女とも長寿では上位を占めておるところでございます。これは大

変喜ばしいことですが、これとは別に、介護を受けたり、寝たきりにならず

生活できる、いわゆる健康長寿の点で見ますと、少しランクが下がります。

そこで、我が町として、この健康長寿に対してどのような取り組みをしてい

るのか、お聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

町民課長 それでは、町民の健康管理ということでお答えをしたいと思います。小海町

におきましては、町民の皆さんが健康で生活していくための取り組みといた

しまして、各種検診や健康教室を実施しております。検診につきましては、

集団のがん検診、一定年齢時における個別のがん検診、来月になりますが、

10月の総合セット健診、そして3月の個別健診、また、歯周病の検診事業な

どにも近年力を入れて取り組み、年間を通して検診や教室を実施しておると

ころでございます。教室につきましては、健康運動指導士による健康体操教

室や、各地区で行っている「出張！すこやか保健室」などがございます。ま
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た、地区ごとに保健推進委員が任命されておりまして、検診の申し込み、チ

ラシの配布や回収といった保健事業に携わっていただいており、町全体で健

康管理に取り組んでおります。さらに、昨年度から県の元気づくり支援金事

業を活用しまして、町の一つの健康課題であります高血圧の対策に向けた事

業も展開しておるところでございます。以上でございます。 

４番議員 今、課長よりご案内がありましたけれども、町としては健康管理にはかなり

積極的にやっていることは、私も承知しているところでございます。それで、

これからも、ぜひとも積極的に、ドック等は検診を受ける方を推し進めてい

ただきたいと思います。そこで、当然それに係る診療費、ドック等の診療費

の補助体制はどのようになっているかも、あわせてお聞かせ願えればと思い

ますが、よろしくお願いします。 

町民課長 それでは、検診やドック等の補助につきましてでございます。各種の検診に

つきましては、無料または1,000円ほどの自己負担をいただきまして受診す

ることができ、ほとんどの検診の費用を町で補助しております。ドックにつ

きましては、今年度からになりますが、社会保険加入の方を対象に上限で1

万5,000円、それから国保及び後期高齢者医療加入の方につきましては、前

からですけれども、上限3万円の補助をドックに対してしております。今年

度の受診者の状況を見ますと、9月現在のところ、社会保険で13名、国保で

29名、後期高齢者で19名の方へ補助しておりまして、これから農閑期を迎え

ますと、また人数が倍増してくるというふうに見込んでございます。以上で

ございます。 

４番議員 今、ドックについての補助金が3万円とか、後期高齢者についてですか、こ

れ。そういうことで、ぜひともですね、これからも1人でも多くの方にドッ

クや検診をしていただくように、また地区の推進委員さんを中心に進めてい

ただければと思います。これからも、老人の皆さんはもとより、町民の皆さ

ん全ての人たちが健康管理に努め、みんなが健康で明るく楽しい町、住みよ

い町が続くことを願いまして、私の質問とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

議  長 以上で第4番 井上一郎議員の質問を終わります。 

ここで11時10分まで休憩といたします。 

                      （ときに10時54分） 

第７番 篠原 伸男 議員 
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議  長 再開いたします。                （ときに11時10分） 

次に、第7番 篠原伸男議員の質問を許します。篠原伸男君。 

７番議員 7番 篠原伸男です。人生はいよいよ100年の時代になってきたと言われてお

りますが、しかし、高齢者夫婦が生活していくには公的年金のほかに2,000

万が必要と、金融庁の報告書が話題になっておりますし、また、つい最近で

は、65歳で年金を受給すると、30年後には20％目減りし、今20歳の方が今と

同じ水準の年金を受給するには、68歳9カ月まで働く必要があるとの財政検

証結果が公表されました。私たちの多くは100歳まで生きることはないだろ

うが、少子高齢社会の将来に対する不透明感、不安感はますますふえていく

のではないでしょうか。 

では、通告に従いまして、小海町の国民健康保険について一般質問をさせて

いただきます。私は、国民健康保険についても、今申し上げました年金同様、

将来はどうなるのかと、大変不安を感じておるところでございます。昨年度

より、国民健康保険は県が運営主体になりました。2018年度は49億円の黒字

だが、国への返還が24億円で、剰余金がまだ流動的だと、その剰余金をもと

に2020年度の納付金減額について、市町村と話し合いをするようですが、県

が運営主体になり、今までの国民健康保険の運営と比べていかがでしょう

か、町民課長にお尋ねいたします。 

町民課長 お疲れさまでございます。平成30年度から国保の財政責任主体が県へと移り

まして、国保加入者が医療を受けた際の保険給付費が、県から交付金として

全額町へと交付されます。町では、国保税を賦課徴収して、県に対して納付

金として納める形となってございます。県からは、町の保険給付分が全額交

付されるため、高額な医療の給付によって赤字が発生してしまうといったこ

とはなくなりましたが、一方で、町で国保税を徴収し、県へ納付金を納める

という必要がございます。令和6年度には激変緩和措置がなくなる見込みで

ございまして、納付金は今年度以降の金額は大きくなっていくものと予想さ

れております。そのため、医療の給付に出ていくお金の心配がなくなった一

方で、税率を算定し、納付金を支払うに足る国保税を徴収するために、納付

金が大きくなるため税率も上げざるを得なくなるというときが来ると考え

ております。また、令和2年度からは、税率を県内で統一するためのロード

マップが示され、令和9年度ごろを目安に統一税率に近づけていくこととさ

れております。統一税率に近づけるとなりますと、当町の場合は応益割の税

率が上がると考えられますので、繰越金等も含めて、今から対策を考えてい

く必要がございます。繰り返しになりますけれども、県に運営責任主体が移
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ったことにより、医療の給付による赤字の心配はなくなった一方で、納付金

や統一税率など国保税の賦課徴収が重要な課題になってきているというふ

うに理解しております。以上でございます。 

７番議員 組織が大きくなった分、安心なことが出てくる反面、またそれぞれの自治体

の個性といいますか、そういったものがだんだん薄れてきて、統一された制

度に変わっていくということに対して、今までの小海町のあり方からいって

も、大変不安な面もあるわけですけれども、でも、これはそれらに応じたよ

うな形を町としても取り組んでいく必要があるのではないかなというよう

に考えているところでございます。町は、昨年6月定例会に国民健康保険税

の一部を改正する条例を上程し、18歳以下の被保険者が3人以上いる世帯は3

番目以降の均等割を減免するとしましたが、県の指導でこの条例を訂正しま

した。そして、9月に小海町国民健康保険多子世帯支援事業交付要綱を議会

に説明し、施行されるようになりました。この均等割の減免については、議

会の一般質問等でも議論されておりまして、町長も6月の議会では、今後、

研究を十分させていただく旨の答弁をしております。18歳以下の方の均等割

について、研究にどのように取り組んできているかをお尋ねいたします。 

町民課長 おっしゃられましたとおり、多子世帯につきましては、平成30年度は国保会

計のほうから支出をさせていただいております。今年度以降につきまして

は、町の国保だけでなくて、建設国保の方、医師国保の方ということで、制

度を一般会計に移してやっていくという方向で進んでおりますけれども、実

際的な内容につきましては、これから内容をしっかり詰めてまいりまして、

支払いになるのは年度末に近いことになりますので、今後、内容につきまし

て精査をしていくという状況でございます。よろしくお願いいたします。 

７番議員 小海町は、県の指導で18歳以下の均等割減免を取りやめました経過がありま

したが、今度、逆に要綱をつくりまして、国保という、国民健康保険という

名のついたものには全てその範囲を広げてやっていくというような、前向き

に取り組んでいられる姿勢も感じられるわけですけれども、宮城県宮古市

は、子供の均等割について、今年度4月1日から全て減免を実施しております。

小海町の場合には、県の指導で3番目以降についてもできなくなったわけで

すけれども、現に宮古市ではこういう減免を積極的にとっており、そして申

請の手続も不要です。町長は、研究をするとの発言をしておりましたので、

このような子育て支援の充実を実施している自治体の調査研究はなされて

おりますでしょうか。小海町は、18歳以下の均等割分はおよそ190万ほどと

伺っておりますが、私は、これらはふるさと納税を充当すれば、町民税等の
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一般財源に影響がないと思います。小海町のふるさと納税は、「美しく豊か

な自然環境の保全・魅力的な環境作り」「地域の伝統スポーツ支援」「子育て

の町づくり」、そして「プティリッツァにおまかせ」で使途を提示しており

ます。プティリッツァというのが、行政上どのようなものに位置づけられて

いるかは知りませんけれども、昨年度の決算を見ますと、おまかせで147件、

子育てで99件の寄附があります。この明細については、まだ今度の予算、決

算でもお聞きしようと思っておりますが、どのぐらいの金額で、どういうと

ころに使われたかがはっきりしておりませんけれども、この「プティリッツ

ァにおまかせ」ではなく、私ははっきりと町長にお任せとＰＲすべきだと思

います。今はそれを議論するところではありませんので、これ以上は触れま

せんが、町長の姿勢、意気込みを、寄附していただく方に明快にしたほうが

よいのではないかと私は考えるものであります。子育てのまちづくりも使い

道に挙げております。均等割減免を実施しても町民の皆さんも違和感はない

と思います。町民全体からの町民税から出すのではなく、ふるさとを応援し

ていただけるふるさと納税ということですから、私は18歳以下の均等割につ

いては減免しても、町民の皆さんからは何ら違和感がなく実施できるのでは

ないかと思います。黒澤町長の即断力と卓越した実行力で、ぜひ18歳以下の

均等割減免を実現し、子育ての充実を図ることを強く要望いたしますが、町

長のお考えをお尋ねいたします。 

町  長 ふるさと納税につきましては、ちょっと今、減速しているのが現状でござい

ます。これにつきましては、担当を含めた中で、頑張れというような形で進

めさせていただいておりますが、その資金を使ってというお話になります

と、国保運営協議会等々いろんな機関ございますので、私の姿勢を示すと同

時に、いろんな機関と相談もしなきゃいけないという形のものがあろうかと

思います。そういった中で進めていきたいと思いますが、国民健康保険は非

常に我が国にとって大切なものだと私も認識しております。誰でも、どこで

も、いつでもというようなキャッチフレーズの中、国保が動いているという

形の中で、全国的に3,800万人ほどの皆さんが加入され、30％を保っており

ます。小海町では、約半数の皆さんがこの国民健康保険をお使いになってい

るということで、そういった比重におきましても、ただいま篠原議員からの

ご指摘のほう、やはり先ほど申し上げたとおり、運営協議会等々を含めた中

で私の意見をまとめていきたいと思いますので、よろしくまたご指導のほど

お願いいたします。 

７番議員 先ほど申し上げました宮城県宮古市では、これをふるさと納税の「市長にお
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まかせ」というところを使って対応してきております。やはり、この市は全

てふるさと納税にあったもの、その使い道、年度ごとに全部公表されており

まして、かなり「市長におまかせ」というのがウエートを占めております。

小海町でも昨年度、約1,600万円あるわけでございます。それから、国保の

運営審議会に諮られる、あるいはほかの機関に諮ってという町長のお考えの

ようでございますが、各審議会に諮るということは町長の考えを諮るという

ことでありまして、ここで町長が「よし、わかりました」と、決断と実行の

人ですから黒澤町長は。ぜひ、そういう面で前向きに、やっぱり子供の保険

が数によって云々というんではなくて、ほかの健康保険と同じようにやって

いくということは、やはり子育てという面でも大きな私は役割を果たしてい

くんじゃないかと思いますので、町長、もう一度お尋ねしますが、いかがで

しょうか。 

町  長 小海町は子育ての町という、そして子産み、子を産む町ということで宣伝し

たり、皆様に訴えた部分があろうかと思いますが、今、篠原議員の提案、実

に一考するものがあろうかと思いますが、私のほうでもできる限り推進して

いきたいと思います。 

７番議員 本間につくりました大田団地も、関係者の皆さんのご尽力によりましてかな

りさばけてきておるところでございまして、他町村から小海町の大田団地に

移ってきた人のご意見を聞きましても、小海町は子育てが充実していると、

支援が充実している。だから、小海町に移動してきたという方もおりまして、

もろもろの面で、確かに小海町は充実しておりますけれども、そういう人が

生きていく上に一番大切な健康ということにも、また町長の積極的な対応を

望むところでございます。 

次に、これからの小海町の小海町国民健康保険についてお尋ねいたします。

国民健康保険の職種的な構成が、昔と比べまして大変変わってきておりま

す。昔は、農林漁業者とか、あるいは自営業者とか、それからあとは中小の

被用者の方たちが主であったわけでございますが、退職なされた方等々、年

金受給者等が加入してくるケースが大変多くなってきております。先ほど町

民課長も、今、支払い等については県のあれだから不安はないけれども、将

来的には激変緩和がなされる、あるいは今度は統一的な体系に図っていくよ

うな旨の発言がありました。私も、県に移管したということは、そういう方

向に将来なるんではないかなという一抹の不安は抱いておりました。今年度

の小海町の町民税を見ましても、納税者数は1,997人ですが、その他という

種別の人が306人おりまして、15％をこれが占めております。少子高齢社会
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で、年金給付者は今後もっとふえていくでしょうし、グローバル化の名のも

とで企業の海外進出で、なかなか企業の誘致すら私は難しくなってきている

のが現状だと思います。また、町が推進している定住促進事業で、昨年度は

2名が定住したようにお聞きしておりますが、その方の職業も有機栽培の農

業となれば、やはり国民健康保険に加入するでしょうし、また、町でも起業

する人には応援しておりますが、その方たちもやはり国保に加入してくるん

ではないかと思います。そして、その方たちがその仕事が軌道に乗るには大

変時間が私はかかっていくんではないかなと思います。今、小海町の国保の

負担は応能と応益が7対3であります。近隣の町村と比較した場合、応能分が

高いです。そして、応益分が低いという現状であります。国保の納税者が、

無職の方がこれからもっと私はふえてくるんではないかなと思います。勤め

をしていた人が退職した場合、再就職して、その就職先の健康保険に入るか、

あるいは国保に入るかが一般的だと私は思っております。 

そして、私も初めて知ったんですけれども、もう一つ、特例退職被保険者制

度というのがありまして、全国で健康保険組合は約1,400ありますが、この

特例退職被保険者制度というものの制度を使っているのは、全国で61の組合

だけであります。これの一番の特徴は、後期高齢者医療制度が始まるまで、

つまり74歳まで働いていたときと同じ保険に加入することができるわけで

あります。長野県では、長野県農業協同組合健康保険組合のみです。退職者

全てが後期高齢者医療制度が始まるまでこの制度を使えればよいのですが、

現実的には国保に加入するのがほとんどでありまして、先ほど申し上げまし

たように、国保加入者の構成が大きく変わりつつあります。そして、医療費

がかかる高齢の年金受給者がふえて、納税する現役就労者が減少してまいり

ますので、その負担がさらに大きくなっていくのではないでしょうか。 

標準保険料率が応能・応益は5対5です。県が運営主体になったことは、将来

的にはこの標準保険料率に合わせられるのではないかと私も思っておりま

したが、先ほど町民課長のお話を聞くと、そのロードマップがもう既に検討

されているやにも聞いております。県が運営主体になったことで、今までの

ものと確かにメリット、そしてまた逆に言うと、今度は  というようなデ

メリットも出てくるんですけれども、今のままの応能・応益割でもし財源不

足になったときに一般財源を入れることは、国保に加入していない納税者の

理解を私は得られないと思います。小海町において、応能・応益割でやって

いるんですけれども、近隣町村と比較した場合、医療費の分だけで見ていき

ますと、所得割で小海町は約69.7％です。北相木村は59.97％、南相木村は
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57.47％、川上は高く76.22％、南牧も66.5％、佐久穂町が56.57、御代田町

は52.0％、佐久市で55.96。そして、均等割・平等割というのになりますと、

両方を合わせた数字で申し上げますが、小海町は3万3,000円、北相木村は4

万4,000円、南相木村は3万7,000円、川上村は4万8,000円、南牧村は5万200

円、佐久穂町は4万1,000円、御代田町は5万4,000円、佐久市は4万6,780円と

いうように、これは平成29年度の資料でございますが、なかなか均等・平等

割の応益の部分が小海町は少なくなっておりまして、応能のほうがふえてい

るわけですけれども、これも町が独自で国保を運営していたときにはそうい

ったこともできるでしょうけれども、しかし、今度、県が一括してくると、

先ほど町民課長のお話もありました、いつかになるか知りませんけれども、

その可能性は私は大でありまして、小海町の今3対7というものを維持してい

くのにもなかなか難しいんではないかなと私は思います。 

そういった中で、現在、国民健康保険についても、均等割、平等割について

は7割、5割、2割の軽減制度があるわけでございますよね。例えば、この軽

減制度を使っていき、そしてこの軽減された分は県が75％負担してくれて、

町が25％ということでございます。これは一般財源導入云々というよりも、

保険基盤安定繰入金として合法的に繰り入れなきゃならないものでありま

すので、こういう制度というものとの関連を見詰め直していって、私は応

能・応益というものを見直しする必要があるんではないかなと思います。急

激に5対5というようなことを県から指示された場合には、この今の町の中で

は大変混乱も生じるわけでございます。ついては、私は、今すぐどうのこう

のというんではなくて、町長もこういったものに対して調査研究するという

発言をなされているわけですから、幾つかのケースをシミュレーションしま

して、そして我々の中に、これ町を挙げて、町民挙げてですね、みんなで議

論しながら、果たしてどういう割合にしていけばいいのかと。これ、私も詳

しくは知らないんですけれども、仮に県の分で75％というものが軽減された

ものに県が補填してくれるというならば、均等割のほうをその分高目にし

て、所得のほうを低くするということも私は可能ではないかなと思うんです

けれども、県や、あるいは近隣町村との兼ね合いを見ながら、将来に向けて、

将来といいましても、私はそんなに遠くはないと思います。そういった意味

で、町長、どうでしょうか、将来に備えるべきもの、今からプロジェクトを

組んで、いろいろなケースを想定して調査研究ということで、安定した国保

の運営というものに取り組んでいくというようなお考えはございますでし

ょうか。 
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町  長 ただいま篠原議員がお示しいただきました数字等々につきましては、全部把

握しているという部分ではございません。しかし、おっしゃるように、国民

健康保険というものは、とにかく継続していくことに行政とすれば義務があ

ろうかと思います。そういった中で、1つでも有利な部分、1つでも有益な部

分があるとすれば、これは町を挙げて研究調査し、そして取り組んでいく必

要があると私は思っております。 

７番議員 早急に制度というものを簡単に変えるということはなかなか難しいし、ま

た、国保に関しては運営協議会等もあります。それにつきましても、そうい

った諸機関に対して、審議会等に対して提出する資料というものを担当の職

員等はいろいろな方面から私は調査して、シミュレーションを想定した中で

取り組んでいって、これでどうだろうという、やっぱり国民健康保険という

のは、正直に申しまして、最後のよりどころの健康保険だと思うんです。こ

れがやっぱり安心・安全にして運営されていくように、なお一層の関係の皆

さんのご尽力を要望するものでございます。 

健康保険は大企業が自前で設立した組合健保、それから全国健康保険協会が

運営し、中小企業が多い協会けんぽがあって、扶養者を含めると、国民全体

の50％を超えた加入者がおります。しかも、組合健保では、若干、健保組合

によっては異なるんですが、付加給付制度というのがありまして、医療費が

どんなにかかろうと、これは2万5,000円で済むというような、大手の企業が

入っているところにはメリットがあります。しかしながら、メリットが大き

い組合健保ですら、組合数は減少傾向にあるようです。それは、後期高齢者

医療制度などに拠出しなければならないようなものが法的になってきてお

りますので、組合健保の7割が赤字になっているようで、最悪の場合は解散

し、協会けんぽに移行していっているのが現状であります。では、協会けん

ぽはどうでしょうか。私ども、2月15日に東京で、けんぽの協会長さんから

お話し聞きました。平成30年度の決算見込みでは、収支が5,948億円のプラ

スだそうでございまして、準備金残高が2兆8,521億になっているとのことで

ございます。その一番の要因が国庫補助と、平成30年度は1兆1,850億円ある

からでございます。この補助がなければ、逆に5,902億円の、単純に計算し

た場合赤字ということになります。毎年、国からの1兆円補助は大きいもの

でございます。国民健康保険については、全国知事会が国民健康保険に国の

補助金1兆円というものを要望していることは周知のとおりでございます。

私は、この要望を実現するには、ただ全国知事会だけでは無理だと思います。

全国の地方の6団体、首長、議長等で組織しております地方の6団体が一丸と
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なって迫っていかなければ、なかなか実現はしないんだと思います。したが

って、町長、議長は、町村会や議長会、さらに佐久広域組合において、また

県の町村会や議長会で国の補助実現の先頭に立って、私は旗を振って頑張っ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

町  長 近隣の町村でも、大変な実力者の村長がおります。そういった者を含めた中

で、私も鋭意努力をし、進めていきたいと思っております。 

７番議員 私は、今回の一般質問の中では、県に運営主体が移管したことでどうなるか

ということをお聞きしまして、先ほど町民課長からメリット、デメリット、

それから将来的なものもお聞きしました。そしてもう一つは、これは町独自

としてできることでありまして、国民健康保険と子育て支援ということで、

ぜひぜひ均等割の減免ということを、ふるさと納税等を使ってしていただき

たい。ふるさと納税も国の締めつけによりまして、昨年1,600万円あったの

が今年度どのぐらいになってくるかわかりませんけれども、でも、200万円

前後の金額であります。これらのものをしていけば、町長のたった1つの決

断でこれは済むことでございます。ぜひぜひそういったことで、子育てしや

すい、それで子供が何人いても健康保険は同じなんだというようなものにし

て、安心して住める小海町ということを望むわけでございます。 

最後に、私は、これからの国民健康保険として独自でやっていくのはなかな

か難しい。県の全国知事会が1兆円を要求しているのには、やはり知事会だ

けではなくて、全国の市長、町村長、議長等々の皆さんが力を合わせてやっ

ていって、国に交渉していかなければ無理だと思います。ついては、ぜひぜ

ひ、この南佐久郡にも大変大物な町村長さんおりますけれども、それはさて

おいて、黒澤町長がぜひ手を挙げて、町村会等で、県の全国知事会と一緒に

足並みをそろえてやっていく口火をぜひぜひ切っていただくことを強く要

望いたしまして、私の一般質問は終わります。 

議  長 以上で第7番 篠原伸男議員の質問を終わります。 

第３番 井出 幸実 議員 

議  長 次に、第3番 井出幸実議員の質問を許します。井出幸実君。 

３番議員 3番 井出幸実です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

今回は、高齢者の交通事故対策について一般質問をさせていただきます。町

としても、高齢者対策としていろいろな対策を講じていますことに感謝いた

します。最近、高齢者の交通事故が新聞紙上で報じられています。加齢とと
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もに、思考、運動能力等の低下は避けて通れません。日ごろから本を読む、

人とのつながりを持つ、できることは自分で根気強く続けていく必要がある

と思います。もちろん、身近な家族の理解や手助けは必要だと思っています。

このところ、高齢者による交通事故がふえております。何かで読みましたが、

運転歴が長く、まだまだ技術的には自信があり、大丈夫だという過信から事

故につながっていることも考えられるようです。しかし、現実的に高齢者に

よる悲惨な事故が起きています。一旦事故を起こしてしまえば、高齢者当人

も家族も、そして被害者の悲しみははかり知れません。そこで、町の高齢者

の車の運転に対する対策と考え方を伺いたいと思います。 

町民課長 お疲れさまでございます。高齢者の車の運転に対する町の対策と考え方とい

うことで申し上げます。 

3番議員さんおっしゃられたとおり、昨今、高齢者ドライバーによる交通事

故のニュースといったものが、テレビや新聞記事で毎日のように報道されて

おります。町としましては現在、タクシー利用助成事業を実施するとともに、

高齢者の皆様を中心として運転免許証自主返納を呼びかけております。タク

シー利用助成事業につきましては、平成24年10月から実施をしまして、タク

シーの利用券を発行して利用していただくことにより、高齢者の皆さんが車

の運転をしなくても日常生活を送ることができるように、対策を講じている

ところでございます。この平成29年4月から利用券の枚数を1人当たり上限年

間36枚から48枚にふやしてございます。また、平成28年度から運転免許証自

主返納事業としまして、免許を返納された方に対しまして、無料で1人当た

り年間12枚をタクシー利用助成券の制限数に加算するという形で事業を開

始しております。その後、その翌年度29年度からは、無料交付の期間を3年

間に延長しまして、また、今年度31年度からはさらに5年間に延長しており

ますので、制度実施当初から返納された方についても現在も進行中で、タク

シー利用の助成券を無料で発行しているということでございます。自主返納

の申請者数につきましては、初年度の28年度が9名でございましたが、翌年

度29年度には30名、それから30年度にはまた新たに16名ということで、高齢

者ドライバーの事故の抑制に少なからずつながっているかと考えてござい

ます。町としましては、今後も利用者数などを見ながら、運転に不安を持つ

方の免許自主返納を推進して、支援する対策を強化、検討してまいります。

そのほかに、高齢者の事故は、子供さんや障害者等弱者を巻き込む事故も多

発しておりますので、子供さんや障害者等へのより一層の交通安全の啓発も

行っていきたいと考えております。以上でございます。 
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３番議員 すいません。今のお話を聞いていますと、主には1年間に12枚、免許返納者

には12枚、それが5年間ふえたということのようでございまして、それに対

する対策しかないようにもちょっと感じを受けたんですが、それはそれとし

て、またいずれ小海町の現状そのものといいますか、車の必要性については

後で質問をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

若いときは、きのうできたことはきょうもできる、きょうできたことはあし

たもできると思っていましたが、高齢者になると気づくことも多々ございま

す。年を重ねてわかることがいろいろあります。すぐ目が疲れて、読書も長

時間続かない、足元に不安を覚え、何かにぶつけたり、つまずいてしまいま

す。できることの幅がだんだん狭くなるのがわかります。自分のできること

をゆっくり焦らずに続けていくことだと思っていますが、しかし、小海町で

生活していく中では、どうしても車は必要なものです。車の免許を返納した

くてもできない高齢者がたくさんいると思います。町の事業ではカバーし切

れない高齢者が多数いると思います。私もこのごろは加齢とともに、駐車帯

にバックで駐車すると、注意しないと真っすぐとまらず曲がってしまい、年

をとったなと感じています。今までは、高齢者の皆さんが駐車帯に何回も切

り返しながら車庫入れをし、それでもはみ出し駐車をし、その結果、曲がっ

て駐車してしまうのを見て、どうしてなんだろうと思っていたのですが、年

齢を重ねてみて理解できるようになりました。高齢者の気持ちがわかるよう

になりました。前に一般質問させていただきました温泉の駐車場のことでお

伺いをいたします。この質問をしたとき、町長は、「温泉が混雑したときに、

現在の駐車場でも足りない状況の中なので、駐車帯を広げることはできない

ので、他の場所に駐車場の増設を考えていきたい」と答弁されたと記憶をし

ています。温泉の駐車場に対する要望は高齢者だけでなく、農閑期に毎日温

泉につかりに来ることを楽しみにしている人たちからの要望でもあります

ので、その後の進捗状況をお伺いいたします。 

観光交流 

センター 

所  長 

私のほうからお答えをしたいと思います。八峰の湯、美術館駐車場、現在108

台とめられるようになっております。いわゆる一般的な基本形と言われる

2.5メートル幅ということですので、通常といいますか、普通にとめれば、

基本的には支障がないということなんですけれども、例えば井出議員おっし

ゃられたように、高齢者の方には不便な場合ということもあるようでござい

ます。以前、町長の答弁ということと、新しいスペース、あるいは高齢者専

用のスペースというようなお話もございました。今現在、以前、町長も言い
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ましたけれども、ゴールデンウイークですとかお盆に限らず、連休となりま

すと車があふれてくるという状況がかなり見られます。そういった意味で、

かなり無理なとめ方をされている方も現実にはおられます。そういったこと

を考えて、駐車場については抜本的に考えなきゃいけないという認識は持っ

ております。しかしながら、今すぐにというのは、なかなか駐車スペース、

台数の確保も含めまして、難しい問題でございますので、比較的遠くない将

来に大規模改修を予定しておりますので、その際には全体の台数も含めて、

しっかり検討していきたいというふうに思っております。よろしくお願いい

たします。 

３番議員 近い将来にということで、実際にあれ見てみますと、高齢者、とめる方だけ

でないんです。実際に高齢者の方々がぶつけて、高齢者じゃない皆さんにも

ぶつけてしまうというのがすごく多いんですね。その辺のところをよく見て

いただきたいというふうに思います。特に、所長の場合においては、あそこ

にいますから、その辺のクレームがある程度ついていることはご承知のこと

というふうに僕は解釈していますので、温泉施設を、ゆっくりつかって出て

きたら、車がぶつけられていて不快な思いをするということがたくさんある

というふうに聞きますので、ぜひお願いしたいというふうに思います。早急

に高齢者専用の運転スペースも増設をお願いしたいというふうに思ってい

ます。 

町では、高齢者の方の運転免許返納者には、先ほど町民課長のほうからお話

をいただきましたが、いろいろな特典の対象事業をして実施していますが、

こういう土地柄でもあり、高齢者の皆さんは車が必要な方が多々おります。

もちろん、返納は本人と家族等で話し合って決めていけばいいと思っていま

す。8月26日の信濃毎日新聞の読者の投稿欄に、「安全運転へ、夫婦で話し合

う」というのが出ていました。その投稿には、「夫が80歳の大台に乗ったと

き、ぼつぼつ運転免許証を返納しようとかと言っていたが、あっという間に

2年が過ぎてしまった。地域での仕事、ボランティア、趣味などで、まだま

だ出かける用事がたくさんあることを考えると、思い切っての返納はできな

い」、これが現実な考え方だというふうに思いますが、「足が痛い、体力がな

い、通院回数が多くなるばかり等々考えると、まだまだ車が必要、交通法規

が守れなくならないように、認知症予防にも心がけようと思う」という投稿

欄がありました。免許の返納を考えているが、なかなか思い切れない高齢者

がたくさんいるのだなと感じました。今、高齢者には教育と教養が必要であ

ると、前の一般質問をしましたが、教育とはきょう行くところがある、教養
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とはきょう用事があるということですが、この教育、教養にも車は必要だと

思います。昭和の70歳代は、車の必要を余り感じなかった。しかし、令和の

70歳代は、車がないと日常生活に支障を来す社会になっています。 

近年は、駐車場での運転のペダルの踏み間違いによる事故の割合が、交通事

故全体の中でふえているとのことです。そこで、高齢者の事故を少しでも少

なくしたいと、自動車会社では踏み間違いや速度規制等自動制御機能を搭載

した車が開発され、販売されています。このシステムは、新車だけに搭載さ

れています。大部分の車にはこのシステムはついていません。このシステム

により、事故が9割軽減されたと言われています。そこで、今乗っている車

にも後づけでこのシステムを取りつけることができる機械が開発されたと

のことです。国土交通省でも、メーカー各社に後づけ装置の開発計画を作成

するよう要請していました。今は1社だけが実用化されていますが、近い将

来、他社の自動車会社でも販売するとのことのようです。このシステムは、

超音波センサーで前方または後方約3メートル以内にある障害物を感知し、

ブザー音で注意喚起をします。それでもブレーキと間違え、アクセルを強く

踏み込んでしまった際は、加速を抑制して、衝突障害の軽減に貢献するもの

です。例えば、コンビニなどの駐車場で前向きに駐車している状態で、バッ

クで駐車スペースから出ようとした際、間違って前進に入れ、アクセルを踏

み、慌ててとまろうとしてブレーキを踏もうとしたら、アクセルを強く踏ん

でしまった場合、その反対に前進しようとした際に、間違ってバックにギア

を入れアクセルを踏み込んでしまった場合、障害物を感知し、速度を抑制し

ます。このようなシステムが後づけでもできることを、私はつい最近知り得

たのですが、失礼な質問かもしれませんが、町長はご存じだったでしょうか。

また、この装置についてどのように考えているか、伺います。 

町  長 今、井出議員の説明のとおり、私も一応テレビ、新聞等々でそういった事例

はよくよく見たつもりでございます。そして、開発も相当進んでいるという

ことではございますけれども、やはり今のところ、ちょっと見れば、ある自

動車会社のものに偏っているような気もいたします。そして、それはたくさ

ん売れているからという部分のこともあろうかと思いますが、やはり始動の

ときに音が全くしないというようなものも、その原因ではないかというふう

に思います。そして、先ほど言ったアクセルを強く踏んだことによってとい

うようなものは、後づけでできているという現状も、私のほうではそういう

認識しております。したがって、何らかの措置を我が町でも講じていかなけ

ればいけないというふうには思いますが、実際の事例が小海の場合、ちょっ



 97 

とまだないようですので、検討させていただきたいと思いますが、細部につ

いては、また……。町民課のほうでも、井出議員の質問に対して多少の調べ

はしてありますので、その辺、必要であれば発表させていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

３番議員 はい、ぜひお願いしたい。 

町民課長 今、話題に上っておりますアクセルとブレーキの踏み間違い防止装置という

ものでございます。新車のほうの、かなりの割合で装置の装着がされている

ようになってまいりました。しかし、現在乗っておられる皆さんが、そうい

う装置のない車に乗られているのが現状ということでございます。調べまし

たところ、現在その装置の購入取りつけの支援ということで、自治体のほう

で支援が始まっておるということですので、その状況を申し上げます。東京

都につきましては、本年の7月31日から、アクセルとブレーキの踏み間違い

防止装置の設置補助を開始しております。対象となりますのが70歳以上の高

齢者の方々、補助率は、購入あるいは取りつけの費用の9割の補助というこ

とでございます。長野県のほうにお伺いしたんですけれども、長野県では担

当の部署は県民文化部くらし安全課というところになりますが、現在、この

装置への補助金制度はないということでございます。県内の市町村の中で、

小川村、それから飯綱町の2町村におきましては、本年の4月1日から補助支

援事業を開始しておりまして、新車で購入した場合ということになっており

ますが、安全運転サポート車というそうですが、これを新車で購入した場合

に、対象としては65歳以上の高齢者の方で、補助額は1人1回限り3万円とい

うことで、4月から行っているそうでございます。この装置につきまして、

後づけで取りつけた場合、いろいろケースはあるんですけれども、大体3万

円から5万円の費用がかかるというふうに聞いております。以上でございま

す。 

３番議員 実際にこの後づけのシステムができたのにつきましては、つい最近のことで

ございまして、らしいです。私もちょっといつということはわからないです

けれども、つい最近のようですので、ある程度ほかの町村で補助して出して

いるということは、私もちょっと調べて、承知はしていたんですけれども、

今、これについて出しているという町村は少ないというふうに理解をしてい

るところであります。今、町民課長のほうから、金額等言われましたが、そ

れについては本体の価格が5万5,080円ということだそうです。取りつけ代が

大変高いようでございまして、最低5万円ということだそうです。だから、

トータルすると10万ちょっとということで、老人が払うということになると
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大変な大きなお金ということでありますので、大変でありまして、それで、

町としてぜひ高齢者の事故対策として、ぜひ補助金を出してもらえないもの

だろうかということで聞いているわけでありまして、町長の決断でぜひお願

いしたいという、補助金を出していただきたいと、支援をしていただきたい

というふうに思っているんですが、先ほど町長が1社ということでしたが、

言われますように1社だけです、今のところは。他社もすぐ、これについて

は開発をしておりますから、間もなく他社についても出てくるというふうに

思いますので、町長にぜひ、このものについて町として支援をしていただけ

ないかどうか、お伺いをいたします。 

町  長 実際起きてしまうと、大変深刻な問題でございます。それは町益にはならな

いと思います。したがって、井出議員のおっしゃるように、これは前向きに

検討させていただきたいと思います。 

３番議員 ただいま答弁で前向きということでしたので、検討というふうに答弁された

らどうしようかと思っていたんですが、検討という言葉は、後でまた考えた

らだめだったということも検討の中に入りますので、ぜひ前向きに検討をし

ていただきたいことと、もう一つ、小海町で生活をしている中は、どうして

も車は必要だというふうに解釈をしています。町からぜひ援助できるように

前向きに検討していただきまして、よい結果が出ますようお願いするととも

に、もう一つお願いしたいんです。というのは、このシステムの啓発が、町

民の皆様が承知しているのが少ないというふうに理解をしているわけです

けれども、この辺につきましてもぜひ啓発をお願いしたいというふうに思い

ます。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

議  長 以上で第3番 井出幸実議員の質問を終わります。 

ここで1時まで休憩といたします。         （ときに12時06分） 

第１０番 井出 薫 議員 

議  長 再開をいたします。                （ときに13時00分） 

次に、第10番 井出薫議員の質問を許します。井出薫君。 

10番議員 10番 井出薫でございます。私は、きょうは、30年度決算より、各会計の収

入未済額についてということで、現状はどう対応してきたか、また、これか

らどのように考えているかというような点を伺いながら、議論を進めていき

たいと思います。 
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最初に、30年度の会計監査委員からの報告書が、今度の決算議会で、30年度

の収入未済額解消についてということで報告が出されておりますけれども、

資料を若干読ませていただきますと、収入未済額としては、一般会計で3,641

万6,000円、あと国保、介護、後期高齢の関係で5,904万4,000円という報告

がされております。前年度よりは若干未済額は減っているということである

けれども、大口の滞納者の多くは多重滞納者であり、これらを減らすことが

収入未済額を減らすことにつながると考え、債務者や滞納者の生活実態、財

産調査を的確に行い、計画的で適正な徴収に心がけるというようなご意見が

出されております。それからあと、小海町奨学金の貸し付けのことも監査報

告されておりまして、9人の方から457万2,000円という滞納分があるという

ことでありますけれども、審査の意見としては、やっぱり滞納額のほとんど

が大口未納処分であるため、引き続き計画的な返済を徹底させるとともに、

連帯保証人と協議するなど、債権回収に努められたいという報告がされてお

ります。それから、公営企業会計のほうでも報告がされており、水道料であ

りますけれども、これちょっと件数が、戸数ですか、ちょっとこの資料では

わからないんですけれども、額としては462万7,000円という水道料金の未納

があると、滞納未収金の減少に努力されているが、引き続き分納誓約による

計画的納付等により、今後もさらなる回収に努められたいというふうに審査

の意見が出され、あと、まちの会計ではないんですけれども、住民の皆さん

にとっては、公共料金としては下水道の関係の料金があると、これは町の会

計でないもんで、ちょっとよくわからないわけでありますけれども、そうい

った滞納、いろいろの種類があるということであります。そこで、私は町長

の公約ね、町を元気にしたいという観点で、本滞納問題を議論していきたい

と思います。それにはやはり、現状を職員の皆さんがどういう努力されて現

在に至っているかと、そういう現状と対応、ここいら辺の説明をまず最初に

お願いしたいと思います。 

総務課長 それでは私のほうから、町税に関しましてお答えを申し上げます。 

町税につきましては、個々の事情や滞納総額を踏まえて、徴収対策を講じて

おります。全部に共通することですが、新規滞納者を発生させない、滞納額

をふやさない、定期的納付の確実な実施ということを念頭に、相談や徴収業

務を行っております。また、県と共同徴収、滞納整理機構の活用などは当然

に実施しておりますということで、30年度の取り組みの内容なんですが、滞

納整理機構への移管が3件で、移管滞納額は35万8,900円、徴収額が28万5,000

円と、それから給与差し押さえが1件、自主納付が1件、再移管が1件という
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ことです。それと、県税徴収対策室との共同催告、戸別訪問の実施というこ

とで、併任案件として16名のところへ行っております。併任滞納額は408万

4,540円ということで、そのうち徴収額が117万6,000円余りということでご

ざいます。それから、開発公社と共同で、県外の滞納整理にも行っておりま

す。2泊3日で2名で訪問したのが、11名のところに訪問しました。その11名

の滞納額が182万7,000円余りということで、うち3名の皆さんと分納の約束

をしてまいったというところでございます。以上です。 

10番議員 ただいま、この間の取り組みということで課長のほうから説明いただき、新

規の滞納をふやさないとか、いろいろ相談をしたり出張もしたり、公社とも

やったりというような話がされており、基本的には滞納されている皆さんと

の相談をどういう中身でされているのかという点がもう少し、例えば例的な

ものも挙げていただきながら、こういうふうにやっているというようなこ

と。私、なぜそういうことを聞きたいかということは、やっぱり滞納徴収に

かける、いわゆる労力、職員の皆さんの貴重なそういう資源をそういうとこ

ろへ入れているわけでありますけれども、実際にどのようにやっているか

と。それで、会計も、例えばいろいろの会計があるわけだ。だから、そうい

う会計を各会計でやるのか、あるいはとか、また時期的にはね、集中的にや

るのか、あるいは日常ふだんにやるのかというような点、この点を伺いたい

と思います。 

総務課長 いろんな事情のある方がおいでになります。それで、本当に鬼のような取り

立てをやっているわけではなくて、相談をして、事情をよく聞いた中で、例

えば1人の実例を出してということなんですが、大口の滞納者の方がいます。

個人で商売をされていて、まだお子さんが大学へ行っているというような方

なんですけれども、その商売のローンが終わる予定が、とりあえずちょっと

1年延びてしまったというようなご相談をいただいたときには、わかりまし

たと、それでは1年は、滞納分については返済は1年待ちますので、せめて当

年度分だけはためないように、ぜひ納めていってくださいというような形で

やりましたり、個々の事情、相手の事情も酌んだ中で相談をしてやっている

と。あと、集中的にやっているかということにつきましては、要するに盆、

暮れではないですけれども、そういったときには特に力を入れてやっていま

すが、ふだんもそういった分納の約束をしている中で、約束日に来られなか

ったとか、そういった方に対しては連絡をとって、今から伺いますからとい

うような形で、6時過ぎに家へ戻られたところに訪問をして、徴収なり約束

をしてくるというようなことをやっております。あと、特会につきましては、
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また担当のほうでお答えしたいと思います。以上です。 

町民課長 特別会計につきましては、国保会計、介護保険、後期高齢ということである

わけですが、全体的な傾向、それから方法につきましては、町税と同様の方

向で行っておりまして、徴収の時期につきましては、先ほど申された盆、暮

れのころには税務係とともに徴収に行かせていただいているということで

ございます。国保税につきましては、農業研修生の方も数人おられるという

のが毎年の傾向でございます。それから、介護保険につきましては、110万

円ほどあるわけですが、大口の3名の方で約6割を占めている。また、後期高

齢につきましては、2名の方、これご夫婦になるんですけれども、その方で

もうほとんど占めているといった状況がございます。また、町営住宅につき

ましても、180万円ほどございますけれども、上位といいますか、多い方か

ら3名の方で75％、4名の方で89％というふうになっておりますので、重点的

にやっていきたい。それから、監査委員さんからも指摘がありましたとおり、

連帯保証人等についても考慮に入れた中で、滞納整理を進めてまいりたいと

思っております。以上でございます。 

産業建設 

課  長 

お疲れさまです。それでは、企業会計のほうの関係をご説明をさせていただ

きたいというふうに思います。 

水道料の滞納につきましては、水道会計、出納整理の期間というものがあり

ませんので、1期だけの未納者もこの中にいらっしゃいます。全体の中で3

分の1ぐらいですか、この中209人のうちの75名の方は1期のみの滞納者とな

っております。それから、分納等でやっていらっしゃる皆さんもいますが、

分納の金額のほうがなかなか現年の水道料のほうに充当ができてこないと

いうような点から、多少の滞納額がふえてきているというようなところであ

ります。税の関係の未納者と重複している部分がほとんどかなというような

感じは受けております。以上です。 

10番議員 総務課長、それから各特会の課長から説明いただいたわけでありますけれど

も、やはり監査委員さんが指摘されているように、多重の滞納を持っておら

れる方が非常に多く、限られた人数ではあるけれども、大きく占めていると。

そういった中で、各担当者の皆さんそれぞれに努力をされており、相談をさ

れているわけでありますけれども、基本的にやっぱり納税の相談という形で

努力されているというふうに私は思うんですよね。②番として、私はやっぱ

り今のような現状の中で、どのように考えているかという質問提起をしまし

て、基本的に滞納者の皆さんの所得から見た滞納、その人数と金額ですか、

そういったものの資料をお願いしました。ぜひ、ここいら辺の資料説明をし
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ていただきながら、現在どのように考えているかというような点を伺いたい

と思います。 

総務課長 それでは、資料の3ページをお開きいただきたいと思います。ここにござい

ます、先ほど監査委員さんのほうの決算の報告の中では、3,600万という数

字が出てきておりますが、この3,100万円との差額は県税に当たる部分が入

っていたということで、その県税の部分は除いてございます。町税としては

3,100万円の滞納額があるということでございます。これを見ますと、議員

おっしゃいますように、ざっと見て200万円以下の所得階層のところで人数

も多く、滞納額も多くなっております。これをどう見るかなんですが、私も

こういった税関係の職務に携わったことがあって、そのときに経験したこと

によると、必ずしも低所得だから税金を納めないというものではなくて、や

はり税に対する意識が、滞納している皆さんはちょっと考え方が一般的では

ないなというようなふうに思われるところもございます。実際にお宅に徴収

に上がってみますと、車の新車は置いてあるわ、オートバイは置いてあるわ

というようなことで、決して苦しいというようには見えない方も中にはおい

でになりました。所得も低い、低いと言うんですけれども、例えば事業をな

さっている方は、申告ですから、こういった部分もいろいろと経費を見込め

ば所得も低く抑えることができるというようなことで、必ずしもこの表から

全てが読み取れるのかというと、実際には現場を歩いて、一人一人状況を見

てみないとわからないというのが率直な意見でございます。 

10番議員 今、総務課長の答弁の中で、確かに低所得と言われる200万円以下の皆さん

の滞納は非常に多いというのが現状であるというふうに見えるということ

でありますけれども、ちょっと議論する前に、未申告、町外、死亡、会社と、

ここいら辺の説明をちょっとお願いしたいのと。町営住宅の使用料だとか保

育料なんか、住宅の使用料は別に出ていたんですけれども、保育料なんかも

あるんですけれども、そういうのはどうなっているかと、この数字の中でど

うなっているかという点を伺いたいと思います。 

総務課長 未申告というのは、申告をしてない方で、恐らく所得があるだろうというふ

うに推測できる方だということだと思います。それから、町外というのは、

もう町外へ出ていってしまって、行方知れずという方も中にはおいでになり

ます。それで、例えば別荘の所有者だとか、そういった皆さんはここへ分類

されるということです。それから、死亡というのは、亡くなってしまって、

取る先がないと。例えば、身内はいたんですけれども、相続放棄等をされて

しまって、請求する先がないという皆さんでございます。会社というのもい
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ろんなケースがあると思うんですが、倒産してしまったりして請求先のない

ところもあるということでございます。あと、保育料に関しては、担当課の

ほうでお願いします。 

子 育 て 

支援課長 

お疲れさまです。では、保育料の滞納の状況について、この表の中には含ま

れておりませんが、口頭で。この表には税、また水道料等の捉え方で掲載は

しなかったわけですが、口頭で申し上げさせていただきます。 

決算の説明資料の中に掲載してありますが、全体で21万2,000円ほどの保育

料の未納の金額があります。それで、該当者は3名でございます。その中で、

13万8,000円の方が1名、4万5,000円の方が1名、2万9,000円の方が1名で、3

名でございます。その中で、4万5,000円の方は町内にいらっしゃいますが、

あとのお二人は転出をされております。そして、子供さんは既に成人をする

ような年齢に達しているということでございます。それで、徴収の関係であ

りますが、やはり出納閉鎖、またお盆、それぞれ節目節目に郵送等で請求を

させていただきまして、やはり相手さんの都合により、端数ではありますが、

徴収ができているという状況です。以上です。 

10番議員 総務課長、会社が倒産とか死亡とか、町外ですけれども、町税の何に当たる

部分かというのをちょっと説明してもらえますか。 

総務課長 会社だとか町外というのは、固定資産税が多いんじゃないかというふうに思

います。それから、全部はちょっと私も把握ができておりませんので、すい

ませんが、後で資料を提出するということであれば、提出するようにします。 

10番議員 一通り資料説明をしていただきました。そういう中で、先ほども言いました

とおり、所得から見た関係、それから未申告、町外、死亡、会社、それぞれ

固定資産税などという説明ですけれども、ごらんのような状態だということ

であります。それで、私、1つ、総務課長が先ほど答弁された中で気になっ

たのは、実際に訪問すると、車の新車があったりとか、それぞれの生活をさ

れていて、とてもそんな税金が払えないというような感じを持った人も何人

かおられたという説明があり、また、これは私ちょっと問題の発言かと思う

んですけれども、業者の皆さんなどは経費を多目にとれば、幾らでも税金が

安くできるみたいに受け取れる説明がされたということであれば、私はこれ

はちょっと発言が問題ではないかというふうに思います。それで、私、国保

会計、国保の中で最初やり始めたころ、よく国保税も払わねえでクラウンに

乗っているというような話が、当時担当者から話がありまして、実際にそう

いう人は幾人いるんだと聞いたら、1人だという。私は、それで、ぜひ今、

総務課長が言われたそういう、税は滞納しておるけれども、そういった車、
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いい車に乗っていて、とても税金が払えないというふうに思えないというよ

うな方が何人ぐらい認識として持っていたのか、この点を伺いたいと思いま

す。 

総務課長 私ももう10年以上前のことですから、はっきりとは覚えてはおりませんが、

滞納整理をして戸別訪問する中では、何人かはそういったことを見受けられ

たという説明をしたつもりなんですが、端からそういうことだったというわ

けではございません。それから、問題発言と言われれば問題発言だったかも

しれないですが、自己申告というか、申告はいろいろな経費の見方がござい

ますけれども、それをどういうふうに認めるか、認めないかで変わってくる

と思うんですけれども、例えば我々はゴルフをしても経費にはなりませんけ

れども、中にはゴルフをしても経費になる方もおいでになるということも、

何かうわさでは聞いたことがあるような気がするんですけれども、そういっ

た部分では、申告ということでありますから、私の認識が誤っていたら、訂

正しておわびしますけれども、そういううわさを聞いたことがありますの

で、ついそういう発言が出てしまったということでご理解をいただきたいと

思います。 

10番議員 誤っていれば云々という問題でなくて、もう少し納税申告制度というものを

しっかりと研究していただいて、行政の事務方のトップということであれ

ば、もう少し責任のある発言を私は要求して、議論はこれ以上やりますとそ

れてしまいますので、進みたいと思いますけれども、町長に伺いたいんです

けれども、町でつくっていただいた資料を見ると、どう考えても生活困窮と

いうんですか、不真面目と思える方もあるかもしれませんけれども、多くの

部分でやっぱり生活に大変な実態がここにあらわれているというふうに私

は思います。そして、町長、先ほど私言いましたけれども、町長の公約であ

る町を元気にするという点からすれば、私はこうした滞納されている皆さ

ん、もちろん一生懸命勤めたり、商売もやったりして、もっとよくしようと

いう皆さんも、決して余裕で納税されているというふうに私は言いませんけ

れども、こういった皆さんにも元気になってもらうと、それからこういう税

金を滞納されていると、こういう皆さんにも元気になってもらうことが、や

はり元気なまちづくりというふうに私は思うんですけれども、町長の認識を

伺いたいと思います。 

町  長 私も数年前まで、民間人として、そして社長として事業をやらせていただい

たというときに、ことしは非常に内容も濃く、いい経営ができたなというと、

私の以前の会社は6月が締めで、8月31日までに税金を払うわけですが、ほぼ
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あらかたの利益は税金に消えていったというのが1つの結果であります。し

かし、私は、納税は国民の義務でありますので、それを誇りに思っておりま

した。高い、安いは会計事務所が、会計士さんがやっていただいて、会社の

方針を出すということでした。したがって、この課税の内容につきましては、

これが正当でないという話になれば、これはもう議論にならないわけです

が、ぜひ所得の中でできるだけ税金を払っていただきたいと。それは、先ほ

ど申したとおり、この日本の国に生きていく限りには義務だと私は思ってお

ります。井出議員のおっしゃる、低所得者の中に納税されない皆さんが多い

のはちょっと不公平みたいな部分も聞こえますけれども、やはり税額を決め

るということは、これは全て平等の立場で行っていると私は認識しておりま

すので、ぜひ何とか頑張って納税をしていただいて、さらに元気になると。

私も数千万の納税を何年か続けるときにはですね、一時はちょっとへこむわ

けですが、それが誇りであるという自覚を持ってやっていた覚えがありま

す。そういった気持ちでやっていただければ、必ずや元気になっていただけ

るのではないかというふうに思っています。 

10番議員 私は、その申告の仕方が云々とかね、そういうことをいろいろ言っているつ

もりはなくて、町長、最後に言われましたように、やっぱり税金を滞納され

ている皆さん、こういった皆さんにもぜひ元気になっていただいて、それで

納税もやっていただくというふうなことが、私は滞納整理の一番の狙いだと

いうふうにあると思いますし、また、そういう方向でなければ私はまずいと

いうふうに思うんですよ。そういう意味で、ちょっと紹介をしたいんですけ

れども、町長、覚えておられるでしょうかね。去年、町長は初めて町長にな

りまして、最初の6月議会で私、町長に一般質問したわけでありますけれど

も、地方自治体の役割は住民福祉の向上だということで、地方自治法の第1

条に書いてあるということを言ったんですけれども、実は私よりもっと上手

に、わかりやすく話をしてくれる人が見つかりましたので、ちょっと紹介し

たいんですけれども、滋賀県の野洲市、琵琶湖の東のちょっと上のほうに、

これ人口が5万人ぐらいな市なんですけれども、実はこの市長さんが8月30

日に松本市へ行きまして、野洲市の滞納整理、こういったまちづくりに対す

る講演をしていただいたということで、そういった情報もいただきましたの

で、私も若干調べなから今、紹介するわけでありますけれども、この方はま

ちづくりの役割というのは、伸びようとする市民や企業への成長支援、それ

から困難な状況にある市民や企業への自立支援だと、これがまちづくりの原

点であり、そしてしっかりとしたルールをつくる、秩序と安全を守ることだ、
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それには透明性と公平だと。そういうことによって、元気と安心を伸ばすま

ちづくりができるというふうに言われております。それで、きょうの話であ

りますけれども、例えば先ほども話しありましたけれども、滞納というのは

国保税だとか保育料、小海は学校給食費はないようでありますけれども、こ

ういったのが重複して多重になっていると。困窮する市民に差し押さえなど

の滞納整理をすれば、市民生活を破壊する。生活支援と納税支援を一体化し

た支援が必要だと。この市は1年と4カ月ぐらいかけて、債権管理条例と、そ

ういうのをつくったんです。職場の中で今の滞納をどうするかと、どういう

問題があるかと、こういうことを役場の中でもいろいろ議論をし、進めてき

たということで、債権管理条例の基本的な考え方というのは、滞納整理によ

る一段の窮地に追い詰めない、それから生活困窮シグナルとして受けとめ、

支援をすると。滞納している人は生活が大変だと、商売やっている人も滞納

している人は大変なんだと、こういう認識でもって行政が支援をすると。そ

れから、3点目として債権の一元化、滞納者の負担を軽減すると。要するに、

いろいろな税金があって、いろいろな役場の人が次から次へと行けば、滞納

者には過大な負担になると。だから、そういった意味では、一元化をして、

それで生活支援、営業支援を含めながらやっていると、こういう債権の管理

条例というのをつくられたわけです。それで、その後、野洲市でくらしを支

え合う条例というのをその後つくったんです。これは、まず市役所の相談だ

とか支援機能はまちづくりのエンジン役だと、市民からの信頼を高めること

でその機能が高まると。要するに、町民から見て、役場の職員が信頼される

ような人間にならなかったら、腹の割った相談もないし、腹の割った解決策

も見出していけないと、こういうことを基本にして、さまざまな支援相談を

やっているということなんです。だから、私、先ほど基本的に職員の皆さん、

小海の職員の皆さんも頑張っているんですけれども、納税の催促というか、

納税の方法とか、そういう相談には行っているけれども、一人一人の方にど

ういう困難な問題があって、どうやったら元気になれるかと、こういう部分

をやっぱり相談していくような滞納整理にしていくという、そういう考え方

をやってきたと言うんですよ。ぜひいろいろ調べていきながら、町でも研究

してもらいたいんですけれども、問題は、やはり先ほども言いましたけれど

も、小海町を元気にするというのには、町民の皆さんが元気になってもらわ

なきゃだめだと。それで、滞納されてない方、元気で頑張っている方はもち

ろん元気になってもらうわけですけれども、滞納されたりしている方には、

病気があったり、離婚があったり、どうしようもなかったり、さまざまな事
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情があるわけです。ですから、やっぱり監査委員も報告しているように、一

人一人の皆さんの実情を深くつかみながら、行政が信頼をされるような対応

しながら、その人たちの生活レベルを持ち上げていくと。そして、そういう

ことのできるしっかりとしたルールをつくるというような、こういう提言だ

と私は思うんですよ。ぜひ、町長もこういった点でのご研究をしていただき

ながら、悪くいえば借金取りみたいな税の滞納整理でなくて、住民生活のレ

ベルを上げていくというような、そういう方向性を大いに研究してもらえな

いかというのが私のお願いなんですけれども。 

町  長 井出議員、まさにすばらしいご提案であると思います。私も思うんですけれ

ども、納税をしたいという気持ちを持っていただくということは大変大切な

ことだと思いますし、またそれが一番近道だというふうに、今聞いていて感

じました。それと、ここにあるニヒャク、足すと30ぐらいになるんですかね。

この皆さん一人一人という話なんですけれども、やはりその中身をよく精査

しないと、どうしても払いたくないという信念を持っている方も中にはおい

でで、そうでない、やっぱり払いたいんだけれどもこうであるというような

お考え、それから内容であることについては、町は十分に相談に乗らなきゃ

いけないというふうに思っております。いい方法ではないかというふうに私

は思っております。 

10番議員 先ほどね、職員資源の無駄なようなことはやめよう。ない人のところへ税金

払えなんて行ったって、そんなことは無駄。それより、貴重な職員の皆さん

にはもっと相談に乗って、その人が税金払えるようなそういうレベルに上げ

るとか、相談とかそういう仕事をやってもらったほうがいいというんです

よ。だから、行ってもらわないようなところへあんまり力を最初は入れない

で、それよりはやはり信頼を持って、しっかりとした生活相談体制などをつ

くると、市役所の中に生活相談支援課というのがあるんですよ、野洲。それ

で、野洲ワークというのがあるんです。市役所の中に職安をつくっちゃった

んです。それでもって、やはりこの人にはこういう仕事とか、あの人にはこ

ういう仕事とか、支援だって役場の職員だけじゃないです。庁外の皆さんで、

各界のベテランのそういった皆さんにも一緒になって対応してもらうよう

な、そういう体制づくりもして進めているというのが野洲市だそうです。債

権適正管理検討プロジェクトチームというのをつくって、1年4カ月しっかり

とやはり議論したというんです。それで、さきの債権管理条例、いろいろ法

律的に、プライバシーの問題とか、町税だけだらいいけれども、それ以外の

問題だっていろいろあるわけですよ、市民の皆さんにすれば。だから、そう
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いったことや何かだって、各方面のプロの意見を聞きながら、こういう国の

法律にはない条例を制定したと。それで、先ほど言いましたように、くらし

支えあいのまちづくりの条例もつくったということで、ぜひ町長、まだ任期

始まったばかりでありますし、町民の元気をつくり上げていくという点から

すれば、ちょっとじっくりとした検討する、こういったプロジェクトチーム

をつくりながら、何とか滞納整理の方向性、そういったものを考えていって

もらえないかということを改めてお願いしたいと思います。 

町  長 今、井出議員のおっしゃるとおり、滞納者はやはり自分が不幸だと思ってい

ると思います。それを幸せになっていただくには、やはり納税していただく

というものが基本になりますが、その方法として、今、井出議員のおっしゃ

ったものも大変いい方法だと思います。それから、やはり絶対的なものなん

ですよね、税金というものは。私、そう思います。国や町をつかさどるには

不可欠なものであるという認識のもとでやっております。したがって、納税

の意思を高めるべく、先ほど総務課長が言いました、足をかけてわっと来る

ようなことはしないという、それはもちろん基本なんですけれども、やはり

生活を尊重しつつ、さらに納税していただくという方法を模索していきたい

と思います。ただし、職員も滞納のところに足を運ぶということは、1つの

これは仕事であり、我々の義務でもあろうかと思います。その方法ですね、

それについてはまた参考にさせていただきたいと思います。 

10番議員 滞納されているときは、町長言われているとおり、町民の暮らしを支える財

源であり、それから全ての町民に還元される財源ですよね。ですから、そう

いった意味では、滞納をなくしていくということは非常に大事な話である

し、町民のもちろん義務であると。しかし、さまざまな事情の中で税金を納

められないでいるというような方のほうが、私はこの所得から見た実態の中

でも明らかだと思うんです。ですから、やはりそういった皆さんに対する生

活支援といいますか、営業支援といいますか、仕事づくりといいますか、そ

ういったものを体系的に受け入れられる、そういった部署というのをしっか

りと私は研究していく必要があるんじゃないかというふうに思います。 

それでは、続きまして、2番の野良猫対策についてということで、その後の

対応はという通告をしてございますけれども、それまで、ぐーっと何回か、

私は野良猫対策ということで議論をしてきましたけれども、実際に不妊手術

や去勢手術などをやっている市や町、村を見たときに、実は飼い猫対策なん

だと。飼い猫対策として、幾つかの市町村では補助をやっているというよう

な議論を6月議会にさせてもらいまして、町民課長もいろいろ、実際にそう
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いうことをやっている部分はどういうのがあるかというようなことを調べ

ていただいたというような答弁がされており、町長は、「今度は不妊・去勢

というようなものは野良ちゃんよりは簡単にできるんじゃないかというふ

うな方向になるかと思いますので、係のほうとまた研究して、予算がどの程

度、どうやればというような形になろうかということで、私はそういう認識

でおる」という答弁をされているんですけれども、その後の取り組み、方向

性を伺いたいと思います。 

町民課長 猫の対策につきまして、10番議員おっしゃいましたとおり、6月定例会にお

きまして、猫の不妊・去勢手術の費用に関して助成金の創設を検討していき

たいという答弁をさせていただいております。実際、既にやっている市町村

の状況とかも調べまして、その後あるいは今後の対応といたしましては、新

年度の当初予算に向けまして、助成事業を計上してまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

10番議員 私、この野良猫対策で何回かやらせていただきまして、それを見た、議会だ

よりを見た方が、役場のほうへ私も封筒に書いて出したんだよという方もお

りまして、その方は、自分の家の車庫に、ご近所の猫が段ボールの中に子供

を産んで、知らねえでいて、何の気なしにシャッターあけたら、中から親猫

とが飛び出してきたと。それがその後、親猫が子猫をくわえてどこかへ行っ

たという話をされているんです。それで、よく聞いたら、やっぱり近所の誰々

さんの家で、猫がうんといっぱいいるんだというような話をその方はされて

いました。それで、困ることは、やはりそういう猫がやたらふえることと同

時に、畑なんかでかんましてあると、そこにいろいろね、生き物ですから、

それなりのものを置いていってくれるというようなことでも苦しんでおり

ました。ですから、私は早急に、やはり対策を練っていただくということで、

課長、今、新年度からというような話もされましたけれども、私は、できれ

ば、例えばよそでやっているような5,000円とか3,000円とか、そういう形で

の補助になるのか、あるいはどういうふうになるのかわかりませんけれど

も、新年度を待たずに、早急にということが私は求められているというふう

に思うんですよ。それは、この質問を始めた最初のころに言いましたけれど

も、メスが1匹3年間で2,000匹になると。年に何回かお産をしてふえるとい

う意味からすれば、私は緊急性といいますか、そういった部分というのは早

くやっていただきたいというふうに思うんです。それで、ただ単に早くとい

うことでなくて、住民の皆さんに知っていただくという点からしましても、

新年度ではそれよりぐっと先になりますし、もう少し早く、何とか努力して、



 110 

条例などをしっかりとつくっていただいてやっていただければ、12月議会か

らでも間に合わないわけではないと私は思うんです。そうすることによっ

て、住民の皆さんへの周知も半年近く早くなるんではないかというふうに私

は思うんですよ。そういった意味からすれば、ぜひ新年度ということでなく、

準備をしていくということは不可能かどうかという点を含めて、町長にお考

えを伺っておきたいと思います。 

町  長 井出議員の何度かにわたる意見、それから調査等々、ありがとうございます。

2,000匹の話も聞いたわけですが、そういうふうになっていけば大変ですの

で、できる限り急いでこれを進めていきたいと思います。 

10番議員 ぜひ、そういった方向で努力していただきたいと思います。それで、しつこ

いようですけれども、先ほどの滋賀県の野洲市長の話をちょっと改めてさせ

ていただきたいと思うんですけれども、まちづくりの役割は、伸びようとす

る市民や企業への成長支援、それから困難な状況にある市民や企業への自立

支援、そして秩序と安全を守ることだと。「透明、公平・公正を基本として、

市民の皆さんとともにその実現に取り組む」と言いながら、実はこの後です

けれども、「透明性の確保は、チェック機能が働くことに加え、市民の信頼

感の高まり、さらには市民や職員からのさまざまな提案がされることによる

革新と創造性の向上など、多様な効果がある」と、こういうふうに言ってお

られるんです。ぜひ住民福祉の向上と、私は大ざっぱなような物の言い方を

しましたけれども、町民目線で、一人一人の町民の要望にしっかりと応えて

いく、そのためにしっかりとしたルールをつくり、透明性を持って運営して

いくと。私は、やはりこういった部分を改めて行政の皆さんにお願いし、私

もそういった方向でさらに努力をしていきたいということ申し上げまして、

一般質問を終わりたいと思います。 

議  長 以上で10番 井出薫議員の質問を終わります。 

ここで2時5分まで休憩といたします。        （ときに13時52分） 

第２番 渡辺 均 議員 

議  長 再開いたします。                 （ときに14時05分） 

次に、第2番 渡辺均議員の質問を許します。渡辺均君。 

なお、お手元に資料がございますが、全員協議会等で出されてある資料です

ので、これを許可してあります。 

２番議員 第2番 渡辺均でございます。通告に従いまして、これから一般質問をさせて
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いただきます。 

今回は、私自身が発表している「アスのコウミをヒラく会」、通称タクミ会

と呼んでおりますが、この広報紙に対して、町広報のあり方、それに関する

行政の事務取り扱いについて幾つかの疑問を感じましたので、そのことにつ

いて質問させていただきます。今、議長からも紹介ありましたが、お手元に

3つの資料を用意しました。資料1は、役場からのお知らせ160号、8ページの

コピー。資料2は、1の記事の取り扱いに関する公開質問と町の回答。3番目

は、この問題について全員協議会が開かれまして、協議会の席上でまとめら

れた3項目の要望事項でございます。公開質問を行った理由として、広報の

扱われ方がゆがめられているのではないか、私は実感いたしまして、この質

問で取り上げさせていただきました。 

資料1は、私の議員活動に対する行政の不当な干渉であり、圧力でもあり、

公平・公正、中立と、こういった法令遵守、こういった行政の適正な運営に

ほころびが出ていると感じたからでございます。まずは、広報のゆがみの何

点かをご指摘させていただきます。初めに、「わたなべ通信という印刷物が」

という書き出しで資料1は始まっておりますが、わたなべ通信は得体の知れ

ない、何かしらいかがわしいものであるという印象が、この書き出し方では

印象が与えられてしまいます。政党の広報紙に対する不適切な表現で書き始

められている、このことを非常に私は問題だと思っております。続いて、謝

った内容等があり、正しい内容を知らせるようにと記し、本来見解の違いと

考えるべき問題を、誤っていると決めつけています。さらに、再三の要請に

応えず改善されないと断言し、おわびと訂正を載せている私の姿勢を否定

し、渡辺は不誠実であるといった印象を与えております。こういった私に対

するいささか誹謗中傷にも感じられるようなことについて、問題として取り

上げさせていただくわけですが、まず第1に、一議員の意見、見解を広報と

いう公の紙面で取り上げることは、果たして適正なことなのかどうか、これ

を担った総務課長の意見をお聞かせください。 

総務課長 そもそもですね、この個人の問題について、今、渡辺議員さん、「私の」と

いうふうに言いましたけれども、一般質問のあるべき姿というのがちょっと

違うんじゃないかなと。町の広報の出し方だとか、そういったことに関して

いろいろと議論するんであればあれなんですが、私の問題、これを一般質問

でやることが私はいかがなものかなというふうに思いますが、そのあたりの

しょっぱなの出方はこれでいいんでしょうか。 

議  長 ちょっと待ってください。一般質問は、議員が執行部に対する質問であって、
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執行部のほうから議員に対してこれはどうかと言うのは、一般質問の趣旨と

外れていると思うけれども、その質問は通常はできないって解釈するのが議

会のならわしだと思いますが。だから、質問者の質問に対して答えていただ

きたいと思います。 

総務課長 大変失礼いたしました。先ほどの「わたなべ通信という印刷物が」、何か得

体の知れないというような書き出しだと、これについてはそれこそ解釈の差

がありまして、私はそういうつもりで、この文書は私がつくったんですが、

そういうつもりで書いた思いはございません。「わたなべ通信」という議会

報告が印刷物として出回っているということを率直に述べたものでござい

ます。それから、間違っているという書き方、これは渡辺議員さんおっしゃ

いますとおり、解釈の差でありまして、私はそういうふうに捉えました。で

きる限り現実に近いものを町民の皆さんにはお知らせしたいという思いで、

こういう文書になったかと思います。9億円借金を抱えている、これについ

ては数字は確かなものです。しかし、交付税で見てくれる分もありますので、

実際にはそういう形にはなっていないということを町民の皆さんにわかっ

ていただきたいということで書いたものでございます。 

２番議員 質問は、一議員の見解を広報で取り上げることをどう思うかと聞いているん

です。それにお答えください。 

総務課長 この件につきましては、議会でも全員協議会でそういったことをやりまし

て、それについては役場というか、執行部のやり方は間違っているというふ

うに議会のほうからはご指摘がありました。それで、この資料でも出されて

いるとおり、8月8日付で要望ということで、3つの点についてご指摘をいた

だいて、やめるべきだということでいただきました。それは真摯に受けとめ

て、今後はやりませんということで、1つの区切りがついた問題だというふ

うに私は解釈しておりますが。 

２番議員 間違っていたという回答で認識させていただいてよろしいわけですね、いか

がですか。 

総務課長 私の気持ちの中には半々でございますけれども、議会の総意として間違って

いるというふうに言われましたので、それについては真摯に受けとめるとい

うことでございます。 

２番議員 今、間違っているということを認めていただきましたので、これ以上余り深

掘りはするつもりありませんが、少なくとも言いたいことの幾つかは申し上

げておきます。1つは、私は誤りについては訂正記事を書いておりますが、

町側は改善されないと、この文章で掲載しております。この点を1点、是正
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していただきたい。私は、過ちは改めておりますので、それをご確認くださ

い。それから、「正しい情報」が云々かんぬんという記事がありますけれど

も、今、まさしく町は間違っていると申されました。私は、例えば広報に書

くのであれば、町としては健全な財政運営をしていると考えているが、赤字

財政ではないかと考えている議員もいると、こういうふうに併記すれば何も

問題がないわけです。そこ、思考の不足した点が非常に大きな問題なんだ。

しかも、この間、何回か、私の意見に対して修正を求めてきました。これは、

ある意味で言論の自由を妨げ、議員活動を妨げる不法行為であり、総務課と

しての職権濫用の懸念もあります。さらに、それを広報で報じたこと、これ

が致命傷でございます。広報のあるべき基準を逸脱し、明らかにこれは大き

な過失ではないかと思っておるわけです。まして、私の政治団体に対して、

特定の政治活動に対して行政が広報で、公権力を用いてこれを行政指導する

という行為について、改めて私は、もろもろについて反省の余地はないもの

か、ご意見をお伺いさせてください。 

副 町 長 私のほうから、ちょっと感じたというか、改善されていないということなん

ですけれども、当然、1回出して誤りがあれば、次の号で改善するというこ

とは当たり前のことでございまして、そのようなことを言っているわけじゃ

なくて、改善されないというのは、前々から、一番最初に出すやつをもうち

ょっとしっかり、訂正がないように確認して出していただけませんかという

ことをずうっと前々から言っていて、それが改善されてきてないということ

を申し上げているということで、よろしくお願いします。 

２番議員 その辺も見解の違いがありますが、時間の関係もありますので先にいきま

す。私は、少なからず、公民館報、町からのたよりということで、わたなべ

通信が信用を損なわれたということで、ある面、おわびと訂正の形で、名誉

回復の紙面を用意していただきたいと思いますが、いかがでございましょ

う。 

町  長 渡辺さんとは、私は町長になってからずっとこの件についてもお話をしたと

思います。それから、わたなべ通信に対しての私、あるいは三役の意見も言

わせてもらった経過があります。そして、この請求のどうの、何がどうのと

いうものも町長室でお話をした経緯があると存じます。そういう中で、議員

さんと私どもの信頼関係を構築していくという部分では、やはり曖昧のこと

はいけないわけですが、お互いに信じ合うという部分について、わたなべ通

信の中でお書きになっている部分が非常に私どもの誠意といいますか、やる

気というものをそぐような部分が見受けられたので、ぜひこうしていただき
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たいということは再三にわたって申し上げました。そして、8月8日、全員協

議会があり、そして議長さん、副議長さんが町長室へおいでになって、この

3つの要望についてを渡されました。私が直接渡されました。そして、これ

を読んだときに、これは先ほど総務課長が言うように、真摯に捉えていきた

いという形であります。したがって、これ以上、渡辺さんについては、ここ

に書いてあるとおりですので、そんなふうに続けさせてもらいたいと思いま

す。また、議会で決まって私どもへの要請でございますので、何かありまし

たら議会のほうへ言っていただいて、私が返事をする、この形をとっていた

だければというふうに思います。それから、やはり事実であれば何書いても

いいかという部分については、やはり一緒に町を形成している我々なんです

から、事前の話とか、それからこういうふうに載せるよとかいう部分は、多

少お話があってもいいんじゃないですかね。そうしないことには、我々の信

頼はいつになっても構築されないと思います。みんな一生懸命なんですよ。 

２番議員 今の町長のお言葉は、私にとっても大変助けになるお言葉でございます。も

とより町のためにという一念で私はやっておりますので、そこが共有できれ

ば、これからどんどん町のために推進していきたいと思っております。その

上でですね、やはり過ちはきちっと訂正していただきたいということで、今、

町長も少し触れましたけれども、料金請求の問題、この事実関係の流れをき

ちんと整理しておきたいと思います。私、町長室で町長から、「渡辺、この

おまえの文章、事実かもしれないけど、本当に町のためになるのか」と、ひ

ょっとして間違った情報を与えて、行政の推進力を阻害するような危険があ

るんじゃないかいうようなことを町長からも聞かされたように、言葉がその

とおりかとは別個として、そういう趣旨のことを町長から聞かされましたけ

れども、そのことについては、町長、ご記憶でございますか。 

町  長 はい。私の申し上げたかったのは、数字を羅列することによって、町民の皆

さんに不安感を与える、あるいは町は何やっているんだというような形のも

のが起こりかねない。2町4村の中での部分を比べたものとか、それから今、

冒頭で出ました9億円の借金とかいう部分については、あす々小海町が、我々

が町民の皆様に大変な迷惑をかけるとか、それから行き詰まってしまうとか

ということではありません。渡辺さんの文章を読むと、困っちゃったなとい

うような部分にとれる部分もございますので、ぜひね、その辺の町民に対す

る不安をあおらないようにということをお願いしたのが1つと。それから、

そういったものを全て含めた中で、わたなべ通信の渡辺さんがそうやってや

ってくれることが本当に町のためになるんでしょうかということを私は聞
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いたつもりで、まだご返答いただいていませんけれども、これはそれを言う

ところじゃないので、再三にわたってそのことは私は言いました。 

２番議員 もとより、先ほども申し上げましたけれども、私なりに町のためになると思

ってやっていることでございますから、返事をいただいていないというご質

問は的が外れているかなと思います。町のためにやっているんでございま

す。財政が安定しているか、不安定かというのは、事実を開示して、こうい

う考え方もあるけれども、こういう考え方もあると、町民の皆さんいかがで

すかということを提示するのが本来の姿で、判断するのは町民の方が判断す

ればいいわけ。今回、そのことは特に言ってないんです。私は、8,960円と

いう料金請求、これがどういった根拠でなされたのか、そこがわからないん

です。総務課長にお聞きしますけれども、どういった根拠でこの請求を起こ

されたんですか、ご回答お願いします。 

総務課長 渡辺さんも覚えがあると思うんですけれども、町長、副町長、私、それから

渡辺議員さん、4人で町長室でこの件についてお話をさせていただきました。

その折に、この渡辺議員さんの書いた記事については、やはり早く訂正を載

せていただいて、要するに町民の皆さんに余計な不安を与えない、そういっ

たことで早く対処していただきたいというふうに申し入れを行って、もし渡

辺議員さんのほうで出さないのであれば、こちらで広報を使って、それにつ

いての反論を載せて、その費用については渡辺さんに請求をさせていただき

ますというお話を申し上げたかと思います。そのときに渡辺議員さんのほう

も、特にそれについて私は払わないよとか、そういう否定はなさらなかった

と。ですから、実際にこういう形になったもんで、載せさせていただいたと

いうことでございます。 

２番議員 少なからず協議した事実は認めますけれども、そこで私が、今言ったような

総務課長の取り扱いを是認したことは一言も言っておりません。私はそれに

ついて返事をしておりません。要は、協議してないんです。協議の中身は誓

約されていないんです。そのことだけは確認しておきます。それで、それで

は協議を行えば、もろもろ町民に対して町が何らかの名目で請求を起こすこ

とができるんでしょうか、そこの根拠を教えてくださいと言っているんで

す。 

総務課長 例えば、町の土地を個人に売るとか、個人から払い下げ申請があって売ると

いうようなこともありますけれども、町は昔からずっと原因者負担というこ

とを原則にしておりまして、原因があるほうが費用負担をするということを

ずっとやってきております。これは、原因者負担ということで、その場で契
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約を交わして、この費用についてはお支払いいただきますということでやっ

てきておりまして、今回のケースに関しましても、合議の中で、契約は取り

交わさなかったですけれども、口約束も契約になりますので、約束はしなか

ったということなんですけれども、そこで否定もしなかったということだか

ら、我々は受け入れていただいたという解釈でおりました。そもそも、今話

をしていることについては、8月8日の全員協議会で全てお話ししたつもりな

んです。ですから、できましたらそのときのことを尊重していただければと

いうふうに思います。 

２番議員 私は、なぜ料金請求が行われたのか、私なりに考えました。この中で、町長

からも先ほど、私は町民の不利益になるようなことを書いたり、不安に陥れ

るようなことを書いたという、まさにそういうことが事実としてあって、そ

のことが町に対して不利益を生じさせたんだなということを考えまして、そ

の不利益に対するいわば処分、こういった形がこの料金請求の根拠になって

いるのかなというふうに考えまして、今、総務課長から、原因者負担という

契約も、そういった不利益処分の一環というふうに考えられているわけです

が、そういう認識で、総務課長、よろしいんでしょうか。 

総務課長 私の言ったことと今の捉え方は違うと思います。 

２番議員 どのように違うんですか。 

総務課長 ですから、お互い話をする中で、そもそもの原因者は渡辺議員さんであった

ので、ご負担をいただけますかと、いただきますよという話をしたときに、

了承もされなかったけれども否定もされなかったということで、我々は了承

されたものと思い込んで請求をさせていただいたと。この件につきまして

も、議会のほうで請求すべきではないというご意見をいただいておりまし

て、それはもう真摯に受けとめて、そうしますというお答えをしてございま

すので、一件落着している問題だというふうに解釈しておりますが。 

２番議員 どのように解釈しているかは、今の問題じゃないんです。私自身がやはり理

不尽であるということに対して、適切に応えていただきたい。今、不利益処

分じゃないということと原因者負担、これで契約を交わしているということ

で、契約なんか交わしておりませんから、そもそも成り立っていない話でご

ざいます。では、不利益処分以外のどういった理由で料金が請求されたのか、

全然説明されておられません。ただ、そのことで、ちょっと時間も押してい

ますので、こういう不鮮明なやり方で料金というのが、町民にある面一方的

な通告で、是認もしなければ、否定もしないから出してしまえと、こういう

やり方というのは、果たして適正な方法なのかどうか、副町長、いかがです
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か。 

副 町 長 今回の場合は異例、ここにも書いてありますように、異例のことであります

ということでございまして、一般論では論じられないことだと思います。今

回のことは異例のことなもんで、これは全てこんなことでやるということは

絶対ないことでございますので、異例中の異例ということで考えていただけ

ればと思います。 

２番議員 異例であっても、ある面不法行為に当たるんじゃないかと思うんですがいか

がですか。 

副 町 長 不法行為というか、話の中で進んできていて、そのとおりやったということ

なので、不法行為に当たるかどうか、ちょっと私よくわかりません。 

２番議員 少なくても契約もできていない、言った、言わないのレベルで請求書が発行

されること自体が非常に問題なんです。これが異例中の異例であるという形

で処分していい問題なのか、それは一旦棚上げして、私は、私に対するいわ

ば不法行為であると、要するに私の人権を侵害しているということになりま

す。この件については、地方公務員法の32条では、公務員は、職務の遂行に

当たり、法令、条例等に従う義務があると。義務というのは、条例等に料金

請求の根拠があるということです。それがないにもかかわらず行っているか

ら、不法行為だというふうに申し上げておるんです。そのことをまず申し上

げておいて、次の質問に移ります。 

公開質問問い6の(3)では、「議会の皆様の意見をお聞きし、請求の撤回を含

めて検討したい」とありますが、議会の意見はいつお聞かれになりましたか、

総務課長、お聞かせください。 

総務課長 渡辺さんのお手元にはこれはないでしょう。 

２番議員 あります。 

総務課長 このとおりでございます。 

２番議員 この8月8日の全協のときに、初めて説明で撤回しますというふうに申されま

した。撤収も含めて、議員の皆さんと検討すると、事前に検討するというふ

うに、公開質問状ではこう回答しているんです。その事前の意見聴取はされ

たんですかと聞いているんです。いかがですか。 

総務課長 すいません。ちょっと質問の要旨がわかりません。もう一度お願いします。 

２番議員 8月8日の全員協議会の席上で、理事者側から、わたなべ通信への料金請求は

取り下げますという説明が行われました。その取り下げるということについ

て、私の公開質問状には、事前に議会に諮って検討しますと回答されている

んです。ですから、事前にその検討がいつなされたのかと聞いているんです。
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おわかりですか。議長、ちょっと時間がなくなっちゃうんで、急いでお願い

します。 

時間が迫るので、早目に回答お願いします。 

議  長 答えられませんか。 

総務課長 議会の皆様のご意見をお聞きした上でというのは、全体には聞いておりませ

ん。ちょっとこれがよくわからないんですけれども、いずれ全協ではお聞き

した中でやったということです。 

２番議員 公開質問状に対して、間違った、履行しない回答をしているわけですよね。

事前に議会に諮って、取り下げも検討するって書いてあるわけですけれど

も、そのことを確認しながらですね。私は、やはりこの一連の料金請求の問

題は、法令に準拠しない請求を起こしていると。公開質問に回答したことも

履行しないで取り下げている。課金したことも、取り下げたことの理由も明

示していない、要はそれは根拠がないからです。このような料金請求という

のは、条例や規則に従っているという公務員法や行政手続法に明らかに抵触

し、問題があると考えます。このようなことを実際に行った執行者に対して、

場合によっては地方公務員法28条や29条に照らして、相応の責任をとるべき

ではないかと思いますが、町長、いかがでございましょう。 

町  長 今、渡辺議員の質問がちょっと解釈できないという部分がありますけれど

も、少なくも、今回のこういったものが起こってきたのは、先ほど解釈の違

いというものはそれでしようがないと思います。余りにも数字の違いがあり

過ぎた、毎回あります。そういった部分を鑑みまして、ぜひ正確な情報を町

民の皆さんにお伝え願いたいということで、再三にわたって協議した覚えが

あります。それの積み重ねでこうやってきたわけですけれども、渡辺さんの

今、何がいけないかということを言われているところがちょっと私には理解

できませんので、よく精査した中で進めていきたいと思いますが。 

２番議員 今、私の質問には答えられてはない。私が私個人の問題を取り上げているん

ではなくて、広報の取り扱い方に非常に、いわば行政側として守るべく公平

や公正、中立、こういった観点が欠落していると、こういったことが総務課

を中心に行われているということは、行政全般をゆがめることになるからだ

という認識で私は質問しているんです。したがって、一旦瑕疵があった場合

には、しかるべく厳正な処分を私はお願いすべきではないかと。しかも、歴

然とした公平・公正、中立を侵食するような行為が行われている事実がある

わけです。そのことはしっかりけじめをつけるのが、基本的な行政マンとし

てのあるべき姿ではないかと。そういうことを積み上げていかないと、小さ
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なことを看過していくと大きな過失につながる、そういうことを危惧するか

ら私は取り上げておるんでございます。たかが8,900円の料金がどうのこう

のじゃないんです。手続的に瑕疵があったら、やっぱりそれはまずいんです。

まずいことを反省して、行った方をしっかりその責任を明確にし、町民に示

すと、こういう態度が必要じゃないかと思って、私は一般質問をしておるわ

けでございます。その上で、今申し上げましたこと、法令に準拠しないで請

求書を起こしたと、これははっきり公務員法違反です。このことについて、

しっかり私は責任をとるべきだということを申し上げて、そのことのとる覚

悟はありますかと町長にお聞きしているんです。 

町  長 公開質問状のご返答の中で、6の(1)についてということでございます。公民

館報第512号の印刷費は、全体で18ページであり、24万2,000円で、当該記事

1ページの3分の2の分は8,960円となりましたということですので、その分を

ご請求したと。それについて、町長室の中で4名で渡辺さんにお話をし、そ

してその後も、あれは払えないやというような返答はなかったということ

で、請求をさせていただいたという経過がございます。それはおわかりです

よね。 

２番議員 はい。 

町  長 今、渡辺さん、先ほどから言っている根拠がない、根拠がないというのは、

ここに根拠ありますので、ぜひご理解願いたいと思います。 

２番議員 先ほど根拠を示せと言ったことに対して、協議をしたと。でも、協議は物別

れに終わっているんです。私が強いて根拠として求められるものは、私が町

に与えた不利益処分じゃないのかと言いましたら、それでもないと言いまし

たよね。何なんですか、それじゃ。印刷費の一部負担、それは不利益の中身

に該当する項目立てなんでしょうか、違うでしょう。印刷経費であれば、印

刷経費として別の項目立てであらわすべきであって、損失利益、その積算の

数字でなければ請求金額としてはおかしいんです。そこのことの意味わかり

ますか、総務課長。ちょっと理解を、どのように理解したか、ちょっと話を

聞かせてください。 

議  長 黒澤町長。 

２番議員 総務課長に聞きます。 

総務課長 これについては、純然たる印刷代ということで請求をさせていただいており

ます。先ほど町長のほうから申し上げました全体で20何ページあって、1ペ

ージ当たりがこの金額になるということで、あ、1ページ当たりというか、1

ページのこの下の「憩うまちレポート」は、この分は除いて、この数字を出
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してございます。先ほど来申し上げているとおり、町長室で4名で協議をし

たときに、承知もしてないけれども否定もしてなかったですよね。だから、

我々はもうそれで渡辺さんが納得されたんだという理解でおりました。その

ときに、やはり渡辺議員さんも、では載せますというふうに言ったような気

がします。気がする、はっきりとは記憶にありませんけれども、私は毎回や

っているからやりますよと、じゃあ早くやってくださいという中で、いつに

なってもその訂正が出てこなかったから、やらせていただいたと。それから、

ついでにすいません、立ったついでで申しわけないんですが、例えばこの次

の号ですね。次の号で、課長たちが町長にそんたくしたかのような表現もあ

りました。そういったところがちょっとね、我々はどうかと思うんですが。 

２番議員 質問事項以外のほうに話を振らないでいただきたい。少なくても、全く請求

の根拠が不明確、そのことについて、印刷費というのは何で請求根拠なのか、

皆目理解ができない。言った、言わないの話になるから、時間も押してくる

ので、少なくても私はこの請求については、行政手続法にいささか逸脱して

いると思わざるを得ません。行政手続法にはですね、第12条で、処分の基準

は、できるだけ具体的に定め、公にしておくことと書いています。今回の請

求書発行の具体的な基準は、どこに、どのように公にされているのか。2点

目は、13条では、聴聞、弁明、意見陳述の手続をとりとありますが、こうい

う機会を1回でもとったことがあるのか、協議以外、一切私への交渉はあり

ませんでした。14条では、「不利益処分の理由を示さなければならない」と。

具体的に、町民の不安をあおったということが不利益になるのかどうか。町

が言えばそれが事実なのか。決して不安に思っている町民だけではない、そ

ういった行政手続法を全く何も履修していないにもかかわらず、請求書を発

行しているんです。これは、公務員法で規定した、公務員は、条例や規則に

のっとって行動するという規定に真っ向から抵触している問題で、しかもこ

のことを総務課長みずからが犯しているんです。総務課長というのは、町職

員の違法行為を是正したり、そういった立ち位置にあるセクションで、みず

からがこういう違法な行為を行っていると、このことを私は問題にしたいん

です。そのことについて、総務課長、どう考えますか。 

総務課長 私たちは、真摯に行政に対して取り組んでいて、町民に対してもありのまま

の説明をしたいということでやっております。それをですね、こういった形

で取り組んでいることが、実際町長のところにも、このやつが出たとき、そ

れから次の号が出たとき、町民の皆さんから「町長、何やってるだ」という

電話がかなりあったようでございます。それだけやはり出すものについて
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は、町民に対して影響があると。その影響がある中で、見方によれば正しく

ない情報を載せられるということは、我々行政マンにとっては納得のいかな

い部分ございます。それから、法令違反、法令違反と渡辺さんおっしゃって

おります。法令違反になるのかどうなのか、専門家のご意見もいただきなが

ら対処していきたいと。もしあれでしたら提訴していただいても結構です

し、誰が法令違反なのかということがはっきりするような形でやっていただ

ければというふうに思います。 

２番議員 私は今、行政手続法の3つの条項について、これを履行しましたかと聞いた

んです。したのか、しなかったのか、確認してください。 

総務課長 再三申し上げているんですが、とにかく4人で話をしたときが話の発端であ

りまして、それに沿ってやらせていただいているということです。 

２番議員 答えになっていないんです、はっきり言って。やったのか、やらないのか、

12条、13条、14条を履行したのかどうか、そのことをお答えください。 

総務課長 先ほどから申し上げていますとおり、4人でお話をさせていただいて、渡辺

議員さんが訂正文を出していただけないのであれば、こちらで訂正文を出し

て、それにかかった費用については、もしやった場合には請求をいたします

という話をさせていただいたときに、肯定もありませんでしたが、否定もさ

れなかったというふうに考えております。当然、否定をされなかったのであ

れば了解を得たものだということでやっておりますから、それが手続であっ

たということでございます。 

２番議員 言い張るだけ言い張るという形でしか捉えようがないんですけれども、私

は、実に行政みずからが、法廷でやるんならやればどうぞというような回答

に対して、非常に腹立たしい思いを感じておるわけです。先ほど町長と真摯

に腹を割ってというような話があったと思いますけれども、そういうものに

対して全く水を差す答弁でしかない。ある面、私はこういったことがまかり

通ってきたのが今日に至っているんだというふうに感じて、次の質問にいた

しますけれども、総務課長、続けて質問しますけれども、こういった料金請

求というのは、過去にも何かやったことはあるんですか、そのことをお聞か

せください。 

総務課長 先ほども副町長申し上げたとおり、今回の件につきましては大変異例なこと

でございまして、過去にはこういったこともありませんし、請求したことも

ございません。 

２番議員 総務課長、今ないとおっしゃいましたけれども、1つの事実を示します。こ

としの4月2日、3日、4日に、私は町の公用車を借りたいと申し出しました。
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そのときに、わたなべ通信から八峰村の記事をカットすれば公用車を貸す

と、これはこれで大変大きな職権の濫用です。私の通信の記事をカットすれ

ば公用車を貸すと、これははっきり言って、大きな過失ですからね。あわせ

て、その約束を破ったら、レンタカー代を請求すると言われました。請求す

ると言っているんですよ、あんた。事実、請求をしているんです、僕に。誓

約書も用意していました。今、ないと言ったのはうそでしょう、いかがです

か。 

総務課長 そもそも論を申し上げますけれども、そもそも公用車というのは、私管理者

なんですけれども、公用車を公用以外に使ってはいけないということになっ

ております、条例上。それで、ただ、今回のケースについては、被災地支援

という特殊な事情があったということでありましたので、ただし、渡辺議員

さんの場合、自分の政治的な、要するにわたなべ通信のところに八峰村の記

事を載せていると。ということは、八峰村に関しては、ボランティアとかそ

ういったものではなくて、政治的組織のものではないかというふうに私はと

りました。ですから、公用車をどうしても使いたいのであれば、わたなべ通

信から八峰村を削ってくださいと申し上げました。それが約束できなければ

レンタカー代も請求しますと。請求しますとは言いましたけれども、請求は

しませんでした。 

２番議員 質問の趣旨が異なえております。少なくとも、八峰村は政治団体じゃありま

せん。申請したのは八峰村です。わたなべ通信、タクミの会が申請したので

あれば、公用車は貸し出し難しいんでしょうけれども、少なくとも八峰村は

過去8年間、公用車を借りて支援を続けてきた活動でございます。それはそ

れでこっちへ置いときまして、しかもレンタル料金代を課すと、これは料金

請求と一緒じゃないですか。それは、はっきり言って、町の条例や規則、そ

ういったことにしっかり明記されている問題なんですか、そこを教えてくだ

さい。 

総務課長 そもそも論の一番の基準のわたなべ通信と八峰村、これ切っても切り離せな

い関係にあるものをこっちへ置いといての議論は、私はだめだと思うんで

す。わたなべ通信に八峰村が載っているから、これは政治的な活動と、私は

そういう理解でおります。ボランティアだとは思っていません。ですから、

ボランティアで公用車をお使いになりたければ、わたなべ通信と八峰村は別

のものにしていただきたいというふうにお願いを申し上げた次第でござい

ます。 

２番議員 話を戻しますけれども、料金請求しないというところの話を今したんです。
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総務課長、料金、しないと言いながら、つい四、五カ月前に料金請求してい

るじゃないですか、この事実をどう見るのかと。請求書は発行しないけれど

も、要求したことは事実でしょう、それは認めないんですか、どうですか。 

総務課長 請求書を出していませんから。あとは言った、言わないの話になりますので、

2人だけしかわからないですから。 

２番議員 言った、言わないではなくて、ちゃんと私のメールに残っています。書いて

あるんです。それから、誓約書もあなたが私に提案、出しました。それも原

案持っていますよ。ですから、いいかげんな答弁しないでいただきたい。私

は、はっきり言って、この間のわたなべ通信で八峰村の記事をカットすれば

公用車は貸すなんていうことは、本来、総務課長としての職権の濫用以外の

何物でもないと、これは明らかに公務員法違反です。このことをしっかり問

わないで、これから元気な明るい町をつくろうなんていう、こんな浮ついた

言葉が信用できるわけないんです。まずは襟を正す、そこからスタートすべ

きだと私は考えております。 

今回の質問全体を総括して申し上げますけれども、この一連のわたなべ通信

の広報掲載をめぐっては、広報のあるべき姿をゆがめております。これは、

町長、町も認めたとおりでございます。明らかにかくかくしかじかという根

拠で渡辺に請求書を出したんですよという根拠もはっきり示さないと。言っ

て、否定しないからやっていいんだと、これはできれば会計管理課長にも聞

きたいことですけれども、こういうことが許されるのかどうか。ただ、時間

が押しているんで、後ほど確認させてください。こういう形で請求が、会計

管理者として許されるのかどうか、見解を後で聞きます。それから、議員の

声を聞きながら取り下げを考えますという公開質問状を書きながら、その手

続は一切履行していません。それで、全協の説明会でいきなり取り下げます

と言いました。もちろん、その間、私にも一言の説明もありません。あるい

は公用車の貸し出しに、わたなべ通信の記事の差しかえを求め、わたなべ通

信は私の政治活動の一つですけれども、八峰村は明らかに町の公認のボラン

ティア団体でございます。それを総務課長の一存で、それはボランティアじ

ゃないと今おっしゃられましたけれども、はっきり公民館活動の中でボラ連

にも入っているし、明確にボランティアとして活動をもう10年以上も続けて

いる団体です。そういった団体に対して、いきなり渡辺の政治活動の一環で

やっているというようなことは、いささか総務課長の弁としては言い過ぎで

あり、これは違法な行為にも該当します。はっきり申し上げまして、地方公

務員法30条では、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務への
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専念を義務として掲げ、職務上の義務規定に違反した場合、懲戒処分の対象

になると、このことをしっかり肝に銘じていただきたい。あわせて、32条で

は、公務員は、法令、条例の定めに従うこと。それから、行政手続法第3章

の不利益処分の第12条、13条、14条、全く履行されていませんけれども、こ

ういったことをやらないで、いきなり請求、不利益処分をしているんです。

これが公務員法違反でなくて何でありましょう。それから、こういった職員

の模範となるべき総務課長が、こういった態度で開き直って、8月8日に全て

議会で決着したことだと、全く私は理不尽で納得できない。さらに、出ると

ころに出ればいいでしょうというような発言は、さらに不可思議な言動でし

か思えない。このことについて、あと少し時間がありますから、総務課長、

どう考えるか、お答えください。 

総務課長 私はですね、八峰村の活動を否定したわけでもないし、八峰村はきちっとし

たボランティア団体だという認識は持っています。それはあれですよ、また

渡辺さん、間違えないでください。私は、八峰村はちゃんと認めています、

ボランティア団体として。やっていることも理解しています。ただ、わたな

べ通信に同じ、要するに代表者として渡辺均さんという名前が書いてあっ

て、政治団体の紙面とボランティアのものが一緒になっていて、私は、逆に

言えば売名行為じゃないかなという判断をしました。それで、ボランティア

団体であれば、要するに政治団体の文書とは一線を画してくださいというお

願いをしたわけです。私のお願いが間違っているかどうか、皆さんで議論し

ていただいても結構なんですけれども、私は間違ってないと思います。 

２番議員 今、個別の話をしましたけれども、僕はもう少し包括的な答弁を求めた、わ

かりませんかね。まあ、いいです。例えば、わたなべ通信には、この間も何

回か八峰村のことを書いております。副町長は、総務課長のころ、公用車を

借りて飯舘村に行って、その記事を書いております。副町長のときには許さ

れて、今回は許されないというその差はどこにあるのか、副町長、お答えい

ただけますか。 

副 町 長 私が総務課長のときに許可を。 

２番議員 はい。 

副 町 長 ちょっと前のことで記憶にないと言っちゃあれなんですけれども、いずれボ

ランティア活動でやっていて、八峰村さんですね。公用車を貸して、そのボ

ランティア活動を活発するということで許可したと思いますけれども。 

２番議員 その許可を受けて行ってきた、活動成果をわたなべ通信に書いております。

書いたことが、総務課長が言うように、政治行動、書いてはいけないことな
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のかという、私もしかるべき機関に問い合わせしましたら、何を書いても構

わんという回答を得ています。したがって、私はいささかもひるむことなく、

これからも書き続けたいというふうに思っております。それで、もうあと4

分しかありませんので、どういうふうな形でこの決着をつけたらいいのか、

よくわかりませんけれども、少なくても私は、この間の一連の私に対する、

あるいはわたなべ通信に関する取り扱いには公務員法に抵触する事実があ

り、行政手続法にも抵触する事実があったことだけは確かだと認識しており

ます。その件について、改めて総務課長に聞きますけれども、そういう認識

はないんですか、いかがですか。 

総務課長 見解の相違があると思います。 

２番議員 これだけ事実をお示ししても、見解の相違で課題、問題から避けるというこ

とについて、町長、改めてご意見を伺いたいと思いますが、いかがですか。 

町  長 今、渡辺さんが何条のどうのこうの、何がどうのこうのということにつきま

しては、私も今言われたばかりで、その中身については精査できてない状態

でございます。したがって、それに対しての答えはできないというのが今の

状況でございます。わかった部分で、しっかりお答えしたいと思います。そ

れから、少なくもですね、やっぱり総務課長にしろ各課長、それから我々は

この町のためにと思ってやっていることですので、ぜひご理解願いたい。そ

れと、まず渡辺さんのわたなべ通信、これは出して結構なんですが、数字等々

のいわゆる間違いは、ぜひ注意していただきたいというふうに思います。ま

あまあとは言っても、これは私の本当の気持ちですので、ぜひお願いいたし

ます。 

２番議員 数字等の間違いについては、改めて申すまでもなく、私はおわびと訂正して

おりますので、そこをご理解ください。あわせて、私は今回の一連の行為が、

はっきり言うと、公務員は法令、条例等に従ってもろもろの活動するという

条例に違反するし、違反した場合には懲戒処分の対象になるんだと、こうい

う地方公務員法の法律に従って、厳正な責任の所在、これを確認して、その

処遇を確認していただきたいと。それを議会に対してもしっかり説明をし

て、そのことを町民にも説明していただきたいと思います。あわせて、冒頭

で申しましたわたなべ通信を広報で取り上げたことは間違いであったとい

うことについては、同じ広報でその旨をしっかり開示していただきたいと、

そのことについては、町長、いかがですか。 

町  長 議会からの指摘とおりだと私は思っております。それを真摯に受けていきた

いと思います。ただし、渡辺さんは、小海の一番紳士の町会議員であります。
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誤報を出して、次改めればいいというもんじゃないです。そう思います。 

２番議員 「過ちて改めざる、これを過ちという」、私は常に謙虚に取り組んでまいり

ます。お互いに謙虚であれば、謙虚同士で話し合っていってもいいでしょう

と。しかしながら、総務課長は、俺はもうこれ以上言うことがないんで、法

廷なら法廷でというような答弁をされました。これ、謙虚なあり方なんでし

ょうか。私はもうはっきり、もう仕方ないなと、こういう態度で議会から町

に出した要望の3番目に慎重にと書いてある。そのことがまだ理解されてい

ないんじゃないかと思って、そのことを伝えて一般質問を終わります。 

議  長 以上で第2番 渡辺均議員の質問を終わります。 

ここで3時20分まで休憩といたします。       （ときに15時05分） 

第９番 的埜 美香子 議員 

議  長 再開いたします。                 （ときに15時20分） 

次に、第9番 的埜美香子議員の質問を許します。的埜美香子君。 

９番議員 第9番 的埜美香子です。通告に従いまして一般質問をいたします。 

早速1つ目の質問、町の交通政策についての質問をさせていただきます。町

の交通体系については、長年の課題であります。私が初めて議員になったと

きからだけでも、もう10年たちます。そのときにも、町営バスは大きなバス

で空気を運んでいるとか、昼間の運行が少ないから、出かけたはいいが、い

い時間に帰れないなど、そういった声が多く、町営バスの審議会でも、私も

参加しておりましたが、議論が始まり、デマンド交通の視察研修なども行い、

議会でも北杜市に視察に行ったり、研究が始まりました。そのときに私も、

御代田町が始めたタクシー利用助成制度を紹介し、担当の職員さんの皆さん

に研究を重ねていただき、タクシー利用助成事業が始まりました。その後は、

町営バスの土日運行の廃止路線などもあり、タクシー利用の拡充を進めなが

ら今に至ると思います。しかしながら、町の交通体系にはまだまだ多くの課

題があるということで、議会のほうでも京丹後市のほうに視察に行ったり、

研究課題の一つになっています。そういった中で、昨年、「町営路線バス等

運営審議会」を改めて「交通政策審議会」が設置されました。今、私の記憶

に残る特徴的だったことを思い出しながらお話ししたわけですが、この間の

町の交通体系の経緯と課題、審議会の見直し、変更の意義はどこにあったか

ということを改めてお聞きしたいと思います。お願いします。 

町民課長 お答え申し上げます。「町営路線バス等運営審議会」から「交通政策審議会」
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にかわったことの意義ということでご質問をいただいております。今、9番

議員さん申されたとおり、長い年月をかけての課題ということでございま

す。現在の町営路線バスの課題ということにつきましては、昼間の時間の利

用客が少ないこと、それから大型・中型・小型バスを利用して運行している

わけですけれども、それの小型化、あるいは合理化といったものをもう少し

進められないか、それから運転者の高齢化等が挙げられるかと思います。そ

うした中で、本年度平成31年度から、町営路線バス等運営審議会を改めまし

て、新たな審議会委員として町議会議員2名、町内の公共的団体の代表者の

方3名、町内の公共交通事業者2名、利用者4名、公募2名、計13名で審議会を

構成いたしまして、町営バスの運行も含めて、他の交通手段を利用しての交

通体系など、小海町における総合的な交通政策に関する重要事項を調査、審

議するため、交通政策審議会を立ち上げたということでございます。本年度、

今までに2回審議会を開催し、現状の課題について、新たな交通体系の案に

ついて審議していただいているという状況でございます。以上でございま

す。 

９番議員 ただいま課長が述べられた問題点、多々ある中で、これまでのバス等運営審

議会では、町全体の交通政策のあり方までは審議が難しいということで、今、

課長が述べられたように、総合的に新たな交通政策を審議する審議会ができ

たと私も認識をしておりました。私も新たにこの審議会に選出をされ、第1

回の審議会が5月23日にありました。ところが、私が思っていた審議会では

なく、審議委員の人数や構成メンバーも以前からのバス運営委員会のときと

大して変わりはなく、この審議会の条例案が昨年の12月に出されたときに

は、町営バスとは別で町の交通政策を専門的に部会を置いて話し合うと言っ

ていたと思いますが、そういったことがなかったので、1回目の審議会のと

きに部会を置くことができると条例にはありますが、これからどのように進

めていくのかをお聞きしたところ、場合によっては部会で話し合うこともあ

るというふうなお答えをいただいたと思います。そして、委員はこれ以上ふ

やさないのか、利用者の立場の方をぜひ委員に加えていただきたいというこ

とをお願いをしました。第2回の審議会が8月22日に行われましたが、委員も

ふえておらず、審議事項で新たな交通体系について、バスの運行変更と大

型・中型バスの昼間運行の見直しに伴い、小型のワゴン車の導入、そして運

行しなくなる地域のタクシーの利用助成事業の拡充の案が出されました。そ

して、1回目の審議会でも出されていましたが、運営形態を民間委託する案

が出され、こういった言い方もあれですけれども、大した審議がされないま
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まに了承されました。課題の洗い出しがもう少し必要ではないかと疑問も投

げかけましたが、余り意見が出ませんでした。こういった審議会のあり方や

進め方でいいのか、疑問に思いました。この審議会、このままこういった形

で進めていくのでしょうか、今後の考えをお聞かせください。 

町民課長 この審議会につきましては、今、議員さん申されたとおり、昨年度、審議会

条例ということでお認めをいただきまして、審議を進めているところでござ

います。この条例の中で、審議会の委員の数につきましては、どういった内

容で進んでくるのかがはっきりしていなかったことがありまして、緩みを持

たせまして、委員20人以内ということで組織を立ち上げてございます。審議

会条例の中で、今申されましたとおり部会ということで、部会を設けること

ができるということで条例をつくってございます。この部会につきまして

は、町営バスのみの審議会にはなりませんので、もしかしてこの町営バスの

部分でダイヤ改正等、年2回あるわけですので、それの審議のみで開く可能

性もあるかなということで、そうした場合、全員の方でなくて、関係者を集

めるということも想定した中で部会というものを想定して、条例にうたって

ございます。この委員20名以内とうたってありまして、現在は13名の委員さ

んを委嘱ということでありますけれども、審議会の今後の審議の展開によっ

て、新しく委員さんも委嘱できるような柔軟性を持たせたつもりでございま

す。2回の審議会におきまして、やはりバスを全てないものとして、新しい

交通体系という審議というのはなかなか難しい部分もありまして、バスも20

何年という長い歴史がございますし、実際に中型・小型バスを保有している

中で、それを全てないものとして次に進むことも難しく、大変進め方、進み

方が難しいかとは思っております。確かに、2回目の審議会におきましては、

委員さんからの活発な意見というわけにいかなかった部分もございました。

そういうこともございまして、審議会で審議を進めると同時に、また町の議

会議員の皆様のご意見もう伺わなければいけないという思いでありまして、

今定例会の全員協議会で同じ資料を提出させていただいて、また、議員の皆

様からのご意見も頂戴して、さらに審議会に持ち帰ってということで今後の

審議を進めてまいりたいという段階でございます。以上でございます。 

９番議員 ただいま町民課長のご説明で、審議委員の人数だとか、今のバス体系を基礎

として、ないものとするのは難しいということで、もちろん私もそういうふ

うに認識はしております。そして、この後、ことしはまたあと2回予定され

ているということも、審議会ね、あるということで、しかし、このままの形

で回数を重ねていくことが、先ほど町民課長のほうからも、ちょっと十分な
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議論ができるのかどうかということを私は心配をしております。小海町交通

政策審議会条例では、先ほど申されたように、第2条で「審議会は、委員20

人以内で組織」するとあります。前のバス等審議会条例で15人以内だったと

ころを、わざわざ5人をふやして20人以内としたのに、委員は13人しかおり

ません。これでは部会を設けることもできないんじゃないかというふうに私

は思っています。条例の中で、委員は、「町長が必要と認める者」とあり、

交通弱者を踏まえた中で決めていくというふうに説明を受けたと思います。

町長の考えもお聞かせください。 

町  長 小海町の町営バス、今までも大変小海のインフラの中では重要視され、そし

て活用していただいたと思います。しかし、昨今の事情を考えますと、もう

少し小型化、あるいは効率のいいことはできないかと、私も観光協会長を務

めていまして、12年間、そこに入らせていただいたわけなんですが、やはり

的埜議員おっしゃるとおり、民間人のときは歯がゆさを感じたわけなんです

けれども、まず今バスが存在しているのは、学生といいますか、生徒という

か、そういう皆さんのものは一番先になるかと思うんですけれども、あとの

問題につきましては、課のほうでも無駄のないよう、そして効率のいいよう

に、審議会の中で皆様のご意見を拝聴しながら進めていくということで、も

しこの2回がちょっと手薄であるということになれば、また皆さんと相談し

まして、慎重に人選をした中で、部会がきちっと開けるようなそういった人

選をしていきたいと思います。 

９番議員 効率のいい審議会になるようにということで、町長、今のお答えだったと思

います。今、町長もおっしゃられたように、町長ね、町長になる前は観光協

会長として、バスの運営審議会の委員をされていたので、これまでの経過だ

とか、今のタクシー利用助成制度が導入された、そういう経緯なども全部か

かわってきているので、よくわかっておられると思います。先ほど前段で申

し上げたとおり、タクシー利用助成制度も何年か研究を重ねてできた制度で

す。当時、隣町の佐久穂町のほうにもデマンドバスの視察もさせていただき

ました。この佐久穂町も今のデマンドバスのシステムができ上がるのに、佐

久町時代から検討が始まり、やはり視察に行ったり、合併後も研究を重ね、

今の「げんでる号」ができています。この「げんでる号」のモデルになった

福島県の小高町は、全国で初めてデマンドバスのシステムを導入した町なん

ですが、この小高町も専門委員会を設け、課題の整理、ニーズ調査、地域住

民の移動手段調べ等、また、試験運転も含めて、3年ほどかけて始まったよ

うです。できたばかりの審議会、1回目の審議会から民間委託を視野に入れ
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た話がされ、2回目の会議で民間委託の方向性が決定される。先ほども言い

ましたが、中身の議論が全くない中で、余りにも拙速な話だと思います。民

間委託がいい、悪いの問題ではなく、せっかく新しい審議会ができたのです

から、前のバスの審議会の延長ではなく、課題の整理からまず始めて、今後

の町の福祉サービスも含め、どのように発展させていくのか、そういった議

論にもっと時間をかけて重ねていくことが大事だと思うのですが、その辺は

いかがでしょうか。 

町民課長 おっしゃるとおりでございますが、これありきという形で進めていくという

つもりはないわけでございまして、十分また課題の洗い直し、それから民間

委託がいいのかどうなのか、それから現在の体制で、一番我々のほうで問題

視していますのは運転者の人材不足、高齢化といったものが目前にあるわけ

でございまして、そういったことも絡めながら、委託と申し上げましても、

ちゃんと受けてくれる方がおられるかどうかもこれからの話になりますの

で、拙速でない、十分な議論は重ねていくという覚悟でございます。以上で

す。 

９番議員 ありきで進めていくつもりはないということですので、ぜひじっくりと話し

合いを持てる協議会にしていっていただきたいと思います。あしたの全員協

議会の中でも話し合われる予定になっているということですので、ほかの議

員の方からの意見もぜひ聞いていただいて、もう少し丁寧に進めていただき

たいと思います。 

もう1点の質問ですが、タクシー利用助成事業のさらなる拡充をということ

で、審議会の中では昼間のバスの廃止路線の地区、杉尾、五箇、溝の原にタ

クシー利用助成事業の拡充として、現行購入限度枚数48枚から60枚にふやす

ということが提案されました。タクシー利用助成事業が平成24年から始ま

り、7年が経過する中で、多くの方が利用されるようになり、購入金額の見

直しや、購入限度枚数をふやしていただいたり、町内利用のみだったところ

を町外もオーケーにすることによって、便利になったと思います。しかし、

利用されている方の声を聞いてみますと、「枚数がまだ足りない」とか、「自

分の住んでいる地区は山手だから金額がかかってしまう」「タクシーのほう

が便利だけれどもちゅうちょしてしまう」「やっぱりバスのほうが安いか

ら」、そしてまた、「近くの人は300円で済むからいいよな」と言う方もいま

す。不平等感を持っておられる方がまだ結構いらっしゃるんです。助成制度

が始まって7年がたつ中で、利用状況がどのようになってきたか、地域別で

見るとどうか、今、私が挙げたような町民からの声は役場には届いているの
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か、お答えください。 

町民課長 タクシー利用助成事業につきまして、資料つづりの4ページに利用状況とい

うことで資料を載せさせていただいております。これは30年度のものでござ

いまして、表が2つあって、左側は地区別の利用状況ということで、地区別

に実際に購入された方の人数、町内全部で282名の方が購入をされておりま

す。実際に利用された枚数が、全部で6,458枚ということの地区別の利用の

表でございます。右側につきましては、1回1枚につき幾ら分で使われたかと

いうものをまとめたものでございます。300円の券1枚で、一番近いところで

は700円区分で6.9％使われておりまして、多いところでは880円が25％とか、

約1,000円のところで30％程度、1,200円のうち1,000円で利用されたという

のが30％といった数字になっておりまして、その下のほうにいきますと、町

外、それから医療センターとかもあると思うんですが、一番下で例えば1万

800円という区分は、これは9枚一遍に使ったというものでございまして、そ

れが4回そういう使われ方がされているといったふうに見ていただきたいと

思います。金額にしますと、合計で679万円ということです。タクシー利用

の販売枚数の変遷を見ますと、最初はやはり使い勝手もわからなかったと思

うんですが、26年の当時は約2,000枚、27年で3,000枚、28年度で4,400枚、

29年度になりまして6,000枚弱、30年度が6,500枚足らずということで、着実

にその浸透はしてきておりまして、枚数がふえてございます。現在、48枚が

上限の枚数でありますが、これを使い切った方というものを見てみたんです

が、48枚、上限枚数まで利用したケースの方が29名おられまして、パーセン

ト的には10％、1割の方が使い切っているという数字がございます。70才以

上の人口に対して、タクシー利用助成事業を利用した方は、全体で19.9％と

いうことなんで、2割の方がタクシー券を実際に利用しているというのが利

用者状況でございます。以上です。 

９番議員 ただいまの課長のお答えにもあるように、町民の中にこの制度は広く知ら

れ、だんだん2,000枚から今では6,000枚ということで、利用される方も2割

に迫っているということで、利用枚数もふえてきたことがわかると思いま

す。しかし、この表を見まして、利用状況ですね。左側の図の利用枚数から

実人数を割って平均を出しますと、やはり遠い地域の方の利用回数は近い方

の回数よりもかなり少ないことが、この表から見てとれると思います。地域

によっての不公平感、かなり出ていると思いますが、その辺の分析はどのよ

うにされているでしょうか。 

町民課長 細かな分析ということにはまだ至っていないのは事実でございます。今のと
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ころ、地区でここには回数と人数でございますけれども、地区ごとでご利用

の多いところというのをざっと見てみたんですけれども、一番多い集落の方

は笠原の方が多くて、実人数7人ということですけれども、70歳以上の方の

利用割合を見ますと、5割を超えている部分、あと多いところでは土村南町、

馬流の元町、清水町、やはりここら辺は近い方々が多くて、溝の原の方も70

歳以上の方は18名おられるんですけれども、そのうち6名使っておられます

ので、3分の1の方が利用されているという、今のところそのぐらいしかつか

んではおらないんですが、また、遠い方、近い方でどうという具体的なご意

見というのは、まだそれほどこちらに届いておりませんので、これからまた

声を聞いた中で検討してまいりたいと思っております。以上です。 

９番議員 ただいま課長、笠原と溝の原を出していただいたんですけれども、ここ確か

に人数もね、割合的にはすごく多くなっているんですが、この利用枚数から

実人数を割った平均から見ますと、ここはやっぱり1枚では済まないわけで、

回数からいくと近場の人よりは少なくなっているかなというふうに私は見

ました。もう一つ、このタクシー利用助成制度利用者がふえてきたとはいえ、

まだ使ったことがないという方の中には、役場へ購入しに来ることが困難な

方がいらっしゃるということです。例えば、移動図書館の際に買えるように

するとか、何かいい手だてはないでしょうか、お願いします。 

町民課長 今のところ、役場以外のところで販売ということはちょっと検討したことが

ございませんで、今後、先ほどの話じゃないですけれども、次回以降の交通

政策審議会において議題、審議のまな板にのせまして、審議の対象にしてま

いりたいとは思っております。以上です。 

９番議員 ぜひ、1人でも多くの方が利用できるように、ご検討いただきたいと思いま

す。 

そして、先ほども3番議員さんのほうから質問もありました、これからの免

許証の自主返納者がふえてくるというか、自主返納の問題ですが、返納した

ら不便だから返納をためらっている、そういう方もおられます。そういう方

も便利になるのが、今の制度の中ではタクシー利用助成事業なんじゃないか

なと私は思っています。先ほどの地域格差を解消するためにも、思い切った

提案をさせていただきます。1日どこへでも、何回でも、同じ金額で乗れる

タクシーの1日フリーパス券をつくってはどうかというご提案をさせていた

だきたいのですが、急な提案なのであれですが、いかがでしょうか。 

町  長 おもしろい提案だとは思いますけれども、やはり業者にお願いしているもの

であり、それがどういう効果が出るかというものを検証すべきだと思います
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ので、慎重に考えていきたいと思います。 

９番議員 初めて出した提案ですので、すぐに答えるということは難しいと思います

が、交通政策審議会の中で委員の方が、これからの町の交通政策を考えると

きの目的として、高齢者や障がい者の支援をどうするのかということが、ま

ず入っていないのはおかしいのではないかというふうな意見をされた方が

いました。町の全ての方がこの地域で生き生きと暮らしていける仕組みを行

政が積極的につくること、とりわけ足の問題はどうしても必要だと思いま

す。タクシーはやっぱり便利なんです。ドア・ツー・ドアですから、買い物

の量もふやせます。多少大きなものや重いものを買うこともできます。少々

天気の悪い日でも出かけることができます。最近では、タクシーの往来が頻

繁に見られるようになりました。いいことです。町の活性化にもつながりま

す。ぜひ積極的に検討していただきたいと思います。 

それでは、2つ目の質問に移ります。障がい者雇用についてということで、

以前、新井町長のときにも議論をしたことがあります。その後、状況は変わ

っているのか、少しそのときのやりとりを振り返らせてもらいながら質問を

させていただきます。通告書にも書きましたが、まず町職員の障がい者雇用

率は、そして民間はということですが、以前の質問では、役場については法

定雇用率2.3％が1人に満たないということで、雇用が確保されていないとい

うお答えでした。民間については把握していないというお答えでした。あれ

から、法定雇用率は0.2％ぐらい多分引き上げられて、さらに2021年3月まで

に0.1％引き上げられることも決まっているそうですが、現状はどのように

なっているか、お答えください。 

総務課長 お答え申し上げます。 

現在の町の障がい者の雇用につきましては、2名の方を雇用しております。

雇用率は1.92％ということになります。国が示す障がい者雇用の基準では、

国及び地方公共団体は2.5％ということに現在なっております。民間は2.2％

と。今、的埜議員おっしゃいました2021年に0.3％ではなくて、3年以内に

0.1％上がるというふうに私は調べた者から報告を受けているんですが、そ

ういうことだそうです。それで、2.5％に対して1.29％、低いわけではござ

いますけれども、これ毎年毎年、調査に来ておられるわけですけれども、こ

の範囲であれば許容範囲だということで指導はいただいているところでご

ざいます。以上です。 

９番議員 私の示した数字が若干間違っておりましたので、すいません、訂正いたしま

す。 
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以前聞いたときよりは大分ふえている、2名ふえたということで、2.5％には

達しないが、1.92％ということで今の現状報告していただきました。以前の

質問の最後に、ぜひハローワークやほかの機関との連携や、企業へ各種助成

制度の説明を呼びかけをしたり、町の相談窓口で就労先を紹介できるような

独自策を実施していただきたいこともお願いをしました。何か独自策として

されていることがあるでしょうか、お願いします。 

町民課長 障がいの方々ということでありまして、障害手帳、それから知的障がい、精

神障がい含めまして、手帳をお持ちの方は町の中で340名おられるわけでご

ざいます。ただ、障がいというものが、もちろん広くて、重い方、軽い方も

あるわけでございます。今、町のほうでは一般就労できる方、できない方お

られるんですけれども、各企業の経営の厳しさもあるんですが、なかなか一

般就労に結びついていかないという状態は拭えないところでございます。特

に、精神の方の雇用促進というのも力を入れてはいるんですけれども、なか

なか成果が上がってこない部分がありまして、車の免許とか通勤の問題と

か、ひきこもりの対策とか、なかなか成果は上がってはきてはおりませんけ

れども、個別にケース・バイ・ケースで、なるべく就労に向けてということ

で、相談支援、それから一般就労いきなりは難しい方については、「ポッポ」

とか「ひまわり」さんとか、そういうところを通じて日中活動を過ごしなが

ら働いていただいているといったところ、それとうちのほうの町で見ます

と、手帳を所持されている方で、農業を営まれて、出荷をされているという

ケースもかなりの人数おられるとは思っております。以上でございます。 

９番議員 町独自というにはちょっとあれかなと思うんですけれども、職業相談や相談

支援などもやっているということで、「ポッポ」や「ひまわり」の職業訓練

というのか、そういうことにも積極的に進めているというふうに捉えまし

た。今、町民課長言われたように、一般就労というのがね、なかなか難しい

と思います。私は、障がい者の賃金の一部を助成する制度はあるものの、多

分難しくて使いづらい制度なんじゃないかなというふうに思っています。ハ

ローワークを通してとかいうふうに書いてありますが、そもそも障がいを持

った方がハローワークに行くこと自体がやはり大変だと思います。ハローワ

ークでの手続というものを、役場を通してできるシステムというのは難しい

でしょうか、お願いします。 

町民課長 今、相談支援ということも申し上げましたが、直接相談に来ていただいてと

いうことであれば、力にはなれるようにはしているんですが、ご相談に来て

いただければ十分相談に乗るということで進めてまいります。お願いしま
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す。 

９番議員 直接相談に来た方には積極的に進めていただけるということで、やっぱりこ

ういうことも広く周知していただきたいなと思います。 

障害者基本法第18条では、国と都道府県、市町村は、障がいのある方が多様

な就業の機会を確保するよう努めるとともに、障がいのある方一人一人の特

性を考慮した職業相談、職業訓練などの施策をしなければならないとあり、

19条では、雇用の促進について、市町村は事業者における雇用を促進するた

め、障がいのある方の優先雇用やそのための法律や制度をつくらなければな

らないとうたっていますが、障がい者雇用のための施策、雇用の促進につい

て今後、考えて進めていただきたいなと思います。障がい者雇用の促進とし

てご提案させていただきたいのが、まず先ほどのハローワークの件です。や

はり障がい者にとっても雇用する側にとっても、大変煩わしい助成制度の申

請です。役場の窓口でできるシステムづくりをぜひ進めていただきたいとい

うことと、障がいによってさまざまな仕事の枠があると思います。先ほど町

民課長もお答えいただきましたが、単純な作業から力仕事、事務仕事、いろ

いろあると思います。少し時間はかかるけれども、できる仕事もあると思い

ます。農家の仕事ができる人もいると思います。小さな会社や事業者が積極

的に障がい者を雇用できるように、賃金の上乗せができるよう町が補助をす

るということができないか、その点伺いたいと思います。お願いします。 

町民課長 ちょっと検討してはいない段階になっておりますので、その辺の積極的な雇

用につながる賃金の面も含めまして、ちょっと対応する時間をいただきたい

かと思います。お願いします。 

９番議員 これも急な提案でございますので、ぜひ積極的に検討いただければと思いま

す。 

先ほど述べさせていただいた障害者基本法には、地方公共団体は、事業者に

対して必要な支援を行わなければならないとあります。賃金の上乗せもそう

ですが、障がい者が働きやすい環境づくりの支援、そういったことにも積極

的に取り組むことも必要なのではないでしょうか。例えば、事業所のバリア

フリー化に補助金を出すとか、環境整備を積極的に進める事業者に援助す

る、そういったことも考えられると思います。ぜひ、そのあたりも検討して

いただきたいなと思います。障がいを持った方が積極的に社会参加できるよ

うな施策を、ぜひ進めていただきたいと思います。前段のこともあわせまし

て、高齢者や障がい者が暮らしやすいまちづくりを進め、子育ても高齢者や

障がい者にもやさしい福祉の町小海町に進めていただきたいと思います。最
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後に、町長のお考えをお願いします。 

町  長 的埜さん仰せのとおり、行政というものは全ての皆さんに平等でなければい

けないというふうに考えております。その中に障がい者という言い方はちょ

っと失礼なんですが、どういった方に対しても平等で、そして元気になれる

小海町づくりは必ず必要だと思っていますので、係ともよく相談の上、推し

進めていきたいと思います。 

９番議員 先ほどもありましたが、ぜひ住民福祉の向上のために、いろいろ検討課題を

提案しましたが、ぜひ積極的に、前向きに進めていただきたいと思います。

これで私の一般質問を終わりにします。 

議  長 以上で第9番 的埜美香子議員の質問を終わります。 

4時15分まで休憩といたします。          （ときに16時05分） 

第６番 有坂 辰六 議員 

議  長 それでは、再開いたします。            （ときに16時15分） 

次に、第6番 有坂辰六議員の質問を許します。有坂辰六君。 

皆様にお諮りをいたします。会議は5時を回るかと思いますが、ご了承いた

だけますか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

６番議員 6番 有坂辰六です。通告に従いまして一般質問を行います。 

きょうの一般質問は、今回、全員協議会に提出されました町の長期振興5カ

年計画の策定に伴い、「今だから聞いておきたいこと」と題し、幾つかの質

問を行います。一般質問は久しぶりでして、少し盛り過ぎた面があり、時間

内におさまるか心配でありますが、質問が時間内におさまらない場合には、

切りのよいところで終了とさせていただきます。 

幾つかの質問は、本会議に提案として俎上に上げることが必定であり、内容

の詳細などについてはこれからの全員協議会などで審議を行うこととしま

して、今回は施策として反映させていただくか否かを町長にお聞きします。

まずは、中部横断自動車道に関して、横断道は小海町での政策インターの設

置と1キロメートルルート帯幅が示されていて、先月、環境アセスの説明会

が開かれるなど、事業が現実味を増してきました。これに関連し、佐久穂町

では、佐久南から八千穂高原インター間の計画段階から開通するまで、県に

職員を出向させ、役場庁舎内に室を設けて、専従の職員を置くなどの対応さ
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れたと聞いていますが、町は今後どのようになさるのか、そして町が主体的

に小海インターの設置場所や、それに伴う周辺整備の具体的な案があるのか

を伺います。 

町  長 私の町長としての役割の大きな1つの課題でもあります中部横断自動車道の

早期着工ということで、ただいま有坂議員から、隣の佐久穂町のことについ

て提案があり、そして私の考えということでございますが、佐久穂町の例は、

合併してすぐに建設課に1名の専属職員を配しました。平成19年か20年ごろ

地域活性化インターやアクセス道路の計画ができた段階で、高速道路係、係

長、係員、臨時職員の3名体制をつくり、県とＪＡ佐久浅間と協力し、用地

の交渉などや、みちの会、高速道路対策協議会の事務を担当しまして、その

際、職員の県や国への出向は特になかったそうですが、その後、アクセス道

路の工事が着工になった平成22年、23年ころ係はなくなり、建設課での兼務

体制となったようでございます。私とすれば、どういったことが佐久穂でよ

かったか、そして要らないこともあろうかと思います。効率のいいように進

めていきたいと思います。また、佐久市におきましては速やかに段階を踏ん

で工事にいったようでございますので、そういった例も参考にさせていただ

きたいと思います。また、1キロ帯になったということで、これはもうかな

り絞られてきているということで、我が町独自のインター、あるいは土地の

交渉、そして有効な道路になることを目指してやっていきたいと思います。

また、町から県等々への派遣につきましては、必要とあらば進めていきたい

と思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

６番議員 今の町長の必要とあればという答えですけれども、必要であろうかと思って

いますけれども、10年、15年のスパンの仕事でありますもんで、その基礎づ

くりをぜひ進めていただきたいということで。また、個人的な意見等々はま

たほかの機会で、町長のほうに話しさせていただきます。 

時間がありませんので、次に、憩うまちこうみ形成事業についてですが、さ

とゆめとの契約終了後のさとゆめとの関係は、今後どのようなかかわりにな

るのかをお聞きします。2月に行われた阿部知事を招いたシンポジウムで、

90歳以上200人の規模となったのは、さとゆめの力であり、今後、この事業

の推進には欠かせない存在であるという話も聞かれますが、町長の考えを伺

います。 

町  長 憩うまち事業につきましては、さとゆめの存在は大変大きなものがあると私

も思います。今の常勤で来ております小松さんが令和3年の3月までという契

約でございますけれども、さとゆめ、私もさとゆめの本社へ行き、そしてそ
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のビルの向かいが協会けんぽの建物だというようなこともありまして、協会

けんぽの理事長とも親しくやらせていただいたわけなんですけれども、今後

のことにつきましては、その小松さんを抜いてでもできる人材の育成、それ

は必ず必要だと思います。したがって、彼女がいつまでいるかということは、

会社の都合等々あると思いますけれども、それに見合ったものを育ててい

く、それが一番大切ではないかと思いますが、ほかのスタッフ等々を含めて、

さとゆめという会社はすごい広範囲の会社をご存じで、それでそういったこ

とを進める中で、我々もさとゆめに協力を求めなければいけない、あるいは

さとゆめが利用できる、そしてさとゆめを使うことによって小海の益になる

と、町民益になるという形のものが形成されれば、さらに契約を進めるとい

うような形でありますけれども、望むものは、ぜひ小海で自立したものの中

でやっていきたいとは思っております。 

６番議員 さとゆめさん、今、小松さんの話も出ましたけれども、さとゆめについては

あと1年ちょっとですか、の契約が残っていると。    か。いずれね、

そういう中で今進めているわけでしょうけれども、この憩うまちの事業で、

町の職員、現在、渉外戦略係ですか、の職員は、後でも言いますけれども、

駅前の活性化とかいろんな職務を兼ねておりまして、やっぱりこの憩うまち

こうみ事業というのは、フレーズとしては何十年も先の持続可能なまちづく

りということであって、専従する職員を加配する必要があろうかとは思いま

すけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

町  長 町がここにかかわらなくなるということはちょっと考えにくいものであり

まして、専門の職員を何名か置くということは必要不可欠だと思います。し

かし、セラピストとか、そこのスタッフは町民の皆様に参加していただき、

そして、かつ有料で働いていただくと、それを各企業の皆様に、小海のいい

ところをわかっていただく、リ・デザインセラピーという形で残していきた

いというふうに考えております。 

６番議員 いずれこの事業については、民間の会社と自治体が直接契約を行うというこ

とでありますもんで、やはりこの事業はですね、あれだけ大きな、阿部知事

を招いたりしてやっていて、もう引くに引けない状態になっていますもん

で、ぜひ自治体等との提携には細心の注意を払ってやっていただきたいとい

うことです。いずれこの事業は、地方創生推進交付金という事業であって、

今後の財源手当ての件や企業の受け入れ体制の構築、そして凸版印刷との話

なども幾つかありますもんで、まだまだ聞きたいこともありますけれども、

あと6個ありますもんで、ここら辺ですけれども、いずれにしろこのさとゆ
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めの件については、今後も議会としても、また個人としても今後も聞いてい

きたいということであります。 

次に、佐久大学信州短期大学との小海町との提携について伺います。この件

については、町長と佐久大学の盛岡理事長との間で話題となり、小海町は佐

久病院との関係もあり、医療、介護、福祉などが充実していますが、そこに

特養こうみの里が加わり、介護士の不足が顕著となっているとの話の中で、

信州短期大学の介護実習生をこうみの里で行ってはどうか、盛岡理事長よ

り、実習生の就職先は実習を行った施設に就職することが多いと、実習を行

うには佐久市から通わせることはできないので、それに対処する必要がある

との経緯がありました。この話が出てから既に半年以上が過ぎています。佐

久大学信州短期大学の来年度の予算や事業計画が確定してからでは遅過ぎ

であり、鷹野議長とも連携をしながら、本定例会の開会中であっても、佐久

大学とアポをとり、早急に協定を結ぶ必要があると思いますが、この件の経

緯とあわせて町長に伺います。 

町  長 まさに有坂議員おっしゃるとおりです。こうみの里の実習生の受け入れは、

介護福祉実習指導者という資格を持った方がおれば対応できるということ

で、それはこうみの里で用意していただくということになっております。ま

た、佐久からは通えないということで、来春完成の単身者住宅に一応2名と

いうことですので、応募が多ければシェアして2人で住んでいただいて、そ

こで実習をしていただくというような考えも持っております。それから、盛

岡理事長にも先般、そういった形の中で構築された話でございますので、私

のほうから、今ご指摘のとおり、早急に盛岡氏に連絡をとり、提携という形

に持っていけたらというふうに思っております。 

６番議員 この件については、この前段がありまして、佐久大学と小海高校との提携の

話が最初にありまして、そのときは教育委員会の方が佐久大学へ行って話を

してきたと。それで、その後、小海高校と佐久大学とは提携ができて、その

後の話でありますもんで、町長、今度は教育委員会ではなくて、副町長、総

務課長とか、庁内のほうでやって、それで具体的な中身を詰めていってです

ね、本当に早くやっていきたいと。先ほどシンデンの話がありましたけれど

も、それも1つの内容ということでありますが、そこはちょっと話が違いま

すもんで、早期着工して間に合うように、それでまた盛岡理事長ともその件

についてもやはり詰めていただきたいというふうに思っています。 

次に、ただいまの件と関連していますが、8月15日の信濃毎日新聞に長野県

の阿部知事と、県とベトナム政府との間で観光と介護人材の受け入れに関す
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る提携を行ったとの記事が載っていました。これからの日本人の介護人材は

慢性的に不足し、海外の人材に頼らざるを得ないのは明々白々であります。

特に、小海町は社会福祉協議会や医療、介護、福祉などの施設が多く、この

問題は避けて通ることができません。ベトナムは、川上村とも以前から交流

があり、南牧村も東南アジアとの交流が行われています。小海は控え目とい

うか、そういうことがないわけですけれども、これからはぜひ積極的にやっ

ていただきたいと。今回の阿部知事とベトナム政府との関係は、民間のブロ

ーカーとではなく、県と国の契約であり、問題が生じた場合には、県とベト

ナム側が解決を行うとの項目が盛り込まれています。町長は、この記事とベ

トナムに関心があるかどうか、伺います。 

町  長 ただいまのベトナムの皆さんということですが、川上村については相当交流

が深く、そして先日も10日間、村長はベトナムへ行っていたようでございま

す。そして、私も彼を通じてじゃないんですが、小海の大変お世話になって

いますシャトレーゼのほうから、駐日ベトナム社会主義共和国の特命全権大

使ヴー・ホン・ナムさんという方を紹介していただきました。つきましては、

内容につきましても、川上の村長おっしゃるのに、ベトナムが一番人間とし

て協力してもらうにはいいんじゃないかということも聞きました。それか

ら、阿部知事のベトナムに着眼したというところも、その辺ではないかと思

います。こういったものを生かせるよう、そして今、小海で農業に来ていた

だいている外国人の皆様もよく精査した中で、そしてこのヴー・ホン・ナム

さん、せっかく紹介していただきましたもんで、私としてもそういった広い

範囲の中で対応をしていきたいと思っています。 

６番議員 町長、この件については、この間の県の議会議員選挙ですか、そのときに川

上村の藤原村長とも町長話していたと。それで、いろんな町長も人脈がある

でしょうけれども、いずれにしろこの件は、それからも県議会議員選挙です

か、からも日にちがたっていますし、やはりこれもある程度スピードを持っ

て行っていかなければいけないんじゃないかなと思っています。町長に以

前、私から議員の視察研修でベトナムに行きたいから予算つけてくれという

ような話をしたことがあるんですが、覚えていませんか。そのときは「いい

ね」って言っていましたが、今もその思いは変わりはないですか。 

町  長 できることであれば、ぜひベトナムへ行って様子を見てきていただきたいと

思います。私も行けることであれば、実情を把握するためにも、川上の村長

は10日でしたけれども、私は1日半ぐらいで結構ですので、行ってみたいと

いう気持ちはあります。 



 141 

６番議員 町長もそうでしょうけれども、今の件は議員の皆さんに聞いてみたいと思い

ます。覚えておいてくださいね。 

では、次に、小海駅に関して伺います。私は昨年、町の新年祝賀式の後、ヒ

ナタ商工会長と話をする機会がありました。小海駅を活性化するための1つ

の手段として、役場庁舎内にある初校会事務局を駅の2階に移転してはどう

かと話をしました。そのときは、ヒナタ会長は賛同してくれまして、商工会

で検討を行いたいと言っていました。商工会では、平成27年にヒナタ会長名

で小海駅を中心とした商店街まちづくりビジョンの提案がなされています。

それから今まで、この件は進捗がしてないわけであり、この間、小海駅から

職員がいなくなり、そしてことしはＪＡ小海駅前支所が撤退し、なおかつ佐

久病院駅前診療所も機能を縮小するとの話が出ています。時代の流れは刻々

と変化を遂げています。そろそろ町としても、商工会などと連携しながら、

駅及び駅前の整備事業の計画に着手する時期ではないかと考えますが、町長

の考えを伺います。 

町  長 まさにその時期と申しましょうか、最近の実情でございますけれども、アル

ルの2番目に広い店舗の床面積を持っておる呉服店が撤退し、よその店に入

ったということで、かなりの広い面積がここであいてしまったというのが実

情でございます。しかし、それをアルルのせいだとか、誰がいいとか悪いと

かの問題じゃなくて、あの地を活発にすることがまず必要ではないかと、元

気にすることが必要ではないかという、私は考えでございます。そして、Ｊ

Ａの小海支所も、こちらは11月1日から開店ということで今、急ピッチに仕

事を進めておりますが、10月いっぱいで撤退ということをＪＡのほうからは

聞いております。そういったものを全て把握してみますと、有坂議員のおっ

しゃる商工会を2階へという案、画期的だとは思いますが、まず商工会のほ

うの、いわゆる都合、行政のほうでそっちへ行けと言うわけにもいかない部

分がありますし、それから商工会長を中心とした意見等々あるようです。そ

して、私も商工会長とは親しい中でおる人間ではございますけれども、これ

は商工会と行政との話ということで、一線を引かせていただいているところ

でございますけれども、やはりきちっとした計画、要望を受けた中で進めて

いきたいと。それには、今の状況をしっかり把握したことが必要で、それか

らアドバイスも必要だと思います。ということで、中小企業診断士に今入っ

ていただいております。その結果も早々出るそうですので、そういったこと

を十分把握した中で、周辺の状況も含めまして、小海町の駅舎周辺が小海ら

しく元気になるようにという考えでございます。 
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６番議員 この件については、町長とも就任してからですかね、いろいろ話をしてきま

して、だから、基本的には町長おっしゃるとおり、商工会の件だと。要する

に町が、商工会から言われないのに、町がやってやる、そんな必要ないとい

う話をずっとしていましたけれども、それからもう約2年となると、ちょっ

と時間的なものが大分ロスしているんじゃないかなと思います。トイレの件

だとか、それからその跡地の件だとか、そういうこともいろいろありますも

んで、やはりいつまで、時間が  ねえとは言いませんけれども、いつまで

も、要するに商工会なり、また関係団体、関係者等々の意見を集約するのは

いいですけれども、それを聞いていることにより、刻々と状況は悪化してい

くということなもんですから、行政主導とまではいかないでしょうけれど

も、ある程度イニシアティブを持った形で進めていただきたいということで

あります。 

次に、移住定住促進事業について伺います。この件につきましては、資料請

求をしていますので、それをごらんいただいて話したいと思います。町が人

口減少を緩やかにするための施策として、移住定住促進事業を行っています

のは周知のとおりであります。特に、顕著な事業として土村栄町住宅と南町

住宅、そして本間大田団地の宅地造成を行ってきました。その結果を資料と

してお願いしたわけですが、現在、南町・栄町住宅は全戸埋まっており、大

田団地は19区画中16区画が埋まり、残りは3区画となっています。この施策

で、移住時の家族構成などにより、保育園、小学校、中学校などの児童数が

ふえて、また新たな新生児の誕生などとあわせて、当初の目的に十分寄与す

る結果となっていると考えています。今回提出されました長期振興計画の令

和2年度の住宅整備計画に調査費100万円が計上されていますが、それでは遅

過ぎであり、大田団地が完売する前に、新たな宅地造成を行う必要はあると

思います。提出されました資料への感想とあわせて、町長の考えを伺います。 

町  長 大田団地の造成の件につきましては、私も正直、あのような勢いで住宅がで

きていくということは予想しませんでした。しかし、今の状況を考えますと、

残りがあと3区画ということで、売れ始めると売れるもんだなということに

なろうかと思いますが、それについて人口増、子供の増、それから町にとっ

てはつくったところが売れて、家をつくって固定資産税を入れてもらうとい

うことは、もう最高の形になっていくかと思います。そして、中部横断自動

車道まで約5分ということで、今思えば最高の立地であるなというふうに考

えるところでございます。もう既に30分で、あそこから佐久市へ行けるとい

うことで、もう通勤範囲ではないかというふうに思います。あと3区画とい
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うことですが、鋭意努力して残りのないように、それを販売することは進め

ていきたいと思います。また、同じ本間の中で、ぜひ団地の造成をしてくだ

さいという意見もございます。そういった中のものは、土地の求め方もそう

時間はかからないと思いますけれども、今ご指摘の調査費を上げてまたやっ

ていくということがスピードに合わないというご意見もありますけれども、

売れたからいいやという形では全てがないと思います。そして、我々が進め

るということは、確実性、それから多少の冒険、それから住んでいただく皆

さんの幸せというようなことが積み重なったものがああいった形になろう

かと思います。それにつけても、大田団地がああいうふうな形で元気になり、

そして今、本当に活気のある場所であるんではないかということを思ってお

ります。建築の響きというものは、何より人を元気にするというふうに私は

考えておりまして、また、本間のあるいは土村の中でも馬流の中でも、どこ

か適地があればそういったことを、慎重かつ積極的に進めていきたいと思い

ます。 

６番議員 この資料を見ましても、栄町、南町、大田団地、ここだけで95、現時点で95、

今建設中のこともありますもんで、その数値はあれでしょうけれども、やは

り人口減少問題だとか、それから子育てだとか新生児、新入生が30名いたと

かね、南相木はあと2名だとかという話も聞きますけれども、こういう施策

が結果的にそれなりの成果が出ていると。今、本間で地域力があるというよ

うな話もありますけれども、いずれにしろ、来年度の調査費で100万円つけ

て、じゃあ、いつ、その新しいのが始まるんだといったら、これから1年も

過ぎてしまっていては、ある程度スピード感欠けているんじゃないかと。こ

れはまた改めて全協でもいいですから、話をしながら、町長の慎重だという

ことはわかりますけれども、ぜひ、今の前向きな答弁がありますもんで、進

めていただきたいと考えています。 

大分早くて、最後の質問になりました。議長、すいませんね。小海町の西の

玄関口との位置づけであるレストハウスふるさとの件ですが、皆さんが承知

のように、レストハウスふるさとの開店のセレモニーの際、私が挨拶で町長

に3つのお願いをし、そのとき町長は、全てを実行すると約束してくれたよ

うな気がします。1つは、財産区のカラマツが景観を損ねるとのことで伐採

をお願いし、2つ目は、レンゲツツジの群落をササが多くなっているもんで

再生してほしい。これについては、視察等々に行きますと、財産区の木は一

部、右側のほうはちょっと不満はありますけれども、やってあると。群落の

ほう、土のほうも大分傷んでいますけれども、ササですと、ササは何回か切
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ったり、刈ったりしていると小さくなるんですけれども、これも着手してい

ただいたと。ですが、残りの1つ、富士山を遠望でき、そして八ヶ岳、茂来

山、浅間山を眺望できるやぐらの建立をお願いしてあります。小海の新たな

誘客のシンボルとして、スカイツリーの約3倍となるタワーであり、浅間山

の雲海や富士山の展望など、小海町を訪れる人はもちろんのこと、写真愛好

家など媒体を通じて周知をさせ、小海町の新しい観光スポットとすることに

より、交流人口の増加にもつながるものと考えます。この場所はいろんな制

約もあるようですが、町長の不可能を可能にするというイメージがある中

で、町長の本領を存分に発揮して、「よし、やろうじゃないか」という言葉

を期待するところでありますが、町長の思いを伺います。 

町  長 先日、私はあの現場に、ちょっと形は不幸な形になってしまいましたが、5

時ちょっと過ぎに行きました。そして、そこで2人の写真家と会いまして、

雲海がずうっと開けて、浅間山が出て、そしてまだその上にもう1個雲があ

るというような、大変自然現象の中でも珍しく、そしてすばらしい写真が撮

れているということを写真家からお伺いいたしました。そして、その皆さん

だけではなく、そういったスポットになっているということを拝聴したわけ

ですが、有坂議員と乗りの中でもこれはいいことだなと私も痛感したわけな

んですけれども、国定公園内でありまして、そのことについてはいろんな制

約があるわけですが、前を通っている道路から20メーター離せということに

なっております。あのトイレがどうしてできたかは、ちょっと経過はわから

ないんですが、今のルールはそういうふうになっておりまして、20メートル

の部分をよく出してみるというのがまず1つでありまして、そこから高さは

13メートルまで大丈夫ですので、相当がっちりしたものができるように思い

ます。スカイツリーの何倍というような類じゃなくて、非常にすばらしい景

観になろうかと思います。まずは予算づけ、そして場所の選定等々、大変や

らなきゃいけないことはあるわけですが、あそこのオープン時に私が返事を

したという覚えはあります。したがって、そういった形の中のものは約束で

すので、鋭意進めていきたいというふうに考えております。規模あるいはも

ろもろの件については、まだまだ相談の余地があるかと思いますが、よろし

くお願いします。 

６番議員 さっき言ったいろいろ制約があると、これはいろいろ出ていますけれども、

役場の職員の皆さんは当然そういうものを重要視するわけであってですけ

れども、町長は職員ではありませんもんでね。できないことはできないじゃ

なくて、できないこともやるんだという思いで、それでまた職員の方も、だ
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めだというものが本当にだめだというのじゃなくて、いろいろルート、知恵

を使えば不可能も可能になるということでありますもんで、ぜひ頑張ってや

ってもらいたいと。できれば、そのツリーができるんなら、議員の間に行っ

てみたいなと思いますもんで、よろしくお願いします。きょう、ちょっと時

間がね、議長に頼んで早めてもらったんですけれども、時間内に終わりそう

なんですけれども、いずれ今、今回気がついて、7点ぐらいあったんですけ

れども、今、町長との話の中で難しいという話はなくて、やるんだという話

が多かったんじゃないかと。今後は、最初に述べましたけれども、これらの

件について、全員協議会等々で一つ一つ検証していきながら、進まないのは

進めるようにお願いしますし、進められないものはどうして進まないのかと

いう理由を聞きますし、これからは、この件についてはぜひ何回か話をさせ

ていただきたいと思います。これで私の質問を終わります。 

議  長 以上で第6番 有坂辰六議員の質問を終わります。 

○ 散    会 

議  長 以上で本定例会の一般質問は終了いたしました。 

なお、今後の予定といたしまして、あす10日午前10時から現地視察を行いま

す。視察箇所については、役場防犯カメラ、中学校の電子黒板、小海原太陽

光施設、大畑崩落現場、昼食を挟みまして、八岳の滝、上人沢へ行きます。

服装は通常の服装で、作業服と長靴を持参していただきたいと思います。時

間によりまして、その後、全員協議会を行います。 

これをもちまして本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

（ときに16時54分） 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １１ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月１３日 午前１０時１１分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月１３日 午前１０時１９分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さん大変ご苦労様でございます。本日臨時本会議を開催いたしましたの

は、理事者側より議案第３４号「小海町松原湖高原観光交流センターの設

置及び管理に関する条例」について訂正、差し替えの申し出があり、臨時

の会議要請がございましたので、先程議会運営委員会を開催致しまして臨

時本会議を決定いたしました。急なことで申し訳ございませんがこれより

臨時本会議を開催いたします。只今の出席議員数は 12 人であります。定

足数に達しておりますのでこれより本日の会議を開きます。 

○ 議事日程報告 

議 長 本日の議事日程はお手元に配布申し上げたとおりであります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・会

計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○「町長あいさつ」 

議  長 まず、町長より挨拶をお願いします。 

黒澤町長。 

町  長 皆様おはようございます。この度はこちらの不手際により議員の皆様に

はお手数をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。昨日の総務

産業常任委員会で問題になりました、観光交流センターの条例改正につ

きましては、観光交流センター運営委員会でご審議頂いていない内容ま

で盛り込んでしまい、大変申し訳ありませんでした。本日その部分を削
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除した議案に差替えをお願いしたいということで本会議を開いていただ

くことになりましたので、何卒ご理解をいただきお取り計らいいただき

ますようお願い申し上げます。尚、削除した内容につきましては改めて

運営委員会での協議をいただく所存でございますのでご理解を頂きたい

と思います。 

また皆様にご報告が１点ございまして、昨日の朝礼後、８時３０分から

由井うららさん 18歳、上田高校 3年生、父は佐久総合病院小海分院の由

井ドクターでございます。申し上げます。モスクワにあるボリショイバ

レエアカデミーに来年 1 月から 3 年間留学するということで、小海から

世界へ発信する女性が出たということでご報告申し上げます。彼女は週

１．２回は土日も含めて 3 歳の時からバレエを始めていたそうです。夢

叶いまして世界№1 のボリショイアカデミーに入ることができたという

報告があり、明るい報告でありましたのでここで議員の皆様にもご報告

させていただきました。よろしくお願いいたします。 

日程第１ 「議案第３４号 小海町松原湖高原観光交流センターの 

設置及び管理に関する条例」の訂正について」 

議  長 日程第 1、「議案第３４号 小海町松原湖高原観光交流センターの設置及

び管理に関する条例」の訂正についてを議題とします。 

観光交流センター所長に説明を求めます。 

(観光交流センター所長説明) 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

議  長 これで討論を終わります。お諮りします。ただ今町長からの申し出のと

おり、議案第３４号を訂正することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって、町長からの申し出のとおり、訂正す

ることに決定いたしました。 

○ 散   会 
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議  長 以上で本日の日程は終了といたします。 

この後ですね総務産業常任委員会を開催しますのでよろしくお願い致し 

ます。ご苦労様でした。             (ときに 10時 19分) 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １１ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月１３日 午後 １時１０分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月１３日 午後 １時２６分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 本日臨時本会議を開催いたしましたのは理事者側より令和元年度一般会

計補正予算第３号について訂正、差し替えがあるということで臨時の会議

要請がございましたので、先程議会運営委員会を開催致し臨時本会議を開

催となりました。急なことで申し訳ございませんがこれより臨時本会議を

開催いたします。只今の出席議員数は 12 人全員であります。定足数に達

しておりますのでこれより本日の会議を開きます。 

○ 議事日程報告 

議 長 本日の議事日程はお手元に配布申し上げたとおりであります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・会

計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○「町長あいさつ」 

議  長 町長より挨拶をお願いします。黒澤町長。 

町  長 再三にわたる本会議の要請、大変申し訳なく思います。議員の皆様にお

かれましては大変お忙しい中ですが全員のご出席を賜り誠にありがとう

ございます。議案第３７号令和元年度小海町一般会計補正予算３号につ

いての訂正をお願いしたいということでございます。何卒ご理解をいた

だきお取り計らいいただきますよう申し上げ挨拶に代えさせていただき

ます。 
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日程第１ 「議案第３７号 令和元年度小海町一般会計 

補正予算（第３号）」の訂正について 

議  長 日程第 1、「議案第３７号 令和元年度小海町一般会計補正予算（第３号）」

の訂正についてを議題とします。 

副町長に説明を求めます。 

(副町長説明) 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

９番議員 ９番です、お願いします。私、質疑の中でどうしてシルバー人材の方に委

託するのかという質問をしました。わずか７％ということですが直接頼ん

だならシルバーじゃなくてもいいんじゃないかというような趣旨で質疑

致しました。そうしたところ総務課長から「税金の関係でということが… 

今はっきりは言えないが」という風なお答えをいただきました。一体税金

は誰にかかるのかと言ったところでも「今はわからない」と言って「また

後程答えます」という風に言われました。今朝、このペラですね一般的な

雇用の場合っていうのを配られました。これをみるとシルバー人材に委託

するよりも臨時賃金として雇用した方がかかるんだというような説明だ

と思うんですけれど、だからシルバーに委託するのかなという話なのかな

と思ったらまた賃金でということなんですけど、もう何がなんだかわから

ないんですけれどもう１度この説明をお願い致します。 

総務課長 質疑の中で税金がどうのこうのと言い始めましたがちょっとそれにつき

ましては私の思い違いの所もありましてお詫びして取り消させていただ

きたいと。今朝の副町長からの説明は一般的に臨時職員を雇った場合には

ご説明の通りシルバーへ委託するよりは若干経費が嵩みますという説明

だったんですが、今朝敏さんの方へ確認したところ保険についてはシルバ

ー人材センター時代の継続で保険は自分で掛けてるということで役場の

方で掛けていただく必要はないという話でしたので、一般的には役場で持

つべきものが実際には今朝敏さんが今払ってるということでその分役場

の方で支出をしなくても済むということで経費がシルバーへ委託するよ

りは安くできるということで差替えをお願いするところでございます。以

上です。 

９番議員 すいません。私ちょっと前の予算書とか見てないのでちょっとわからない

んですけど、以前、井上正隆さんとか雇用されたときはどういう風にした

のかすいません、その辺わかるようでしたらお願いします。 
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総務課長 はっきりと今分かりませんので調べてまたご報告いたします。 

９番議員 昨日の全協の中で係の善幸さんが…以前の説明で善幸さんがダメだとい

うことでこういう話になって、そのあとまた復帰できるっていう話も昨日

されましたけど、その後どうなるのかっていうところをもう１度はっきり

お願いします。 

総務課長 善幸君につきましては２か月の療養休暇ということで先般 1 ヶ月たった

ところで様子をお聞きしたいというところで役場の方へおいでいただい

て話をしました。本人は２か月後に復帰したいということで色々話をする

中で、やはり本人の中で色々な部分が吹っ切れていないというか立ち直れ

てない部分が垣間見られて、私どもの判断としましてこのまま同じところ

に復帰をさせたのでは今以上に悪化する可能性があるという判断で別の

部署へとりあえず復帰をさせて様子をみながら農林係の復帰を考えたい

という思いでおります。とりあえず予算の方は三か月しかお願いしてござ

いませんで、今の代わりに来ていただいている今朝敏さんについては１０

月一杯までの賃金しかとりあえず今日、この３号を通していただければと

りあえず１０月までは賃金がありますので、その後については本人の様子

を見ながら…またもし駄目のようであればまた賃金の補正を臨時議会等

お願いした中でとって対処をしていきたいと。ですからまだちょっとどう

なるかというのは未定でございます。以上です。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。よろしいですか。これで質疑を終わり

ます。これから討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

１番議員 

 

今回の議会、当初から非常に議運の方も困ってるんですけれどあまりに

も計画性もないし、なんでこうなるかなって非常に思っております。で

すので私はこの案については反対をしたいと思います。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。 

お諮りします。ただ今町長からの申し出のとおり、議案第３７号を訂正

することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、町長からの申し出のとおり、訂正す

ることに決定いたしました。 

○ 散   会 

議  長 以上で本日の日程は終了といたします。 

予算決算常任委員会は、午後 1時 35分から行います。ご苦労様でした。                

(ときに 13時 26分) 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ２２ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月２４日 午後 ２時００分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月２４日 午後 ４時０４分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 改めて皆さんこんにちは。今月 3日に開会致しました令和元年第 3回定例

会でありますが 22 日間という非常に長い期間審議、審査を続けて来られ

ましたけれど本日最終日となりました。本日は採決でありますが適切な判

断をお願いいたします。只今の出席議員は 12 人全員であります。定足数

に達しておりますのでこれから本日の会議を開きます。 

○ 議事日程報告 

議 長 本日の議事日程は、お手元に配布申し上げたとおりであります。 

日程第１ 「諸般の報告」 

議 長 日程第 1、「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告は、議事日程つづりの 3ページ、4ページに申し上げて

ございますので、ご確認の程をお願いいたします。その他、報告事項の

ある方は、お願いいたします。 

議  長 以上で諸般の報告を終わります。 

日程第２ 「行政報告」 

議  長 日程第２｢行政報告｣を行います。 

町長から報告がありましたら、お願いいたします。 

町  長 皆さんこんにちは。本日最終日となりましたが 22日間に及ぶ第 3回定例
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会大変お疲れ様でした。本日はすべての議案について可決ご決定賜りま

すようお願いを申し上げます。それでは 3件についてご報告を致します。

今月１６日から大州地区を皮切りに各地区の敬老会が始まりました。当

町の高齢化率は現在 39.4％ということで間もなく 40％に達します。また

100 歳以上の皆様も 11 名おいでになるということで少し前までは 100 歳

以上の方がいるだけでも驚きましたが今は 11名もおいでになるというこ

とで、それだけ医療、福祉が充実してきた結果ではないかと思っている

ところであります。高齢化と共に様々な支援などが必要になってきます。

先般も議員の皆様方には納車になった移動販売車もご覧になっていただ

きましたが、今後ますますこういったサービスに対する需要が高まって

いくものと思われます。町としましてはこういったニーズを的確に捉え

高齢になっても住みやすい町であることを目指して取り組んでいきたい

と思います。2 点目としまして小海小学校のドッジボールチームが 9 月

16日に行われたらいちょうカップ in長野という大会で 8チーム参加の中

で 2 位になったということで 19 日に報告に来ていただきました。3 点目

としましてまた後程議員の皆様にもご案内申し上げますが、東京町人会

が 11 月 10 日に行われるということで案内が参りました。この日は防災

訓練を予定していたわけですが防災訓練は 9 日（土）に変更して行いま

すのでご了承いただきたいと思います。町長の報告は以上です。 

議  長 暑いようでしたら上着を脱いでいただいて結構です。他に行政報告があり

ましたらお願いいたします。 

     総務課長【佐久広域連合第３回定例会の報告】 

議  長 以上で行政報告を終わります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めたものは、町長・副町長・教育長・

会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○ 議案の上程 

議  長 それでは順次議案を上程いたします。 

日程第３ 「議員派遣の件」 

議  長 日程第３、「議員派遣の件」を上程します。事務局長に朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。お諮りいたします。 

議事日程つづりの５から８ページに申し上げたとおり、議員を派遣したい
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と思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 したがって、議事日程つづりの５～８ページに記

載のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 

 

日程第４ 「承認第６号」 

 

議  長 日程第４、「承認第６号 令和元年度小海町一般会計補正予算（第 2 号）

について」を議題といたします。本案については、予算決算常任委員会に

付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

井出予算決算常任委員長。 

     （委員長報告―承認と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑は全員出席の委員会でございますので省略した

いと思います。これにご異議ございませんか。 

     （異議なし） 

議  長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから承認第６号を採決いたします。 

委員長の報告は承認であります。承認第６号を委員長報告のとおり、承

認することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって承認第２７号は委員長報告のとおり承

認する事に決定いたしました。 

 

日程第５ 「議案第２６号」 

 

議  長 日程第５、「議案第２６号 小海町道路線の変更について」を議題といた

します。本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、

委員長より審査結果の報告を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 
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これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２６号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２６号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって議案第２６号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第６ 「議案第２７号」 

 

議  長 日程第６、「議案第２７号 小海町印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。本案については、総務産

業常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求め

ます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２７号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２７号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第２７号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第７ 「議案第２８号」 

 

議  長 日程第７、「議案第２８号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の制定について」を議題といたします。本案については、総務産業

常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求めま
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す。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

     （委員会からの要望 1件） 

＜総務産業常任委員会からの要望事項＞ 

１．会計年度任用職員制度については、フルタイム職員、パートタイム職員等の具

体化にあたり、分かりやすい資料提出により進められたい。 

議  長 ただ今の総務産業常任委員会からの要望事項に対する町長の答弁を求め

ます。 

＜総務産業常任委員会からの要望事項に対する答弁＞ 

１．わかりやすい資料の提出をという要望を頂きましたが 12 月定例会には現在お勤

めの皆さんがどのような待遇になるのか、また新規に雇う皆さんについてはどの

ようになるかという具体的な資料を用意してご説明いたします。 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

10番議員 私は本案に反対する立場で討論をさせていただきます。本案、会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例でありますけれども地方公務員

法と地方自治法の改定により国のマニュアルによって行政側で準備され

てきたという風に認識しています。自治体職員は 1994 年の 328 万人をピ

ークとして 2006 年から 2016 年までに自治体正規職員は約 26 万人減少し

274万人となっています。非正規職員は約 21万人増え 64万人となりまし

た。正規職員が非正規職員に置き換えられていることがこの数字からも出

ていますけれども小海町でも非正規職員がこの間に増えて来ていると。特

に今思うところでは学校給食だとか保育園だとか学校の校使さんとかこ

ういった皆さんみんな非正規職員となってきております。全国の自治体で

行政コスト削減のため非正規化が進み任期の定めのない常勤職員を中心

とする公務運営の原則が崩されています。住民の暮らしに密着した仕事の

多くの部分をこれからは非正規職員に担わせることを正当化するという

方向となっていると私は思います。実際に審議の中で配られました資料を

見ますとパートタイム会計年度任用職員とフルタイム会計年度任用職員

に分けられパートタイムでは若干時短で対応し今よりよくする、またフル

タイムの皆さんも国の基準の中でやっていくという説明がありました。安

倍政権は非正規を無くすと言いながらその中身は非正規という言葉を無
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くすという制度の改正になってきていると私は思います。こうした中で小

海町でもそうですけど段々と民営化、こういった方向が益々進んでくるだ

ろうと、町でも町営バスの関係や午前中の全協で色々話されました NPOの

関係などこういった方向が益々進められてくるという風に思います。そし

て私が本案に対して反対する最大の理由は町として実際にどうなるのか

というのは先程委員長も資料の提出を求めましたけれども、実際にはこう

いった具体的な資料を提出しながら今の非正規職員の皆さんがどのよう

になるのかというものを議会に示しながら審議を進めていくという手法

が私は本来の在り方であるという観点から本案に反対したいと思います。 

議  長 他に討論のある方は挙手をお願い致します。これで討論を終わります。

これから議案第２８号を採決いたします。委員長の報告は可決でありま

す。議案第２８号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の

挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって議案第２８号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第８ 「議案第２９号」 

 

議  長 日程第８、「議案第２９号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う条例の整備等に関する条例について」を議題といたし

ます。本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、委

員長より審査結果の報告を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２９号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２９号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

    （挙手全員） 
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議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第２９号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第９ 「議案第３０号」 

 

議  長 日程第９、「議案第３０号 小海町保育所条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。本案については、民生文教常任委員会に付託

してありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３０号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３０号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３０号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１０ 「議案第３１号」 

 

議  長 日程第１０、「議案第３１号 小海町保育の必要性の認定に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。本案については、民

生文教常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を

求めます。古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 
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議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３１号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３１号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３１号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１１ 「議案第３２号」 

 

議  長 日程第１１、「議案第３２号 小海町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。本案については、民生文教常任委員会に付託し

てありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。古谷民生文教常

任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３２号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３２号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 

したがって議案第３２号は委員長報告のとおり可決する事に決定いたし

ました。 

 

日程第１２ 「議案第３３号」 
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議  長 日程第１２、「議案第３３号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。本案については、民生文教

常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求めま

す。古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３３号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３３号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３３号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１３ 「議案第３４号」 

 

議  長 日程第１３、「議案第３４号 小海町松原湖高原観光交流センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたしま

す。本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、委員

長より審査結果の報告を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。３番井出幸実君。 

３番議員 ちょっと委員長にすみませんけど施行期日が１０月１日という風になっ

ているんですが今日は９月２４日ということで議会から町へ採択したと

いうことで送るのが１日と、3日以内ということだから明日送ると思うん

ですよ、で、町はそれを受けて 20日以内に告示行為をしなきゃならない

となっているんです。まぁそれも忙しいから明日するとして 9月 25日に

全部済んだとして後 10月 1日まで 6日しかないんです。その間について

本委員会の中で啓発行為が、知らしめる行為そのものが町としてどうい
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う風に議論したか、したらお聞かせいただきたいと思います。 

総務産業

委員長 

特に議論はしなかったわけです。中身についてだけ議論しましてその期

日についてはあまり議論しなかったという経緯であります。 

議長 これに対する町側の答弁を求めます。井出観光交流センター所長。 

観光交流

センター

所長 

お疲れ様でございます。お答え申し上げます。確かに本日決定して 3 番

議員さん言われる通り処理が始まるのが明日以降ということになってま

いります。間 6 日ということでございます。私どもとすれば八峰の湯の

ところでの広報、それから町の防災無線、それから当然ですけれども外

部向けにインターネット等の広報ということになって参ります。それで

対応していきたいという風に思っております。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３４号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３４号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３４号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１４ 「議案第３５号」 

 

議  長 日程第１４、「議案第３５号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例について」を議題といたします。本案については、

総務産業常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告

を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 
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議  長 これで討論を終わります。これから議案第３５号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３５号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３５号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１５ 「議案第３６号」 

 

議  長 日程第１５、「議案第３６号 小海町消防団員の定員・任免・給与・服務

等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。本

案については、民生文教常任委員会に付託してありますので、委員長より

審査結果の報告を求めます。古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

     （委員会からの要望事項―１件） 

＜民生文教常任委員会からの要望事項＞ 

１．交通政策審議会についてより多くの町民の皆様からの意見を聞いて広い視野から 

新しい交通体系の審議を進められたい。 

議  長 ただ今の民生文教常任委員会からの要望事項に対する町長の答弁を求め

ます。 

＜民生文教常任委員会からの要望事項に対する答弁＞ 

１．ただ今のご要望につきましては審議は十分時間をかけて慎重に進め広く意見集約

をし町民の皆様の利益につながるよう努めて参ります。 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３６号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３６号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 
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議  長 挙手全員と認めます。 

したがって議案第３６号は委員長報告のとおり可決する事に決定いたし

ました。 

日程第１６～２３ 「議案第３７号～認定第５号」 

議  長 日程第１６、議案第３７号から日程第２３、認定第５号については一括

して議題としたします。本案については予算決算常任委員会に付託して

ありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

井出予算決算常任委員長。 

(委員長報告―可決・認定と決定) 

      （委員会からの要望事項―１件） 

〈予算決算常任委員会要望事項〉 

１．町の障がい福祉計画を作成し、計画に沿って障がい者福祉の事業実施を進められ

たい。 

議  長 委員長報告に対する質疑は全議員出席の委員会でございますので省略し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。只今の予算決算常任委員会からの要望事項に対す

る町長の答弁を求めます。 

〈予算決算常任委員会要望事項に対する答弁〉 

１．町の障がい福祉計画について議員の皆様に対し十分な説明を行った上で福祉行政

の方向性を確認し慎重な議論を進めて参ります。 

議  長 これより「議案第３７号 令和元年度小海町一般会計補正予算（第２号）

について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

10番井出薫君。 

10番議員 私は本案に対する討論として賛成の立場で討論をさせていただきますけ

れども本議会全般にわたっての意見も申し述べながら賛成討論とさせて

いただきたいと思います。まず私は 8月 20日の議会運営委員会で決めた

日程が本定例会の中で大きく決めた通りに動かなかったと、その大きな

原因がまず議案承認第 6 号専決の一般会計補正予算であります。またそ

の後議案の訂正ということで 3 件あり、安易なミスとそれから議案の提

案の中身の中での議会との意思不一致という部分でありいずれも行政側

が提案するにあたってしっかりとした準備をして臨んだかという点を見

たときに私は大きな問題があったという風に感じています。全員協議会

や議会運営委員会がたび重なり何回も何回も開かれて本議会が今日を迎
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えているという点としてはやはり行政側が議会に提案する車の両輪とし

て力を合わせてやっていくという点であれば行政としてのしっかりとし

た準備、説明、確信をもった提案をしていただきたい、このことを強く

求めていきたいと思います。本議会は去年の 6 月から黒澤新町長の下で

動いていますけれども議会定例会のたびに訂正案があったり様々な議論

の中で全員協議会がたびたび開かれるというような議会運営、行政運営

がされています。ここで改めて職員の皆さん、町長を先頭に身を引き締

めていただいて真に行政と議会が車の両輪として力を合わせてやってい

けるようなそういう運営をお互いに努力するということを強く要望しま

して本案を賛成と致したいと思います。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。これから

議案第３７号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３７号を委員長報告のとおり可

決することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって議案第３７号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「議案第３８号 令和元年度小海町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３８号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３８を委員長報告のとおり可決

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３８号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「議案第３９号 令和元年度小海町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお

願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３９号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３９号を委員長報告のとおり可

決することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３９号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第１号 平成３０年度小海町一般会計歳入歳出決算の認

定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第１号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第１号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって認定第１号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第２号 平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第２号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第２号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第２号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第３号 平成３０年度小海町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第３号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第３号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第３号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第４号 平成３０年度小海町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 
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     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第４号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。 

認定第４号を委員長報告のとおり認定することに賛成する方の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第４号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第５号 平成３０年度小海町水道事業会計歳入歳出決算

の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第５号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第５号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第５号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。ここで 3時 20分まで休憩と致します。 

（ときに 15時 05分） 

 

日程第２４ 「陳情第１０号」 

日程第２５ 「発議第 ６号」 

 

議  長 日程第２４、陳情第１０号、          （ときに 15時 20分） 

「米軍機の不法な低空飛行禁止を求める意見書の提出に関する陳情」と 

日程第２５、発議第６号 

「米軍機の不法な低空飛行禁止を求める意見書」については関連があり

ますので一括して議題といたします。陳情第１０号については総務産業

常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求め

ます。小池総務産業常任委員長。 

 (委員長報告―採択と決定) 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし) 

議  長 これで質疑を終わります。 
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これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

８番篠原義從君。 

８番議員 それでは反対の立場で討論をさせていただきます。前々から私は私の考

えを述べてきましたが日本には日米安全保障条約があり米軍が決められ

た管制区域を訓練飛行するのはやむを得ない行為であり米軍自衛隊に限

らず危険な任務につく隊員は日々の訓練が必要です。その訓練の成果が

出たのが佐久穂町の山林火災であります。ヘリコプターによる消火活動

は日頃の訓練の賜物だと確信しております。以上です。 

議  長 他に討論のある方はございますか。９番的埜美香子君。 

９番議員 ９番的埜美香子です。私は陳情第１０号米軍機の不法な低空飛行禁止を

求める意見書の提出に関する陳情について賛成の立場で討論致します。

この陳情理由にも述べられている通り米軍横田基地所属の C130輸送機２

機が５月３０日夕刻佐久地方を超低空で飛行し目撃者からは今まで見た

ことのない飛行に驚き不安、恐怖を訴える、そういう多くの声があがっ

たとされています。私もちょうど佐久穂から小海に向かう途中でこれを

目撃しました。本当にびっくりするくらい近かったです。この米軍機の

ちょうど撮影動画というものが千曲川の東西から同じ時刻の物が計２本

得られそれを共産党の長野県米軍機飛行調査団が８月１９日に両地点を

現地調査しこの調査団の依頼を受け低空飛行分析センターにより画像中

の指標物の位置などを実測しました。それによって測量解析調査の結果

が発表され米軍機輸送機は航空機に違反する飛行、高さですね、示して

航空法の最低安全高度 300mを下回ったと見られたという風にそれが明ら

かに日米合意に反すると調査報告が発表されました。２．３日前にも大

きな爆音がし低空飛行をしていました。私の息子はこんな近くで飛んで

いるのは初めて見たと、ロケット花火が当たるくらい近かったと言って

おりました。アメリカ軍用機事故は後を絶たない状況です。2010 年代に

入って日本における米軍用機事故は 2010 年代に入ってからだけでも 30

件近く起こっているわけです。ドクターヘリなどを運航している会社か

らもいきなり飛んで来られると対応できないので非常に危険ですと。そ

ういう声も上がっているそうです。私たちの生活を脅かすようなこのよ

うな低空飛行、飛行行為は本当に許されない行為です。米軍機は市街地

上空の飛行を避けること、米軍機が飛行する際は航空法及び日米合同委

員会合意事項を遵守すること、これを求め陳情に対しての賛成と致しま

す。 

議  長 他に討論のある方はございますか。２番渡辺均君。 
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２番議員 私も賛成の立場で討論致します。色々な案件ありますけれども今の反対

討論を聞いて１点だけ矛盾点をご指摘させていただきます。やむを得な

い行為である、これも 100 歩譲って理解しましょう。それから日々の訓

練の必要性も認めましょう。しかしこれらの訓練はアメリカ本国では市

街地上空を飛ぶことは一切禁止されておることなんです。それがなぜ日

本でできるのか。ここにアメリカ軍の日本に対するいわば日本ならやっ

てもいいんだ、本国ではやってはいけないんだというこういう差別がは

っきりあります。そのことだけを見ても米軍が違法に日本に駐留し超法

規的な行為として思うがままにふるまっていると、この現実は先の私、

提案の時にも言いましたけれどある面で相変わらず日本は占領軍に占領

されていると、真の独立はないんだということを示唆しているわけでし

てこのことをもってしても絶対賛成してはっきり意見を述べなければい

けないという風に思いまして私は賛成の意見を申し上げました。以上で

す。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。これから

陳情第１０号を採決いたします。委員長報告は、採択であります。陳情

第１０号を原案のとおり採択する事に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、陳情第１０号は原案のとおり採択す

ることに決定しました。 

議  長 事務局長に発議第６号の朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。提出者に提案理由の説明を求めます。 

第１０番 井出薫 君。 

     （提出者説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を

お願い致します。８番篠原義從君。 

８番議員 篠原です。この件に関しては米軍からも高度の発表もないし日本政府も

発表してないわけで信濃毎日新聞の記事からも推計とあるわけで、それ

をさも不法に行ったと断定的な言い方をするということは確たる証拠と

いいますかきちんとしたものを持っているのかどうかという… 

議  長 質疑ですか討論ですか。 

８番議員 ということを提出者にお聞きしたいです。 

１０番議員 陳情項目をよく読んでいただきたいんですけれども米軍機による飛行訓

練との情報を把握し事前に各自治体に提供することだと、これまで多く
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の平和団体や国民の皆さんが国に対してこういう努力を要請しているわ

けでありますけれども目立った対応はないと、それから在日米軍に次の

事項を守るよう強く求めることということで米軍機は市街地上空の飛行

を避けること、また米軍機が飛行する際は航空法及び日米合同委員会合

意事項を遵守することというのが陳情趣旨であります。私は国がきちん

と或いは県や市町村がしっかりとこういった対応をすれば岡山のこうい

ったセンターにお願いできなくも篠原議員言われるように本当に信用の

できる情報が国や米軍から出てくればいいわけでありますけれども中々

米軍も先程らい話ありましたように情報は出しませんし、国の方も法律

を守っている守っているということの一辺倒であり具体的な対応はされ

ないということであります。あくまでも推計でありますからそれは運動

をしている皆さんもそういうことを十二分に承知の上で皆さんに提案し

ているということでありますのでよろしくご理解の程お願いしたいと思

います。 

議  長 他に…８番篠原義從君。 

８番議員 まぁあくまでも推計であるということを認識してもらっていればそれで

いいです。以上です。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。これで質疑を終わります。これより

討論を行います。討論のある方は挙手をお願い致します。８番篠原義從

君。 

８番議員 私の反対討論は先程の陳情の時に述べました通りですのでよろしくお願

いします。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。これから

発議第６号を採決します。提出者の説明の通り、発議第６号に賛成する

方の挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、発議第６号は原案のとおり可決され、

関係機関に提出することとします。 

議  長 次に各常任委員長、議会運営委員長から、それぞれ閉会中の所管事務等

の調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとお

り、閉会中の所管事務等の調査に付することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉

会中の所管事務等の調査に付することに決定いたしました。 
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ここで町長より発言を求められておりますのでこれを許します。 

黒澤町長。 

町  長 本議会終了前に発言する機会を与えていただきましてありがとうござい

ます。ただ今はご提案申し上げた議案につきましていずれも可決認定を

賜りました。心から厚く御礼を申し上げます、ありがとうございました。

これから気を引き締め新たな気概を持ち予算執行、行政運営に努めて参

りますので議員各位におかれましては何卒引き続き暖かいご指導ご鞭撻

をよろしくお願い申し上げます。さて、今議会定例会でこちらの不手際

や間違い及び不適切な事項がいくつか指摘されました。その個々につき

ましてお時間をいただきまして謝罪すべきこと、反省すべきこと、今後

の教訓とすべきことにつきまして申し上げさせていただきます。全部で

５点について申し上げます。第１点はわたなべ通信の件についてでござ

います。これは前新井町長の時から具体的には昨年平成 30年 3月の第 18

号発行から錯誤箇所等を指摘させていただきその後、私になってからも

20 号から最新の 25 号まで毎回誤った箇所等についてその都度指摘をさ

せていただきました。渡辺議員さんとは何回か面談もし、わたなべ通信

の発行に際してはぜひ正確な情報に基づき記載をしていただきたいとそ

の都度お願いをさせていただきました。発行後に指摘されて訂正するこ

とがないようにしてもらう、またその努力をする姿勢が私には見られま

せんでした。これは何とかしなければいけないという思いの下、異例な

ことですが小海町広報 160 号で正しい情報を説明しますという記事を掲

載し、更にその記載分の費用を請求しました。そして 8 月 8 日付議会議

長名で議会から要望を賜りました。１．理事者側と議員個人の見解の相

違について広報で反論すべきでない。２．その広報に対する費用につい

て議員に請求すべきでない。３．公文書の取り扱いを含めてすべての行

政事務について慎重に進めること。以上の 3 点につきましては真摯に受

け止め、冷静に考えその通りであると認識を致しました。この件にはこ

ちらの冷静さを欠き軽率な行動により 9月 10日の新聞で極めて不適切な

行為と報道されました。今後の教訓として軽率な行為は厳に行わないこ

と、何か特別なことをする場合には管理職全員の意見を求め慎重に後先

を含めてより考えて事務執行をしていく、このことを私はしっかり肝に

命じ、特に事務方のトップ、まとめ役である総務課長には厳重に指示を

して実施して参ります。この問題は総務課長、副町長、私の 3 人で主に

対応をしました。この間のご指摘をいただきまして不適切な行為を行っ

てしまったということ、また 9月 10日以降謝罪の発表が遅れてしまった

ことを含めていずれもまずこの場におきまして心から深く反省を謝罪を
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申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。尚、渡辺議員さんと私

はまだ直接会って話をしておりませんので今後会う場を設けお話をさせ

ていただきたいと思っておりますのでぜひよろしくお願い申し上げま

す。2点目は議案等の差し替えについてでございます。国保特別会計で平

成 30年度繰越金確定額を令和元年の補正 1号に違った数値で計上してし

まいました。これにつきましては単純なミスですが担当者の認識不足、

複数チェック不足が原因で今後は２度と同じ過ちが起きないよう全職員

へ徹底して参ります。次に小海町松原湖高原観光交流センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、同センター運

営委員会に諮ってない内容を条例改正案に載せてしまったことですがこ

れにつきましては慎重さの欠如、チェック体制がなされていませんでし

た。今後は運営委員会に諮る際は条例改正案原案まで示すなどして再発

防止を徹底して参ります。次に補正第３号での農林係への業務委託の中、

臨時職員雇用の中につきましては委託料から賃金への訂正を差し替えを

お願いいたしました。今後は質疑に明確に答えられるよう基本的な根拠

を基にしたうえで予算計上をして参ります。３点目には防犯カメラ事業

の特別交付税申請につきましてでございます。県から財政係宛に１２月

７日付メールで１２月１４日までに提出の照会文書が来ました。事業費

は全額地域振興基金に充当して一般財源は０円の予算になっていたため

申請を諦めたわけですが、期間がないとはいえ基金ですので専決補正予

算を組み財源組み換えにより一般財源に戻し申請することは不可能では

なかったということのご指摘はその通りだと考えます。この点は深く反

省しお詫びを申し上げます。今後は財政担当及び担当事業担当者の特に

特別交付税のような緊急的に出されるものは常に高いアンテナを張り該

当になりそうなものすべて確保するぞという強い意欲を持ち仕事をする

ことを教訓としてその都度徹底して参ります。更に各課長等及び管理職

そして私も含め通知文及び新聞報道等で察知をし確認しなかった点、本

当に注意力が足りませんでした。今後はこれを教訓とし横の連携情報の

共有、通知文の回議等しっかり確実に実施し２度とこのような事態がお

こらないことを徹底して参ります。4点目は職員の発言や説明についてで

すが総括的に申し上げますと、発言や説明する際に内容には一貫性、計

画性を確保すること、もしその後変更等をする場合は速やかに説明、報

告等をし議会軽視と言われないよう最善の注意を払い仕事をしていくよ

う徹底して参ります。更に今回いただきましたご意見、ご指摘につきま

しては毎回実施してきておりますが課長等会議で議題にあげ個々に確認

をしました。また対応等を検討して参ります。5点目は障がい者福祉計画
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についてですが障がい者福祉関係の実態把握、対象者及びその関係者の

把握、その皆さんの要望等をまず把握しそれぞれに基づき関係する皆さ

んと協議を重ね今回のひまわり NPO 法人化、グループホームの建築の関

係、また各関係団体との連携も含め町全体の総合的な障がい者福祉施策

について計画を作成して参ります。早急に取り掛かりまして 12月議会ま

でには町障がい者福祉計画案をお示ししご意見をいただけるよう取り組

んで参ります。これは町民課長及び副町長を中心に確実に実施して参り

ます。以上 5 点につきまして申し上げました。町民福祉の向上、町を元

気にする、町を発展させるその為に私は他の欲はございません。誠心誠

意町の町政運営をして参ります。その為には職員が元気に積極的にやる

気をおこさなければなりません。何卒議会議員の皆様の引き続きの暖か

いご指摘、ご意見、ご指導賜りますようお願い申し上げ議会閉会にあた

り議員の皆様町民の皆様へのお詫びと決意とさせていただきます。 

議  長 黒澤町長より発言がありました。ここで議長として発言をお願い致しま

す。議員側から先程、10 番井出薫議員からも発言がありましたけれど今

定例会においては多くの議案が提出され審議をして参りましたがその提

出された議案に対して不適切な部分があり議案を修正する事態が生じま

した。3件の議案の訂正がなされ、その度に本会議を開催し承認をえなけ

ればならないような事態が発生致しました。また議案の審議、審査の過

程におきましても問題点も多くその指摘に対する十分な答弁も得られな

かったり説明に一貫性を欠いたり適切さにかける部分も見受けられまし

た。これにより議事日程も大幅な変更を余儀なくされました。過去に前

例のないような議会運営となったわけでありました。黒澤町長より反省

の弁がありましたが看過できないような事態であります。一方の見方に

よるとチェック機関としての議会の役割を発揮したと捉える面もあり議

会の存在意義が示された部分もありますが本定例会の一連の運営に対し

ては誠に遺憾に思うと言わざるを得ません。職員の皆様には職務の遂行

にあたり一生懸命に取り組んでこられたことは評価致しますし間違いは

誰しもあり得ることでありそれを責めるつもりはありませんがやはりこ

うした不十分な議案が議会に提出されることは何かが欠けていると言わ

ざるを得ません。それぞれの担当者が忙しいのはわかりますがやはり担

当者任せではなく課長を始めとした課内の十分な検討検証、そして役場

内の課長会議等において自分の担当課だけでなく組織的に検討を重ねた

上で上程されるような議案の提出を望むところであります。本定例会の

教訓を糧として今後の業務の推進の向上に邁進されることを期待する次

第であります。そして、執行部、理事者側も議会側もよりよい町づくり
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よりよい小海町を目指し力を合わせ協力をしあって行政の推進を望むと

ころであります。 

○ 散   会 

議  長 以上をもちまして本定例会に提案されました議案に対する審議は、すべ

て終了いたしました。これにて令和元年小海町議会第３回定例会を閉会

といたします。ご苦労様でした。 

(ときに 16時 04分) 

 
 


